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$
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全
快
適
な
自
転
車
走
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聖
間
の

実
現
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目
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て
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-
国
土
交
通
省
に
お
け
る
自
転
車
利
用
環
境
整
備
へ
の
取
組
み
i

特　一
九
九
七
年
の
地
球
温
暖
化
防
止
京
都
会
議
な
ど
の
、

地
球
環
境
意
識
の
高
ま
り
の
な
か
で
、
自
転
車
の
利
用
が

注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
自
転
車
に
係
る
様
々

な
事
項
の
現
状
と
課
題
、
及
び
国
土
交
通
省
に
お
け
る
自

転
車
利
用
環
境
整
備
へ
の
取
組
み
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま

す
。一

自
転
車
の
特
色

自
転
車
は
排
気
ガ
ス
を
出
さ
な
い
環
境
に
や
さ
し
い
乗

り
物
で
あ
る
と
と
も
に
、
免
許
が
不
要
な
ど
気
軽
に
利
用

で
き
る
交
通
手
段
で
す

(図
1
)。

平
成
三
一年
実
施
の
国
勢
調
査
に
よ
れ
ば
、
通
勤
通
学

時
の
代
表
交
通
手
段
と
し
て
昭
和
四
〇
年
代
か
ら
ほ
ぼ
一

定
の
約
一
割
の
シ
ェ
ア
を
占
め
て
お
り
、
自
動
車
の
シ
ェ

ア
が
増
大
し
た
現
在
に
お
い
て
も
交
通
手
段
の
一
翼
を
担

っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

ま
た
、
各
交
通
機
関
の
移
動
速
度
等
を
比
較
す
る
と
、

都
市
部
に
お
け
る
五
m
未
満
の
移
動
に
お
い
て
は
、
ど
の1 通勤 通学に利用する代表交通手段の割合 ぢ と

0% 20× 4o% 66% 80% l鵤 い
昭和45年、 厩 瞬年の調査“とおしては･ 自転車はこ輪 姦
車として区別されている。
:国勢調査 (総務省統計局)〕
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自転車駐車場整備マニュアル "建設省都市局監修
自転車歩行者道通行空間としての自歩道等のサービス水準に関する分析、土木計画学
研究 ･講演集No22(2) l999.10を基に分析〕

図2 交通手段別の移動距離と所要時間の関係
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交
通
機
関
に
比
べ
て
も
早
く
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

推
計
で
き
、
近
距
離
の
移
動
に
適
し
た
交
通
手
段
で
あ
る

と
い
え
ま
す

(図
2
)。

三

自
転
車
を
取
り
巻
く
課
題

し
か
し
、
現
状
で
は
自
転
車
の
利
用
促
進
に
対
し
て
解

決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
は
多
く
存
在
し
て
お
り
、

対
策
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

=

多
い
自
転
車
の
交
通
事
故

自
転
車
乗
用
中
の
死
亡
者
数
は
、
全
体
の
交
通
事
故
死

亡
者
数
の
約

一
割
と
他
の
国
に
比
べ
て
高
い
状
況
で
す

図 3 状態別3 0日死者数の国際比較

(図
3
)。

②
自
転
車
の
走
行
空
間
の
不
足

自
転
車
道
等
の
自
転
車
専
用
の
空
間
が
確
保
さ
れ
た
道

路
は
、
全
体
の
○
･
六
%
で
あ
り
、
国
際
的
に
見
て
も
オ

ラ
ン
ダ
の
八

･
六
%
を
は
じ
め
と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国

に
比
べ
て
少
な
い
状
況
で
す

(図
4
、
表
1
)。

③

放
置
自
転
車
の
問
題

放
置
自
転
車
は
、
昭
和
五
六
年
の
約
九
九
万
台
を
ピ
ー

ク
に
平
成
一
三
年
に
は
約
五
四
万
台
ま
で
減
少
し
ま
し
た

が
、
依
然
と
し
て
駅
前
等
で
歩
行
者
の
通
行
の
障
害
等
を

発
生
さ
せ
、
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す

(図
5
)。

自転車と歩行者の空間

注)平成偽年4月1日現在

図 4 総延長に占める自転車道路等の割合
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図5 放置自転車台数の推移

　　　　　　　 　　　　　　

表 1 主要国の自転車道の整備状況
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自転車への転換が期待される
乗用車の移動

〔出典 :平成6年度道路交通センサス (建設省道路局)〕

図 6 都市部における乗用車移動距離の割合
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三

施
策
推
進
の
桂
一

こ
う
し
た
課
題
を
踏
ま
え
、
国
土
交
通
省
で
は
交
通
安

全
の
確
保
及
び
地
球
環
境
へ
の
貢
献
と
い
う
観
点
か
ら
施

策
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

の
交
通
安
全
の
確
保

自
転
車
道
等
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
転
車
を
、

自
動
車
及
び
歩
行
者
の
通
行
か
ら
分
離
し
、
交
通
安
全
の

確
保
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す

(写
真
1
)。

②

地
球
環
境
へ
の
貢
献

都
市
部
の
自
動
車
の
利
用
の
約
四
割
が
、
五
蹴
未
満

の
利
用
で
す
。
こ
う
し
た
近
距
離
の
自
動
車
利
用
を
、

自
転
車
道
等
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
少
し
で
も
自

転
車
利
用
に
転
換
を
図
り
、
地
球
環
境
へ
の
負
荷
の
軽

減
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す

(図
6
)。

四

国
土
交
通
省
の
取
組
み

の

自
転
車
道
等
の
整
備

自
転
車
道
等
の
自
転
車
利
用
環
境
の
整
備
は
、
昭
和

四
〇
年
代
に
交
通
事
故
が
急
増
し
た
時
代
が
始
ま
り
ま

し
た
。
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
等
に
よ
り
整

備
を
進
め
て
お
り
、
平
成
一
三
年
四
月
現
在
、
延
べ
延

長
で
自
転
車
道
は
六
、
四
三
〇
如
、
自
転
車
の
通
行
が

可
能
な
歩
道
で
あ
る
自
転
車
歩
行
者
道
は
、
約
一
〇
万

000

m

次

用
ミ

如
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す

(図
7
)。

②

放
置
自
転
車
対
策

20ot
(平成博年)

駅
前
等
に
お
け
る
放
置
自
転
車
の
問
題
に
対
応
す
る
た

め
、
自
転
車
の
整
備
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
平
成
一
三
年

現
在
官
民
あ
わ
せ
て
三
七
五
万
台
の
収
容
能
力
を
確
保

し
、
放
置
自
転
車
の
削
減
に
寄
与
し
て
い
ま
す
。

㈱
自
転
車
利
用
環
境
モ
デ
ル
都
市
の
指
定

地
球
環
境
へ
の
貢
献
と
し
て
の
自
転
車
利
用
意
識
の
高

ま
り
を
受
け
て
、
平
成
一
〇
年
、
平
成
三

年
に
自
転
車

利
用
環
境
モ
デ
ル
都
市
と
し
て
あ
わ
せ
て
一
九
都
市
の
指

(2000年〔平成12年〕以降は管理台帳の見直しによる数値の適正 - -

　
　
　
　
　
　
　

き
ミ繍
謝
二
を
蒔

き
そ
こ
鮎
泣きな

　　
　

　

　

　　

　
　　

　　　
機車歩行者道の熾襁延長 い

【青色部分】

　

　

叢

直

　

　

　　

　

　

　

　
　

　

　　

　

)

年

　
　

　

　
　

　

　　

　

　
　

　

　　
　
　　

　　　
　
　
　

19聡
明賑
姥

湯掩
護群
落

　
　

　　
　　　

k

者
色

を
、

　
　　
　　

　　
　
　　　

自転雌道.自転車専用道路及び ′/↓
自転車歩行者専用道路の熾鏑延長合計 てき

【赤無部分1

　
　　
　

廷
長

(
k
m
)

注
注
注
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図7 自転車道等の整備のべ延長の推移
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･ く凡例>
ギ 国璽-期午壌(中和0螂廣)
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図8 自転車利用環境整備モデル都市
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定
を
行
い
、
そ
の
取
組
み
に
対
し
て
積
極
的
な
支
援
を
行

っ
て
い
ま
す

(図
8
)
。

回

道
路
構
造
令
の
改
正

平
成
一
三
年
に
は
道
路
の
基
本
的
な
構
造
を
定
め
て
い

る
道
路
構
造
令
を
改
正
し
、
自
転
車
交
通
量
の
多
い
幹
線

道
路
を
整
備
す
る
際
に
自
転
車
道
を
必
ず
設
置
す
る
こ
と

と
し
、
自
転
車
関
連
の
事
項
の
強
化
を
図
っ
て
い
ま
す

(図
9
)。

◎

社
会
実
験
の
実
施

ま
た
、
全
国
各
地
で
T
D
M
手
法
に
お
け
る
自
転
車
の

活
用
、
放
置
自
転
車
対
策
等
を
目
的
と
し
た
レ
ン
タ
サ
イ

ク
ル
シ
ス
テ
ム
等
の
社
会
実
験
の
実
施
も
行
っ
て
い
ま
す

(写
真
2
)。

◎

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
紹
介

さ
ら
に
、
国
土
交
通
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
に

｢ま
ち

づ
く
り
と
自
転
車
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
｣
を
開
設
し
、
各
地

の
取
組
み
を
全
国
に
情
報
提
供
し
、
地
方
公
共
団
体
施
策

実
施
に
対
す
る
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
一
般
の

方
々
か
ら
広
く
意
見
の
受
付
も
行
い
、
施
策
実
施
に
際
し

て
の
参
考
に
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す

(図
ゆ
)。

の

今
後
の
自
転
車
利
用
促
進
に
向
け
て

今
後
も
、
各
地
の
取
組
み
事
例
及
び
地
方
公
共
団
体
か

ら
の
要
望
及
び
一
般
の
方
か
ら
の
ご
意
見
を
踏
ま
え
、
全

国
各
地
の
自
転
車
利
用
促
進
の
取
組
み
に
対
す
る
技
術
的

及
び
予
算
的
支
援
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

｢優れた交還手環ぐである←“飯事"をもっと逐用しよう｣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　
に轟ホームベル旋′り檜セmたぃ掟知･" ' #礎
　 　　　

図10 ｢まちづくりと自転車｣ のホームページ

こんに6は,こさ必鰺
　　　　　　　　　　　

を増え導*-ムベ-ジです.
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襲
蜆
を
圓
輻
し
て
$

嚢

ア
ー
ト
簾
飜獅
)
を
簾
し
毫
』
讓
鰤
づ
く
り

　幅一

自
転
車
駐
車
場
の
整
備
と
放
置
自
転
車
対

策
取
手
駅
と
新
取
手
駅
周
辺
は
、
｢取
手
市
自
転
車
の
放

置
の
防
止
及
び
自
転
車
駐
車
場
の
整
備
に
関
す
る
条
例
｣

に
よ
り
、
放
置
整
理
区
域
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
毎

年
、
撤
去
さ
れ
る
自
転
車
は
、
六
〇
〇
台
に
も
の
ぼ
り
、

一
向
に
減
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
自
転
車
交
通
対
策
を
強
化

し
、
放
置
自
転
車
を
一
掃
す
る
た
め
の
施
策
を
展
開
し
て

い
ま
す

(写
真
1
)。

1

通
勤
･
通
学
者
に
対
す
る
対
策

ま
ず
、
駅
前
不
法
駐
輪
対
策
と
し
て
、
当
初
の
市
営
駐

輪
場

(有
料
三
ヵ
所
･
無
料
二
ヵ
所

合
計
約
二
、
二
〇

〇
台
収
容
)
の
ほ
か
に
、
取
手
駅
前
の
空
い
て
い
る
民
間

ビ
ル
を
一
部
自
転
車
駐
車
場
と
し
て
借
り
上
げ
、
取
手
駅

に
最
も
近
い
施
設
と
し
て
ス
ペ
ー
ス
を
確
保

(約
七
〇
〇

台
)
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に
お
願
い
し
て
い

る
街
頭
指
導
員
の
ほ
か
に
、
市
内
の
各
種
団
体
の
方
々
を

取
手
市
企
画
調
整
課

中
心
に
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
呼
び
か
け
を
し
た
と

こ
ろ
、
延
べ
二
四
〇
人
の
方
々
が
交
通
整
理
員
と
し
て
募

り
、
毎
日
交
代
で
通
勤

･
通
学
に
自
転
車
を
利
用
す
る

方
々
に
対
し
市
営
自
転
車
駐
車
場
へ
の
誘
導
案
内
を
行
う

な
ど
、
歩
行
者
な
ど
が
安
全
で
快
適
な
通
行
が
確
保
で
き

る
よ
う
早
朝
か
ら
の
指
導
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

2

短
時
間
利
用
者
の
た
め
の
対
策

ま
た
、
同
条
例
に
よ
り
、
短
時
間
の
駐
車
に
対
し
て
、

需
用
を
多
く
発
生
さ
せ
る
施
設
に
は
、
自
転
車
を
収
容
で

き
る
駐
車
場
の
附
置
を
義
務
づ
け
る

(自
転
車
駐
車
場
附

置
義
務
条
例
)
こ
と
と
し
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
買
い
物
客
な
ど
短
時
間
の
路
上
放
置

駐
車
は
排
除
が
困
難
な
こ
と
や
、
駅
ビ
ル
駐
車
場
で
は
ほ

と
ん
ど
が
長
時
間
駐
車
で
占
め
ら
れ
て
い
る
な
ど
、
本
来

の
附
置
義
務
駐
車
場
の
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
場
合
が



取手市紹介

取手市は、茨城県の南端こ位
詣桴鍔写寿きせ･負ささがきなさく歳費襲爵劉

置し、南を利根川に、北を小貝
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　
　　　　　　　　　　　 　　　　　　
運の河津をこそ栄えた街ですげ 鮮 麗菱毒繊瀦遅々,釀謹
ま蓉こ･エ

上
笹
野蜜製畠譜鰹梺 - 癈 飯盛盤犠織蓮繭躍

　　　　　　　　　　　　 　　　
　　　　　

　 　　　　　　　　　　　　　　
　　　

　　　　　　市です。

　 　

　
　

開学、後に先端芸術表現科が開
設されたことを契機に、市民 ･大学 ･行政が一体となって ｢アートを通
じて人々が出会い語り合えるまちづくり｣ を進め、ニューメディアを含
めた新しい文化創造･発信の地となるよう様々な事業を展開しています。
また、利根川の恵まれた自然環境を活かし、 ｢大利根橋下流拠点地区整

備計画｣ の完成により利根川堤防も緩やかな斜面と変わりました。そし
て、河川管理を目的とした河川巡視船 ｢はるかぜ｣ がふれあい桟橋に就
航し、小堀の渡船も従来の地点に加え就航しています。サイクリング･ジ
ョギングコースも整備され、取手市は ｢人 ･自然が輝く文化都市｣ を目
指してまちづくりを進めています。
【人口 ･面積】 (平成14年 4月 I日現在)

人口 8 1 ,5 16人
面積 3 7 .0 9 km2

【アクセス】
電車 : J R常磐線 ｢取手駅｣ 乗換、関東鉄道常総線 ｢寺原駅｣ 下車徒

歩5分
車 "常磐自動車道谷和原 l Cより国道二九四号取手方面へ約14 km (約

20分)
【自転車施策の基本方針】

取手市の南北をそれぞれ利根川 ･小貝川が流れ、豊かな自然の象徴
である ｢ilu、東京芸術大学や郷土作家を中心にした芸術に触れられ
る街 ｢ア- ト (芸術)｣、そして競輪場のある街、また、環境にやさし
い街としての ｢自転車｣。これらを取手のまちづくりのキーワードと
して、自転車による ｢自然 ･川とのふれあい｣ ｢アート (芸術) との
ふれあい｣ をイメージするまちづくりを目指しています。

あ
り
、
当
該
施
設
の
敷
地
内
で
管
理
可
能
な
位
置
に
駐
車

こ
ろ
、
放
置
自
転
車
が
以
前
よ
り
少
な
く
な
り
、
徐
々
に

場
設
備
の
検
討
が
必
要
と
な
る
な
ど
課
題
も
多
く
、
結
果

で
は
あ
り
ま
す
が
効
果
が
上
が
っ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ

的
に
短
時
間
放
置
自
転
車
が
減
る
傾
向
に
至
り
ま
せ
ん
で

ま
す

(写
真
2
･
3
)。

し
た
。

三

月
よ
り
始
ま
っ
た
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん

そ
こ
で
、
短
時
間
利
用
者
の
た
め
に
、
市
営
自
転
車
駐

に
よ
る
不
法
駐
輪
車
の
一
掃
運
動
も
、
ま
だ
ま
だ
利
用
す

車
場
を
、
利
用
時
間
が
二
時
間
以
内
の
場
合
に
は
無
料
と

る
側
に
も
周
知
が
足
り
ず
、
さ
ら
に
P
R
し
な
が
ら
ご
理

し
、
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
に
よ
り
昼
や
夕
方
の

解
･
ご
協
力
を
い
た
だ
き
駅
前
の
放
置
自
転
車
が
な
く
な

貝
、
勿
な
ど
.

自
云

を
U

る

に
寸
し
、
駅

別
の

る
よ
う
頑
張
っ
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
短
時
間
利
用
者
の
た
め
に
、
市
営
自
転
車
駐

車
場
を
、
利
用
時
間
が
二
時
間
以
内
の
場
合
に
は
無
料
と

し
、
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
に
よ
り
昼
や
夕
方
の

買
い
物
な
ど
で
自
転
車
を
利
用
す
る
方
に
対
し
、
駅
前
の

歩
道
な
ど
へ
の
駐
車
は
し
な
い
よ
う
指
導

･
誘
導
し
た
と

1

利
根
川
サ
イ
ク
ル
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

利
根
川
サ
イ
ク
リ
ン
グ
コ
ー
ス
を
有
効
に
活
用
し
、
河

｢輩

川
敷
の
利
用
者
が
自
然
の
風
を
肌
で
感
じ
ら
れ
る
よ
う

、

に
、
コ
ー
ス
の
起
点
付
近
に
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
施
設
を
設

〔

に 川 1
、 敷 利 一
コ の 根 利 マ ヴ
　 　 　 　 　 　 　
ス 雨 サ 用 個 豆 扇
　 　 　

　 　　　 　 　

三

自
然
と
触
れ
合
い
な
が
ら
の
サ
イ
ク
リ
ン

グ
等
広
域
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
空
間
と
し

　
　　　
敷
を
有
効
活
用

　
　　　　　　　　

　　
　　
　 　　

　 　　

写真 2 駅前駐車整理後 1写真 3 駅前駐車整備後2



営
業
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

(冬
季
を
除
く
土
･
日
･
祝
日
の
み
)

2

利
根
川
サ
イ
ク
リ
ン
グ
自
転
車
道

既
設
の
堤
防
上
の
サ
イ
ク
リ
ン
グ
道
路
に
続
い
て
、
取

手
市
小
文
間
地
区
を
中
心
と
し
た
利
根
川
･
小
貝
川
河
川

敷
内
の
道
路
を
利
用
し
て
、
全
長
八
、
三
人
九
m
の
自
転

車
･
歩
行
者
専
用
道
路
を
整
備
延
長
し
ま
し
た
(写
真
6
、

図
1
)
。

こ
れ
は
、
国
土
交
通
省
が
河
川
敷
河
川
管
理
用
道
路
と

し
て
整
備
し
た
も
の
を
、
市
が
一
部
占
用
し
、
市
民
が
安

全
に
利
用
で
き
る
よ
う
な
サ
イ
ク
リ
ン
グ
自
転
車
道
と
し

て
活
用
し
た
も
の
で
す
。

こ
れ
で
、
利
根
川
サ
イ
ク
ル
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
利
用
と

あ
わ
せ
、
河
川
敷
に
や
っ
て
き
た
親
子
連
れ
や
カ
ッ
プ
ル

の
皆
さ
ん
な
ど
が
自
然
の
中
で
サ
イ
ク
リ
ン
グ
･
ウ
オ
ー

キ
ン
グ
を
楽
し
む
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

三

自
転
車
を
シ
ン
ボ
ル
と
し
た
、
産

･
官

･

学
及
び
市
民
が
一
体
と
な
っ
た
取
手
ア
ー
ト

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

｢取
手
リ
･
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
｣

市
内
の
サ
イ
ク
ル

(放
置
自
転
車
)
を
リ
サ
イ
ク
ル
し

写真 6 サイクリングコース整備後

サイクルステーション内

写真4 利根川サイクルステーション

置
し
、
手
軽
に
サ
イ
ク
リ
ン
グ
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
い
て

い
ま
す

(写
真
4
･
5
)。

構
造
/
面
積

軽
量
鉄
骨
平
屋
建
/
七
九
･
二
五
甘

ア
ク
セ
ス

利
根
川
常
磐
線
下
流
側
堤
防
上

(J
R
取
手
駅
か
ら
徒
歩
五
分
)

貸
出
自
転
車

大
人
用
四
〇
台
･
子
供
用
四
台

貸
出
料
金

無
料



写真9 ストリートアート

写真7 自転車のカラーリング作業

て
カ
ラ
ー
リ
ン
グ
を
施
し
た
も
の
を
駅
前
に
設
置
し
、
そ

れ
に
乗
っ
て
野
外
ア
ー
ト
展
を
見
て
回
り
ま
す
。

市
内
で
回
収
さ
れ
た
放
置
自
転
車
の
解
体
修
理
や
、
二

〇
色
に
カ
ラ
ー
リ
ン
グ
す
る
作
業
は
、
東
京
芸
術
大
学
大

学
院
壁
画
研
究
室
の
助
手
、
学
生
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て

行
い
ま
し
た
。

基
本
方
針
と
し
て
、
公
募
に
よ
る
野
外
ア
ー
ト
展

｢取

手
リ
･
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
｣
と
取
手

在
住
作
家
等
に
よ
る

｢オ
ー
プ
ン
ス
タ
ジ
オ
｣
を
核
と
し

て
、
こ
れ
ら
を
毎
年
交
代
で
開
催
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

｢取
手
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
｣
は
、
一
九
九
九
年
、

東
京
芸
術
大
学
取
手
校
地
に
先
端
芸
術
表
現
科
が
展
開
し

た
こ
と
を
機
に
、
取
手
市
･
東
京
藝
大

･
市
民
･
地
元
企

業
が
一
体
と
な
っ
て
、
継
続
的
に
進
め
て
い
る
文
化
事
業

で
す
。

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
じ
て
、
若
い
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

の
育
成
に
必
要
な
機
会
を
提
供
し
、
市
民
の
ア
ー
ト
に
対

す
る
関
心
と
意
識
を
高
め
、
地
域
に
お
け
る
芸
術
文
化
の

活
性
化
を
促
す
こ
と
に
よ
り
、
関
係
諸
機
関
及
び
市
民
が

相
互
協
力
し
て
、
ア
ー
ト
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
可
能
な
仕
組
み
を
形
成
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す

(写

真
7
5
9
、
図
2
)。

四

市
民
レ
ベ
ル
の
団
体
と
の
協
働
に
よ
る
自

転
車
の
普
及
･
マ
ナ
ー
向
上
等
の
啓
発
事
業

バ
イ
コ
ロ
ジ
ー
運
動
の
推
進

環
境
と
健
康
に
や
さ
し
い
乗
り
物
と
し
て
の
自
転
車
の

　　

　

図

　

写真8 カラーリング自転車



写真10 バイコ□ジーコーナー

普
及
･
マ
ナ
ー
の
向
上
に
関
す
る
啓
発
を
市
民
レ
ベ
ル
の

団
体

｢取
手
市
バ
イ
コ
ロ
ジ
ー
運
動
推
進
協
議
会
｣
の
メ

ン
バ
ー
で
継
続
的
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

バ
イ
コ
ロ
ジ
ー
と
は
?

バ
イ
ク

(自
転
車
)
と
エ
コ
コ
ロ
ジ
ー

(生
態
学
)
の

合
成
語
で
あ
る
バ
イ
コ
ロ
ジ
ー
は
、
一
九
七
一
年
ア
メ
リ

カ
で
生
ま
れ
た
運
動
で
、
自
転
車
を
利
用
し
大
気
汚
染
等

の
公
害
を
防
止
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

日
本
で
は
、
自
転
車
関
係
団
体
を
中
心
と
し
て

｢バ
イ

コ
ロ
ジ
ー
を
す
す
め
る
会
｣
が
設
立
さ
れ
、
取
手
市
で
は

平
成
八
年
か
ら

｢取
手
市
バ
イ
コ
ロ
ジ
ー
運
動
推
進
協
議

会
｣
と
し
て
県
内
初
の
バ
イ
コ
ロ
ジ
ー
運
動
を
推
進
し
て

い
ま
す
。

主
な
活
動
内
容

･
街
頭
で
の
交
通
安
全

･
自
転
車
利
用
マ
ナ
ー
向
上
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン

(啓
発
グ
ッ
ズ
配
布
等
)
(写
真
中
)。

･
市
内
各
種
イ
ベ
ン
ト
で
の
自
転
車
利
用
促
進
P
R
活

写真11 サイクリングコース疾走

動
。

･
ケ
イ
リ
ン
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

(取
手
競
輪
場
)
に
て
自

転
車
の
無
料
安
全
点
検
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
。

･
市
民
参
加
の
サ
イ
ク
リ
ン
グ
会
開
催

(写
真
川
)。

･
生
活
道
路
の
現
状
調
査
に
よ
り
、
｢自
転
車
で
快
適
に

走
れ
る
マ
ッ
プ
｣
(サ
イ
ク
リ
ン
グ
マ
ッ
プ
)
の
作
成

(作
成
中
)
(写
真
酸
･
旧
)。

五

最
後
に

最
後
に
、
自
転
車
は
、
健
康
的
な
乗
り
物
で
あ
る
ば
か

り
で
な
く
、
都
市
交
通
面
か
ら
無
公
害
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
、

省
空
間
と
い
っ
た
利
点
を
持
つ
優
れ
た
交
通
機
関
で
す
。

一
方
、
末
端
交
通
手
段
と
し
て
の
自
転
車
利
用
は
年
々

増
加
す
る
傾
向
に
あ
り
、
取
手
駅
や
他
の
常
総
線
沿
線
駅

周
辺
で
は
自
転
車
駐
輪
場
の
整
備
や
撤
去
に
も
か
か
わ
ら

ず
放
置
自
転
車
が
残
さ
れ
て
お
り
、
依
然
と
し
て
自
転
車

交
通
の
問
題
は
残
っ
て
お
り
ま
す
。

今
後
は
、
同
様
の
問
題
を
も
つ
他
都
市
な
ど
で
は
、
自

転
車
交
通
の
有
効
利
用
方
策
と
放
置
自
転
車
削
減
の
た
め

の
施
策
と
し
て
、
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性

が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
市
に
お
い
て
も

自
転
車
利
用
実
態
か
ら
見
た
複
数
の
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ

る
同
シ
ス
テ
ム
の
導
入
の
可
能
性
に
つ
い
て
研
究

･
検
討

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

写真12 自転車マップ全体図

写真13 自転車マップ拡大図



轉 嚢

ま
騙
づ
く
り
と
幽
霊
亜

$
嚢
黛
快
迩
な
目
輻
車
走
行
空
間
の

美
幌
を
目
指
し
て
$

◎
と

◎
ま
ち
･
環
境
幅
や
種
し
い
ー

ー

静
岡
市
都
市
整
備
部
交
通
政
策
課

写真 1 中枢管理機能が集積する静岡市中心部

あ
り
ま
せ
ん
。
年
間
を
通
じ
る
と
比
較
的
降
水
量
は
多
い

も
の
の
晴
天
日
が
多
く
、
日
照
時
間
も
長
く
な
っ
て
い
ま

す
。

一
は
じ
め
に

1

市
勢

静
岡
市
は
、
中
京
、
関
東
経
済
圏
の
中
間
に
位
置
す
る

静
岡
県
の
中
央
に
位
置
す
る
県
都
で
す
。

市
の
面
積
は
全
国
第
二
位
の
一
、
一
四
六
･
一
九
頌
で
、

東
京
都
や
神
奈
川
県
の
面
積
の
約
半
分
と
い
う
広
大
な
市

域
を
有
し
て
い
ま
す
。
市
域
は
南
北
に
長
く
、
北
に
三
、

0
0
o
m
級
の
山
々
が
連
な
る
南
ア
ル
プ
ス
を
抱
え
、
長

野
、
山
梨
両
県
と
接
し
、
南
は
穏
や
か
な
駿
河
湾
に
面
し

て
い
ま
す
。
市
の
中
心
部
を
安
倍
川
が
北
か
ら
南
へ
流
れ

て
お
り
、
流
域
沿
い
に
平
野
が
形
成
さ
れ
、
や
ま
、
か
わ
、

う
み
と
美
し
い
自
然
景
観
を
作
り
出
し
て
い
ま
す

(図

1
)
。気

候
は
こ
の
よ
う
な
地
理
的
条
件
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け

図 1 静岡市位置図

ら
れ
、
冬
は
北
か
ら
の
湿
っ
た
空
気
が
南
ア
ル
プ
ス
で
雪

と
な
っ
て
降
る
た
め
、
晴
天
の
日
が
多
く
、
少
雨
、
温
暖

と
な
っ
て
お
り
、
平
野
部
に
雪
が
降
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
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人
口
は
四
七
万
人
余
。
市
域
の
九
割
以
上
を
山
間
地
が

占
め
、
安
倍
川
の
下
流
の
平
坦
地
に
人
口
の
大
半
が
集
中

し
て
い
ま
す
。東
西
二
大
経
済
圏
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、

主
要
幹
線
が
集
中
し
て
い
る
た
め
経
済
的
、
文
化
的
に
恵

ま
れ
、
県
都
と
し
て
県
中
部
の
広
域
都
市
圏
の
政
治
･
経

済

･
教
育

･
文
化

･
情
報
な
ど
の
中
枢
管
理
機
能
を
集
積

し
て
い
ま
す

(写
真
1
)。

静
岡
･
駿
河
の
地
は
徳
川
家
と
の
ゆ
か
り
が
深
く
、
家

康
公
が
大
御
所
と
し
て
天
下
の
実
権
を
掌
握
し
た
の
も
、

最
後
の
将
軍
･
慶
喜
公
が
大
政
奉
還
後
、
移
り
住
ん
だ
の

も
静
岡
･
駿
府
の
地
で
あ
り
、
最
初
と
最
後
の
将
軍
を
迎

え
て
い
ま
す
。

慶
喜
公
。
洋
装
は
言
う
に
及
ば
ず
、
洋
犬
を
飼
い
、
カ

メ
ラ
を
愛
し
、
油
絵
を
描
き
、
自
転
車
を
乗
り
回
す
と
い

う
ハ
イ
カ
ラ
好
き
。
慶
喜
公
が
自
転
車
に
乗
っ
て
い
る
と

き
、
洋
装
の
婦
人
に
気
を
取
ら
れ
、
商
店
の
店
先
に
突
っ

込
ん
だ
と
い
う
逸
話
も
残
っ
て
い
ま
す
。

｢将
軍
さ
ま
｣
が
自
転
車
に
乗
っ
て
町
を
走
り
回
っ
た

こ
と
か
ら
始
ま
る
静
岡
と
自
転
車
の
関
係
は
、
そ
の
後
も

平
坦
で
コ
ン
パ
ク
ト
な
市
街
地
、
温
暖
な
気
候
と
い
っ
た

要
因
に
も
後
押
し
さ
れ
、
現
在
は
市
民
一
人
に
一
台
と
い

わ
れ
る
ほ
ど
生
活
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
な
っ
て

い
ま
す
。

2

静
岡
市
に
お
け
る
自
転
車
交
通

平
成
四
年
度
全
国
都
市
P
T
調
査
報
告
書
に
よ
る
と
、

10% 2 0 % 3 0 % 40% 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 % 90% 1 0 0 %

静
岡
市
で
は
全
般
的
な
傾
向
と
し
て
他
の
同
規
模
の
都
市

と
比
べ
て
二
輪
車

(二
人
%
)
の
利
用
が
や
や
多
く
、
バ

ス

(五
%
)、
自
動
車

(四
四
%
)
は
や
や
少
な
い
傾
向

に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
通
勤

･
通
学
時
の
自
転
車
利
用
率

(
一
五
歳
以
上
)
が
全
国
の
同
規
模
人
口
都
市
に
比
べ
て

‐

概

市

市

市

市

市

市

市

市

鬮

松

宮

沢

山

分

本

島

静

浜

都

金

岡

大

熊

児

宇

鹿

図2 他の同規模都市との交通手段分担率の比較

高
く
、
自
転
車
利
用
水
準
の
高
い
都
市
の
一
つ
に
な
っ
て

い
ま
す

(図
2
)。

ま
た
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
る
と
、
三
0
%
の
市
民

が
毎
日
、
自
転
車
を
利
用
し
て
お
り
、
特
に
高
校
生
の
通

学
手
段
の
七
0
%
が
自
転
車
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
温
暖
な
気
候
や
市
街
地
が
平
坦
と
い
う
地
理

的
な
こ
と
の
ほ
か
、
自
転
車
利
用
の
手
軽
さ
、
末
端
交
通

手
段
と
し
て
の
公
共
交
通
の
未
整
備
が
原
因
と
考
え
ら
れ

ま
す
が
、
自
転
車
に
よ
る
交
通
事
故
、
不
法
駐
輪

(放
置
)

に
よ
る
歩
行
者
通
行
の
妨
害
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
り
、

本
市
の
都
市
交
通
の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

静
岡
市
は
、
平
成
一
〇
年
に
自
転
車
利
用
環
境
整
備
モ

デ
ル
都
市
と
し
て
の
指
定
を
受
け
、
自
転
車
道
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
整
備
を
進
め
る
と
と
も
に
、
平
成
三
一年
に
オ
ム

ニ
バ
ス
タ
ウ
ン
計
画
の
指
定
を
受
け
バ
ス
と
リ
ン
ク
し
た

自
転
車
の
利
用
環
境
の
改
善
を
図
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
市
街
地
で
の
放
置
自
転
車
対
策
と
し
て
駐
輪
施

設
の
設
置
や
撤
去
を
実
施
し
、
市
街
地
に
お
け
る
歩
行
空

間
の
確
保
に
努
め
、
総
合
的
な
自
転
車
の
利
用
環
境
の
向

上
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

三

自
転
車
道
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備

自
転
車
は
、
環
境
に
や
さ
し
い
乗
り
物
と
し
て
多
く
の

人
に
利
用
さ
れ
て
お
り
、
国
に
お
い
て
も
地
球
温
暖
化
防

止
に
関
連
し
た
重
点
施
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
自
転
車
の
利

用
促
進
を
図
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
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本
市
で
は
自
転
車
利
用
環
境
整
備
モ
デ
ル
都
市
と
し
て

な
が
ら
、
自
転
車
の
利
用
特
性
を
考
慮
し
た

自
転
車
道
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

通
に
走
行
で
き
る
自
転
車
道
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

現
在
の
自
転
車
走
行
環
境
は
、
市
が
整
備
し
た
自
転
車

方
針
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
整
備
段
階
と
1

歩
行
者
専
用
道
路
が
約
土
ハ
如
、
県
が
整
備
し
た
太
平
洋

中
期

･
長
期
の
三
段
階
を
設
定
し
、
短
期
し

岸
自
転
車
道
が
約
一
七
皿
、
公
安
委
員
会
に
よ
り
指
定
さ

自
転
車
関
連
事
故
の
減
少
を
目
的
と
し
た

…

れ
た
普
通
自
転
車
の
歩
道
内
通
行
可
指
定
が
約
一
六
人
知

上
｣
を
、
中
期
と
し
て
交
通
政
策
の
具
体
伜

と
な
っ
て
お
り
、
合
計
約
二
〇
一
如
が
自
転
車
の
利
用
で

き
る
施
設
状
況
で
す
が
、
道
路
幅
員
が
狭
い
こ
と
、
連
続

性
に
欠
け
る
こ
と
か
ら
自
転
車
に
と
っ
て
は
走
行
し
づ
ら

年
度
か
ら
自
転
車
道
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
計
画
を
策
定

し
、
現
在
、
そ
の
計
画
に
沿
っ
て
自
転
車
道
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
整
備
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

個
人
個
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に
応
じ
て
選
択
し
、
利
用

し
て
い
る
の
で
、
自
転
車
の
利
用
促
進
を
考
え
る
上
で

　

　
　　　
　

｢移
動
の
目
的
に
あ
わ
せ
て
さ
ま
ざ
ま
交
通
機
関
と
も
バ

ラ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
自
転
車
利
用
の
促
進
を
図
っ
て
い

く
｣
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
も
と
、
静
岡
市
の
自
転
車
道
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
計
画
で
は
既
存
の
道
路
空
間
を
活
用
し



路
や
自
転
車
交
通
需
要
の
多
い
路
線
等
の
整
備
に
よ
り
自

転
車
交
通
の
幹
線
を
整
備
し
、
中
期
に
は
鉄
道
駅
や
バ
ス

停
周
辺
の
補
助
的
な
自
転
車
道
を
整
備
し
、
自
動
車
交
通

か
ら
自
転
車
交
通
、公
共
交
通
へ
の
転
換
を
促
進
し
ま
す
。

長
期
的
に
は
観
光
ポ
イ
ン
ト
や
ス
ポ
ー
ツ
施
設
ま
で
の
ア

ク
セ
ス
路
線
を
整
備
し
ス
ポ
ー
ツ
･
レ
ジ
ャ
ー
利
用
を
視

野
に
入
れ
て
い
ま
す

(写
真
2
)。

計
画
で
は
、
既
存
の
路
線
を
含
め
約

一
四
〇
如
を
短

期
･
中
期

･
長
期
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
路
線
と
位
置
づ

け
、
平
成
二
三
年
度
を
目
標
に
施
設
の
充
実
を
図
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。
事
業
は
、
平
成
一
三
年
度
よ
り
着
手
し
、

ハ
ー
ド
面
の
整
備
を
進
め
て
い
ま
す
が
、
自
転
車
利
用
者

へ
の
マ
ナ
ー
向
上
･
安
全
利
用
の
た
め
に
自
転
車
マ
ッ
プ

を
作
成
し
、
ソ
フ
ト
面
か
ら
も
自
転
車
の
安
全
利
用
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
自
転
車
マ
ッ
プ
に
は
自
転
車
事

故
の
多
発
地
点
や
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
、
駐
輪
場
な
ど

を
載
せ
る
と
と
も
に
、
自
転
車
も
乗
れ
ば
ク
ル
マ
の
仲
間

入
り
と
題
し
て
違
反
と
罰
則
、
走
行
で
き
る
と
こ
ろ
と
で

き
な
い
と
こ
ろ
な
ど
を
記
載
し
、
自
転
車
利
用
者
の
意
識

の
改
善
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

三

サ
イ
ク
ル
&
バ
ス
ラ
イ
ド
シ
ス
テ
ム
整
備

静
岡
市
で
は
自
動
車
交
通
の
過
大
な
交
通
負
荷
に
よ
る

渋
滞
や
、
自
転
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
多
発
が
問
題
と
な

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
問
題
の
軽
減
の
た
め
バ
ス
の
利
便
性

向
上
に
よ
っ
て
バ
ス
交
通
へ
の
転
換
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
サ
イ
ク
ル
&
バ
ス
ラ
イ
ド

(C
&
B
R
)
事
業
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

C
&
B
R
は
、自
転
車
と
バ
ス
の
連
携
を
高
め
る
た
め
、

バ
ス
停
に
小
規
模
の
駐
輪
場
を
設
置
し
、
バ
ス
停
か
ら
の

徒
歩
圏
よ
り
も
広
い
範
囲
か
ら
バ
ス
利
用
者
を
誘
導
す
る

施
策
で
す
。

駐
輪
場
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
市
民
の
要
望
が
多
く
、

乗
降
客
数
が
多
い
バ
ス
停
や
バ
ス
料
金
の
一
律
区
間
と
の

境
の
バ
ス
停
と
い
っ
た
自
転
車
の
放
置
が
見
ら
れ
る
箇
所

に
整
備
し
て
お
り
、
昭
和
六
三
年
度
よ
り
一
二
カ
所

(駐

輪
台
数
約
七
〇
〇
台
)
の
C
&
B
R
駐
輪
場
の
整
備
を
お

こ
な

っ
て
い
ま
す
。

本
市
は
、
公
共
交
通
機
関
で
あ
る
バ
ス
交
通
の
利
用
促

　　
　｣
ミ は て 約

-
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進
を
図
る
た
め
、
平
成
一
二
年
度
に
オ
ム
ニ
バ
ス
タ
ウ
ン

計
画
の
指
定
を
受
け
、
バ
ス
交
通
へ
の
転
換
を
推
進
し
て

お
り
、
市
民
の
C
&
B
R
駐
輪
場
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
が
高

い
こ
と
か
ら
も
さ
ら
な
る
拡
大
充
実
を
図
り
ま
す

(写
真

3
)
0ま

た
、
オ
ム
ニ
バ
ス
タ
ウ
ン
計
画
の
関
連
事
業
と
し
て

バ
ス
の
利
便
性
向
上
の
た
め
の
パ
ー
ク
&
バ
ス
ラ
イ
ド
シ

ス
テ
ム
と
バ
ス
レ
ー
ン
設
置
の
交
通
実
証
実
験
を
本
年
度

実
施
し
、
そ
の
効
果
と
影
響
を
検
証
し
て
い
き
ま
す
。

四

放
置
問
題

静
岡
市
は
、
自
転
車
利
用
の
多
い
都
市
の
た
め
、
以
前

よ
り
放
置
自
転
車
に
よ
る
問
題
が
生
じ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
解
決
の
た
め
、
①
駐
輪
場
の
整
備
、
②
放
置
自
転
車
の

撤
去
の
二
点
を
柱
に
対
策
を
進
め
て
い
ま
す
。

静
岡
市
で
は
昭
和
五
〇
年
代
よ
り
駐
輪
場
の
整
備
を
開

始
し
、
現
在
、
市
の
設
置
し
た
駅
対
応
駐
輪
場
と
し
て
五

駅
、
一
二
施
設
、
七
、
三
ニ
七
台
、
鉄
道
事
業
者
に
よ
る

駐
輪
場
と
し
て
六
駅
、
六
施
設
、
七
四
〇
台
が
整
備
さ
れ

て
い
ま
す
。

ま
た
、
放
置
対
策
と
し
て
平
成
元
年
に

｢自
転
車
等
の

駐
車
秩
序
に
関
す
る
条
例
｣
｢自
転
車
等
駐
車
場
条
例
｣

を
制
定
、
施
行
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
条
例
は
、
①
静
岡
市
中
心
部
と
J
R
静
岡
駅

周
辺
と
を
含
む
約
一
〇
0
m
の
区
域
を
放
置
禁
止
、
禁
止

写真3 麻機地区C & B R駐輪場



区
域
に
指
定
し
、
区
域
内
で
の
自
転
車
の
放
置
を
規
制
、

②
区
域
内
の
放
置
自
転
車
は
即
時
あ
る
い
は
二
時
間
経
過

後
に
撤
去
、
③
放
置
自
転
車
の
撤
去
保
管
料
の
徴
収
、
④

静
岡
市
中
心
部
と
J
R
静
岡
駅
周
辺
の
駐
輪
場
の
有
料
化
、

⑤
大
量
の
駐
輪
需
要
を
生
じ
る
施
設
に
駐
輪
場
の
設
置
の

義
務
付
け
を
柱
と
し
て
放
置
対
策
を
行
っ
て
い
ま
す
。

駐
輪
場
の
整
備
と
駐
輪
場
の
有
料
制
導
入
、
撤
去
の
実

施
と
い
う
駐
輪
需
要
の
減
少
策
に
よ
り
条
例
施
行
後
は
放

置
台
数
が
激
減
し
、
区
域
内
に
お
い
て
お
お
む
ね
良
好
な

図 3 JR静岡駅自転車利用状況 (平成13年調査)

歩
行
空
間
が
確
保
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
一
方
、
J
R
静
岡
駅
周
辺
で
は
五
施
設
、
約
三
、

三
〇
〇
台
収
容
の
駐
輪
場
を
設
置
し
て
い
ま
す
が
、
駐
輪

需
要
が
大
変
多
く
、
駅
周
辺
駐
輪
場
は
常
時
満
車
状
態
と

な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
条
例
施
行
前
と
比
較
す
れ
ば
、
放
置
台
数

は
大
幅
に
減
少
し
ま
し
た
が
、
収
容
し
き
れ
な
い
自
転
車

が
駅
周
辺
の
路
上
に
放
置
さ
れ
、
部
分
的
に
は
放
置
の
多

い
箇
所
が
あ
り
、
放
置
台
数
は
午
後
三
時
の
ピ
ー
ク
時
に

お
い
て
約
一
、
二
〇
〇
台
と
な
っ
て
い
ま
す

(図
3
)。

放
置
自
転
車
の
撤
去
は
毎
日
行
っ
て
い
ま
す
が
、
放
置

禁
止
、
規
制
区
域
が
約
一
〇
〇
齦
と
広
い
た
め
撤
去
が
徹

底
で
き
な
い
こ
と
、
保
管
場
所
の
収
容
台
数
の
不
足
な
ど

か
ら
放
置
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
ず
大
変
苦
慮

し
て
い
ま
す

放
置
を
な
く
す
た
め
に
は
駅
周
辺
に
新
た
な
駐
輪
場
を

設
置
し
、放
置
自
転
車
を
収
容
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
が
、

駅
か
ら
の
距
離
、
広
さ
と
い
っ
た
駐
輪
場
と
し
て
の
適
地

を
探
す
の
が
非
常
に
難
航
し
て
い
ま
し
た
が
、
よ
う
や
く

今
年
度
用
地
の
め
ど
が
立
ち
、
駐
輪
場
の
建
設
に
取
り
か

か
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
駐
輪
場
の
設
置
に
よ
り
駅
周
辺
で
の
放
置
の
状
況

が
更
に
改
善
で
き
る
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

五

ま
と
め

一
口
に
自
転
車
と
い
っ
て
も
通
勤
･
通
学
利
用
や
買
い

物
利
用
と
い
っ
た
目
的
の
違
い
、
手
軽
に
乗
れ
る
、
ほ
か

に
手
段
が
な
い
か
ら
と
い
っ
た
理
由
の
違
い
、
そ
し
て
婦

人
者
、
小
径
車
、
M
T
B
と
い
っ
た
自
転
車
そ
の
も
の
の

形
態
の
違
い
に
よ
っ
て
生
じ
る
多
様
性
が
あ
り
、
さ
ま
ざ

ま
な
施
策
が
必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。

ま
た
、
自
動
車
交
通
需
要
の
増
加
と
交
通
設
備
の
整
備

と
の
い
た
ち
ご
っ
こ
が
財
政
悪
化
と
い
う
か
た
ち
で
行
き

詰
ま
り
を
見
せ
る
昨
今
、
自
転
車
や
公
共
交
通
機
関
を
活

用
し
た
交
通
需
要
管
理

(T
D
M
)
施
策
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

静
岡
市
で
は
、
自
転
車
の
安
全
性
向
上
の
た
め
の
自
転

車
道
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
他
の
交
通
機
関
と
の
連
携
を
高
め

る
た
め
の
C
&
B
R
駐
輪
場
や
駅
周
辺
駐
輪
場
を
は
じ
め

と
し
た
各
種
施
策
に
よ
っ
て
自
転
車
の
利
便
性
向
上
を
図

っ
て
い
ま
す
。

今
後
も
自
転
車
道
の
整
備
に
よ
り
、
よ
り
魅
力
あ
る
自

転
車
交
通
を
め
ざ
す
と
と
も
に
、
バ
ス
の
利
便
性
向
上
施

策
と
も
連
携
し
て
更
な
る
魅
力
向
上
に
つ
な
げ
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

z6 道イテセ 2002,12



ま
ち
づ
く
り
と
自
転
車

$
安
全
快
適
な
自
転
車
走
行
空
間
の

実
現
を
目
指
し
て
$

葉
楽
し
く
鸚
金
に
自
転
藁
で
嵩
か
け
た
い
佐
賀
市

特　一

佐
賀
市
に
お
け
る
自
転
車
利
用
特
性

佐
賀
市
は
、
佐
賀
平
野
の
ほ
ぼ
中
心
部
に
位
置
し
、
高

台
、
坂
道
な
ど
が
ほ
と
ん
ど
な
い
平
坦
地
で
あ
り
、
ま
た
、

市
街
地
は
環
状
道
路
に
囲
ま
れ
た
四
蹴
四
方
に
お
さ
ま
る

コ
ン
パ
ク
ト
な
形
状
で
あ
る
た
め

(図
1
)、
自
転
車
利

用
に
適
し
た
地
理
的
条
件
を
有
し
て
お
り
、
通
勤
通
学
者

の
利
用
交
通
手
段
に
占
め
る
自
転
車
の
割
合
は
高
く
、
約

三
割
を
占
め
て
い
る

(図
2
)。

三

自
転
車
利
用
環
境
整
備
に
向
け
た
流
れ

佐
賀
市
は
、
平
成
一
〇
年
度
に
建
設
省

(現
国
土
交
通

省
)
か
ら

｢自
転
車
利
用
環
境
整
備
モ
デ
ル
都
市
｣
の
指

定
を
受
け
、
翌
三

年
度
に
｢自
転
車
利
用
環
境
整
備
基

本
構
想
｣
を
策
定
し
た
。
ま
た
、
平
成
三
一年
度
に

｢佐

佐
賀
市
建
設
部
道
路
課

隙

-
r
-
I

、
f
‘
′
ノ
メ
ー
、
/
/
＼
、

翳

u

緘図 1 佐賀市概略図
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車　

図 2 通勤通学者の利用交通手段
(佐賀市在住かつ市内に通勤通学)

　
　

　

　

　

ス

タ
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車
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パ

賀
市
自
転
車
利
用
環
境
整
備
基
本
計
画
策
定
検
討
委
員

会
｣
を
発
足
し
、
平
成
一
三
年
度
に
は

｢佐
賀
市
自
転
車

利
用
環
境
整
備
基
本
計
画
｣
(以
下
、
基
本
計
画
)
を
策
定

し
た
。
基
本
計
画
に
は
、
佐
賀
県
渋
滞
対
策
協
議
会
が
主

体
で
行
っ
た
、
快
適
な
自
転
車
走
行
空
間
確
保
の
た
め
の

社
会
実
験

(平
成
三
一年
度
)
の
成
果
が
反
映
さ
れ
た
。

今
年
度
は
、
基
本
計
画
を
実
現
化
す
る
た
め
に
、
市
民

代
表
、
学
識
経
験
者
、
交
通
事
業
者
、
道
路
管
理
者
等
で

組
織
さ
れ
る
｢佐
賀
市
自
転
車
利
用
環
境
整
備
実
施
計
画

検
討
委
員
会
｣
(以
下
、
委
員
会
)
を
設
置
し
、
｢佐
賀
市

自
転
車
利
用
環
境
整
備
実
施
計
画
｣
(以
下
、
実
施
計
画
)

の
策
定
を
進
め
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
二
回
、
委
員
会
を
開

催
し
て
き
た
。
そ
の
中
で
、
自
転
車
道
整
備
と
い
っ
た
ハ

ー
ド
面
の
整
備
計
画
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
、
道
路
管
理

者
の
協
議
に
よ
り
計
画
案
作
成
を
進
め
て
い
る
が
、
ソ
フ

ト
面
に
お
い
て
は
、
ま
だ
具
体
性
に
乏
し
く
、
実
際
に
利

用
す
る
市
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

と
い
う
委
員
会
の
意
向
を
受
け
、
本
年
三

月
よ
り
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
の
開
催
に
至

っ
て
い
る
。

三

基
本
計
画
の
概
要

1

基
本
計
画
に
お
け
る
計
画
方
針

(図
3
)

基
本
計
画
は

｢自
転
車
利
用
者
が
安
全
、
便
利
か
つ
快

適
に
、そ
し
て
モ
ラ
ル
を
意
識
で
き
る
走
行
環
境
の
実
現
｣

を
テ
ー
マ
に
掲
げ
策
定
さ
れ
た
。
自
転
車
利
用
空
間
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
次
に
示
す
三
つ
で
あ
る
。

･
現
状
の
自
転
車
利
用
者
の
特
性
で
あ
る
南
北
方
向
の

交
通
需
要
に
配
慮
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
。

･
歴
史
的
な
背
景
に
よ
る
格
子
型
の
細
街
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
形
成
。

･
さ
ら
に
は
、
佐
賀
市
総
合
計
画
に
示
さ
れ
た
佐
賀
市

の
都
市
空
間
形
成
の
基
本
方
針
を
踏
ま
え
た
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
形
成
。

基
本
計
画
で
は
、
ハ
ー
ド
、
ソ
フ
ト
両
面
に
わ
た
る
施

策
に
つ
い
て
基
本
的
な
考
え
方
を
示
し
た
。

2

方
針
の
実
現
化
に
向
け
た
課
題

佐
賀
市
は
鍋
島
藩
城
下
町
時
代
の
格
子
状
の
土
地
割
を

引
き
継
い
で
お
り
、
道
路
幅
員
は
狭
く
、
防
御
の
た
め
の

/! 薹
涛

珍◎
鎚

鬮 出
′

詰袋
;

出
都 ;型優馳眉ソ-ン NY拶

響

嚢

幽"
曠

畔
転壷
鳰
纐
纈

嶬
鬱

霊
嶬艫

饑

瞬
榊

響
麗
釀

鱗
國醐獲

鰤 翻鱗
綴 ノ

図 3 基本計画概念図
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屈
曲
し
た
道
路
が
多
く
残
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
に
は
、
車
道
や
歩
道
の
幅
が
不
十
分

で
あ
り
、
用
地
の
確
保
、
建
物
補
償
等
が
課
題
で
あ
っ
た
。

3

課
題
に
対
す
る
解
決
策

佐
賀
市
の
道
路
特
性
に
よ
り
、
基
本
方
針
で
示
す
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
実
現
化
に
は
多
大
な
時
間
と
費
用
を
要
す
る

た
め
、
既
存
施
設
を
利
用
し
て
工
夫
を
施
し
た
経
路
の
確

保
が
必
要
で
あ
る
。
基
本
計
画
で
は
、
既
存
施
設
の
活
用

策
の
可
能
性
を
検
証
す
る
た
め
、
平
成
一
二
年
に
行
わ
れ

た
社
会
実
験
結
果
を
参
考
に
し
た
。
特
に
、
｢自
転
車
専

用
レ
ー
ン
の
設
置
｣
の
社
会
実
験
は
、
歩
道
幅
員
が
十
分

で
な
い
区
間
で
の
コ
リ
ド
ー
路
線
の
整
備
手
法
と
し
て
活

用
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。



四

社
会
実
験
の
概
要

1

社
会
実
験
の
目
的

自
転
車
利
用
を
促
進
す
る
た
め
に
は
、
自
転
車
道
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
早
期
形
成
が
最
も
重
要
で
あ
る
が
、
既
成
市

街
地
に
お
い
て
、
新
た
に
自
転
車
専
用
の
空
間
を
短
期
的

に
確
保
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
既
存
空

間
を
有
効
に
活
用
し
た
短
期
的
な
整
備
手
法
に
つ
い
て
も

検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
実
際
に
現
地
で
整

備
し
た
場
合
に
十
分
な
効
果
が
得
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
沿

道
住
民
と
の
合
意
形
成
等
ど
の
よ
う
な
問
題
点
を
有
す
る

の
か
不
確
定
で
あ
る
。

社
会
実
験
は
、
実
際
に
既
存
道
路
を
活
用
し
て
、
道
路

利
用
者
に
対
す
る
効
果
と
課
題
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
実
施
さ
れ
た
。

2

実
験
概
要

㈲

自
転
車
専
用
レ
ー
ン
の
設
置

二
車
線
あ
る
市
道
二
六
二
号
を
一
方
通
行
に
す
る
こ
と

に
よ
り
、
一
車
線
を
自
転
車
専
用
レ
ー
ン
と
し
た
(図
4
)。

こ
れ
に
よ
り
自
転
車
･歩
行
者
･自
動
車
の
輻
輳
の
解
消
を

は
か
り
、自
転
車
走
行
空
間
の
安
全
性
確
保
を
目
指
し
た
。

ち
な
み
に
、
当
該
路
線
の
北
側
に
は
高
校
や
佐
賀
駅
東

駐
輪
場
が
あ
り
、
三

時
間
の
自
転
車
交
通
量
は
一
、
二

一
三
台
で
あ
る
。ま
た
、自
動
車
交
通
量
は
一
二
時
間
で
二
、

四
〇
七
台
で
あ
り
、
三
分
の
二
に
あ
た
る
一
、
六
三
七
台

が
上
り
車
線
を
利
用
す
る
方
向
性
の
強
い
路
線
で
あ
る
。

/ / 群言可
ー諾寂幅符ヨト＼

＼
自転車専用 歩道部

車道部
。 l

ポストコーン

　　
　 　　

　　 　　車道部
。 l

剛市道2 6 2号 / 幅員12 m

図4 自転車専用レーン断面図

㈱

タ
イ
ム
シ
ェ
ア
リ
ン
グ

市
道
三
一
一
号
及
び
二
一
四
号
を
、
朝
ピ
ー
ク
時
の
七

時
か
ら
九
時
ま
で
の
三
時
間
の
間
自
転
車
優
先
道
路
と

し
、
自
動
車
の
住
宅
地
へ
の
流
入
防
止
、
自
転
車
の
優
先

道
路
へ
の
誘
導
に
よ
り
主
要
幹
線
道
路
に
お
け
る
自
転
車

と
自
動
車
の
輻
輳
の
解
消
を
図
っ
た

(図
5
)。

ち
な
み
に
、
当
該
路
線
は
佐
賀
駅
西
駐
輪
場
と
高
校
を

結
ぶ
経
路
上
に
あ
り
、
朝
ピ
ー
ク
時

(七
時
か
ら
九
時
)

の
総
交
通
量
六
三
六
合
の
う
ち
八
割
に
あ
た
る
五
〇
二
台

を
自
転
車
が
占
め
る
路
線
で
あ
る
。
自
転
車
利
用
の
需
要

が
高
い
一
方
で
、
自
動
車
交
通
が
国
道
二
六
四
号
の
混
雑

を
回
避
す
る
た
め
に
、
当
該
路
線
に
迂
回
し
て
通
過
し
て

い
る
た
め
、
狭
い
道
路
で
自
動
車
と
自
転
車
が
輻
輳
す
る

状
況
に
あ
る
。

3

実
験
結
果

社
会
実
験
は
平
成
三
一年
三

月
一
三
日

(月
)
か
ら

一
七
日

(金
)
の
五
日
間
に
わ
た
り
行
わ
れ
た
。
結
果
は

以
下
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

=

自
転
車
専
用
レ
ー
ン
の
設
置

○
自
転
車
通
行
台
数

囲市道2 14 号 / 幅員3 . 5 ~ 7 m

標準断面

4芍憊 3 . 5 ~ 7 m
lw -

剛 ヤ --------
乙 豊艶 幽

彊市道2 1 1号 / 幅員3 . 5 ~ 4 , 5 m

一 l w=3‐5
毀さ

標準断 遷 蝮数十--------------…‐-- - ------- 欝 輯

図5 タイムシェアリング断面図



期
間
中

(晴
天
時
の
み
)
三
一時
間
平
均
で
、
一
、

二
六
九
台
の
利
用
が
あ
り
、
通
常
時
に
比
べ
七
%
利
用

台
数
が
増
加
し
た

(図
6
)。

○
走
行
レ
ー
ン

通
常
時
は
自
転
車
の
九
割
が
車
道
を
走
行
し
て
い
た

が
、
実
験
中
は
わ
ず
か
六
%
に
と
ど
ま
っ
た
。

0
実
験
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

自
転
車
利
用
者
及
び
沿
線
住
民
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

を
行
っ
た
結
果
、
自
転
車
と
自
動
車
の
走
行
空
間
を
分

離
す
る
こ
と
に
対
し
、
八
割
が
賛
成
又
は
改
善
が
必
要

で
あ
る
が
賛
成
と
答
え
て
お
り
、
分
離
に
関
し
て
概
ね

同
意
が
得
ら
れ
た

(図
7
)。

②

タ
イ
ム
シ
ェ
ア
リ
ン
グ

○
自
転
車
通
行
台
数

量

｣

-

通
ゆ
3

0

0

0

0

0

交
乾
期

湖

勒

期
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転
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恒平常時圏実験中平均l
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と
費

路

ら

車
に
る

道
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耕

そ
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自転車優先の時間帯には反対である

期
間
中
(晴
天
時
の
み
)
朝
ピ
ー
ク
三
時
間
平
均
で
、

七
五
四
台
の
利
用
が
あ
り
、
通
常
時
に
比
べ
一
0
%
利

用
台
数
が
増
加
し
た
。
ま
た
、
隣
接
す
る
国
道
二
六
四

号
の
自
転
車
は
一
0
%
減
少
し
た

(図
8
)。

○
自
動
車
通
過
台
数

期
間
中
対
象
路
線
を
通
過
す
る
自
動
車
交
通
は
朝
ピ

ー
ク
時
二
時
間
で
一
三
〇
台
か
ら
六
九
台
へ
と
半
減
し

た
。

○
実
験
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

自
転
車
優
先
道
路
と
し
て
、
利
用
す
る
こ
と
に
対
し

て
は
同
意
す
る
意
見
が
多
い
一
方
で
、
自
転
車
優
先
で

恒平常時鬮実験中平均l

)

号

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

,
三

一-

-

　

　
　
　

図 8 タイムシェアリング利用者比較

あ
る
こ
と
の
明
確
化
を
指
摘
す
る
声
も
多
か
っ
た
(図
9
)。

4

考
察

自
転
車
専
用
レ
ー
ン
の
設
置
よ
っ
て
、
交
通
量
の
多
い

幹
線
道
路
か
ら
自
転
車
を
誘
導
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

と
把
握
で
き
た
。
ま
た
、
幅
員
が
十
分
で
な
く
、
自
転
車

専
用
レ
ー
ン
が
設
置
で
き
な
い
細
街
路
に
お
い
て
も
、
夕

　

イ
ム
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
と
い
う
ソ
フ
ト
施
策
に
よ
り
自
転
車

ゆ

を
誘
導
で
き
る
こ
と
も
把
握
で
き
た
。
こ
れ
ら
自
転
車
と

っ　

自
動
車
の
空
間
的
又
は
時
間
的
分
離
を
目
的
と
し
た
施
策

行

に
よ
り
、自
転
車
走
行
空
間
の
安
全
性
向
上
が
期
待
で
き
、

首

並
行
す
る
幹
線
道
路
の
自
動
車
走
行
環
境
の
向
上
も
期
待

%



i口沿線住民国自動車利用者l
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道路の色を糞えて自転車優先区間をわかり易くする

9 アンケート 2

自転車優先の時間帯は、自動車は一方通行にして逓れるよう
にする

夕方も自転車優先時間帯にした方が良い

で
き
る
。

今
回
の
社
会
実
験
に
よ
り
ハ
ー
ド
面

(自
転
車
専
用
レ

ー
ン
の
設
置
)
、
ソ
フ
ト
面

(タ
イ
ム
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
)

の
ど
ち
ら
の
施
策
で
も
、自
転
車
の
誘
導
が
可
能
で
あ
り
、

既
存
施
設
を
活
用
し
た
コ
リ
ド
ー
路
線
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
路
線
の
整
備
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
検
証
さ
れ
た
。

計
画
を
委
員
会
が
主
体
で
策
定
し
て
い
る
。

1

委
員
会

こ
れ
ま
で
四
月
と
六
月
の
二
回
に
わ
た
り
、
委
員
会
が

開
催
さ
れ
、
自
転
車
の
幹
線
道
路
で
あ
る
コ
リ
ド
ー
路
線

と
、
コ
リ
ド
ー
路
線
を
補
完
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
路
線
の

整
備
方
針
、
整
備
箇
所
、
幅
員
構
成
等
に
つ
い
て
の
議
論

が
進
め
ら
れ
、
短
期
計
画
、
中
期
計
画
、
長
期
計
画
の
三

段
階
で
整
備
す
る
手
法
が
示
さ
れ
て
い
る
。

駐
輪
に
対
す
る
考
え
方
、
サ
イ
ク
ル
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の

イ
メ
ー
ジ
、
自
転
車
を
活
用
し
た
イ
ベ
ン
ト
、
自
転
車
利

用
に
応
じ
た
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
等
ソ
フ
ト
施
策
に
つ
い
て

話
し
合
い
が
も
た
れ
て
き
た
が
、
ハ
ー
ド
面
の
よ
う
に
具

体
的
内
容
や
、
整
備
の
優
先
順
位
に
つ
い
て
は
十
分
に
話

し
合
わ
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。

2

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

第
二
回
委
員
会
に
お
い
て
、
市
民
参
加
に
よ
る
自
転
車

利
用
促
進
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
の
意
見
が
あ
り
、
こ

れ
を
受
け
、
三

月
に
第
一
回
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
開
催

さ
れ
た
。

な
お
、
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
委
員
会
の
意
向
を
受

け
立
ち
上
げ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
全
三
回
の
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
の
成
果
は
、
第
三
回
委
員
会
で
発
表
し
、
実
施
計

画
に
反
映
さ
せ
る
予
定
で
あ
る

(写
真
1
)。

写真 1 ワークショップの開催

ば
観
光
的
な
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド
の
利
用
環
境
整
備
と

い
っ
た
線
的
な
整
備
だ
け
で
は
な
く
、
都
市
生
活
の
中
へ

自
転
車
利
用
の
利
点
を
組
み
込
ん
で
い
く
こ
と
も
目
的
と

し
て
い
る
た
め
、
｢交
通
政
策
｣
、
｢環
境
｣
及
び

｢ま
ち

づ
く
り
｣と
い
っ
た
三
つ
の
視
点
か
ら
取
り
組
ん
で
い
る
。

こ
れ
ま
で
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
検
討
、
計
画
づ

く
り
を
重
ね
て
き
た
た
め
、
市
民
が
実
感
す
る
自
転
車
利

用
環
境
の
具
体
的
な
成
果
が
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
か
ら
は
佐
賀
市
の
自
転
車
利
用
環
境
の

確
保
に
向
け
て
、
市
民
参
加
の
も
と
具
体
的
な
施
設
整
備

や
施
策
実
施
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
実
施

計
画
策
定
の
中
で
取
り
組
ん
で
い
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

は
、
今
後
の
取
組
み
へ
の
足
が
か
り
と
な
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
る
。

五

実
施
計
画
の
策
定
状
況

六

今
後
の
課
題

し
て
い
る
o

本
年
度
か
ら
基
本
計
画
を
具
体
化
す
る
た
め
に
、
実
施

佐
賀
市
の
自
転
車
利
用
環
境
整
備
の
特
徴
は
、
た
と
え

(協
力

株
式
会
社
ヶ
ー
･
シ
ー
･
ェ
ス
九
州
支
社
)

=‐l%

2% 自動車利用者はN= 9によるM A鎖計
22.鯛 沿線住民はN= 2 9によるM A集計



ま
ち
づ
く
り
と
自
転
車

,
安
全
快
週
な
自
転
車
走
行
空
間
の

実
現
を
目
指
し
て
‘

葉

自
転
車
変
遷
に
関
連
す
る
最
近
の
研
究
事
例

特

国
土
技
術
政
策
総
合
研
究
所
道
路
研
究
部
道
路
研
究
室

一

は
じ
め
に

地
球
温
暖
化
防
止
が
議
論
さ
れ
る
な
か
、
都
市
交
通
の

環
境
負
荷
低
減
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
都
市
内
に
お
け
る
自

転
車
利
用
の
促
進
が
着
目
さ
れ
て
い
る
。
我
が
国
で
も
、

一
九
九
八
年
の
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
大
綱
に
お
い
て
国

民
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
見
直
し
が
取
り
あ
げ
ら
れ
、
環

境
対
策
の
一
環
と
し
て

｢自
転
車
の
安
全
か
つ
適
正
な
利

用
の
促
進
に
向
け
た
環
境
整
備
｣
が
示
さ
れ
て
い
る
。

我
が
国
で
は
自
転
車
が
広
く
普
及
し
て
お
り
、
日
常
生

活
に
お
け
る
交
通
手
段
と
し
て
幅
広
い
年
齢
層
に
利
用
さ

れ
て
い
る
。
地
方
都
市
で
は
、
自
転
車
が
代
表
交
通
手
段

と
し
て
自
動
車
に
次
ぐ
分
担
率
を
有
す
る
例
も
見
ら
れ
、

自
転
車
は
都
市
交
通
手
段
と
し
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
自
動
車
交
通
に
代
わ
る
受
け

皿
と
な
る
低
環
境
負
荷
型
交
通
手
段
と
し
て
も
自
転
車
が

再
評
価
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
都
市
交
通
の
環
境

政
策
と
し
て
自
転
車
利
用
促
進
施
策
へ
の
期
待
も
高
ま
っ

て
い
る
。

し
か
し
、
自
動
車
交
通
の
増
大
に
よ
っ
て
厳
し
い
車
道

走
行
を
強
い
ら
れ
る
自
転
車
交
通
の
存
在
、
走
行
空
間
を

歩
行
者
と
共
有
す
る
こ
と
に
よ
る
自
転
車
の
走
行
性
の
低

下
と
歩
行
者
の
通
行
安
全
性
へ
の
影
響
、
駅
前

･
商
店
街

で
の
駐
輪
施
設
の
不
足
、
交
差
点
に
お
け
る
出
会
い
頭
事

故
の
多
く
に
自
転
車
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
自
転

車
の
利
用
環
境
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
の
が
現
状
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
自
転
車
利
用
に
対
す
る
安
全
性
の

面
で
市
民
に
不
安
を
も
た
ら
す
一
因
に
な
る
と
と
も
に
、

自
転
車
本
来
の
走
行
性
を
損
ね
る
状
況
を
生
じ
さ
せ
て
い

る
o

こ
の
よ
う
な
自
転
車
走
行
環
境
改
善
の
課
題
に
対
応
す

る
た
め
に
、
国
土
技
術
政
策
総
合
研
究
所

(旧
建
設
省
土

木
研
究
所
)
で
は
自
転
車
交
通
に
関
す
る
基
礎
的
な
調
査

研
究
を
実
施
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
自
転
車
交
通
に
関

す
る
知
見
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
実
施
さ
れ

て
き
た
関
連
調
査
研
究
の
う
ち
、
過
去
五
年
間
の
実
施
事

例
を
中
心
に
紹
介
す
る
。

三

我
が
国
に
お
け
る
･自
一転
車
交
通
の
特
性
一

こ
こ
で
は
、我
が
国
に
お
け
る
自
転
車
交
通
の
特
性
や
、

欧
米
諸
国
で
の
自
転
車
交
通
の
取
り
扱
い
の
特
徴
に
つ
い

て
、
得
ら
れ
て
い
る
知
見
を
整
理
す
る
。

1

自
転
車
保
有
台
数
及
び
利
用
目
的

我
が
国
で
は
、
自
転
車
は
短
距
離
交
通
手
段
と
し
て
広



く
利
用
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
〇
〇
年
の
自
転
車
保
有
台
数

通
学
、
買
い
物
の
交
通
手
段
と
し
て
必
要
な
乗
り
物
｣
と

ポ
ー
ツ
性
を
重
視
し
て
自
転
車
が
利
用
さ
れ
て
い
る
場
合

は
八
、
四
人
二
万
台
、
世
帯
あ
た
り
保
有
台
数
は
一
･
七

い
う
回
答
が
六
割
を
超
え
て
い
る
状
況
と
な
っ
て
い
る

が
多
い
。
そ
の
背
景
の
ひ
と
つ
に
、
自
転
車
が
明
確
に
車

七
台
/
世
帯
に
達
し
て
い
る
。
ま
た
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

(図
1
)。

両
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
道
路
整
備
や
交
通
計
画
の
策
定
が

の
結
果
に
よ
る
と
、
自
転
車
の
位
置
づ
け
と
し
て
｢通
勤
、

一
方
、
欧
米
諸
国
で
は
サ
イ
ク
リ
ン
グ
を
は
じ
め
、
ス

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

な
お
、
欧
米
諸
国
に
お
い
て
自
転

車
道
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
体
系
的
に
整

獅

需

鋒

備
さ
れ
て
い
る
国
と
い
え
ば
･

オ
ラ

図2 年齢層別自転車乗車中の交通事故死者数と負傷者数 (交通安全白書 平成13年度版)

ン
ダ
、
ド
イ
ツ
、
デ
ン
マ
ー
ク
な
ど

で
あ
り
、
近
年
で
は
、
ア
メ
リ
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合

衆
国
で
も
自
転
車
に
対
す
る
取
組
み
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自
転
車
交
通
事
故
の
状
況

図
2
は
、
年
齢
層
別
自
転
車
乗
車

中
の
交
通
事
故
死
者
数
と
負
傷
者
数

を
示
し
て
い
る
。
死
者
数
は
六
五
歳

負

故
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最
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九
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び
高
齢
者
の
割
合
が
多
く
な
っ
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年

交
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点
部
に
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を
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保
す
る
こ
と
が
課
題
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。



が
混
在
す
る
状
況
や
、
路
肩
を
自
転
車
が
走
行
す
る
こ
と

に
よ
り
自
動
車
交
通
と
自
転
車
交
通
が
混
在
す
る
状
況
が

発
生
し
て
い
る
。
特
に
、
大
量
の
自
転
車
交
通
が
歩
行
者

交
通
と
走
行
空
間
を
共
有
す
る
状
況
は
、
我
が
国
独
特
で

あ
る
。
ま
た
、
高
齢
者
の
自
転
車
ユ
ー
ザ
ー
も
比
較
的
多

い
こ
と
や
、
主
婦
層
が
子
供
を
自
転
車
に
乗
せ
て
い
る
状

況
な
ど
か
ら
、
自
転
車
は
歩
行
者
と
同
様
に
認
識
さ
れ
て

い
る
場
面
も
見
受
け
ら
れ
る
。

3

自
転
車
道
の
整
備
状
況

自
転
車
専
用
の
利
用
空
間
の
整
備
状
況
を
欧
米
諸
国
と

比
較
す
る
と
、
ド
イ
ツ
が
二
三
、
一
0
0
踊
、
オ
ラ
ン
ダ

が
一
四
、
五
〇
〇
皿
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
二
四
、
0
0

o
m
に
対
し
て
、
日
本
は
六
、
四
三
〇
皿

(二
〇
〇
一
年
)

で
あ
り
、
自
転
車
先
進
国
と
い
わ
れ
る
こ
れ
ら
の
国
と
比

較
す
る
と
量
的
ス
ト
ッ
ク
が
少
な
い
。

我
が
国
で
は
、
歩
道
上
に
歩
行
者
交
通
と
自
転
車
交
通

4

欧
米
諸
国
に
お
け
る
自
転
車
交
通
の
取
り
扱
い

表
1
は
、
1
で
示
し
た
欧
米
諸
国
で
の
代
表
的
な
自
転

の

車
道
整
備
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
基

準
類

(以
下
マ
ニ

瀰

ユ
ア
ル
等
と
記
す
)
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

し

表
1
に
示
し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
は
、
勧
告
や
指
針
等
に

ア

位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、法
的
な
強
制
力
は
な
い
。

ュ　

一
方
我
が
国
で
は
、
自
転
車
が
通
行
す
る
た
め
の
道
路
や

本

自
転
車
の
通
行
方
法
等
に
関
す
る
規
定
が
･

道
路
法

･
道

粛

路
構
造
令
や
道
路
交
通
法
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。

に

欧
米
諸
国
に
お
い
て

こ
れ
ら
の
ヌ
ニ

ア
ル
等
を
利
用

鰯

す
る
主
体
に
対
し
て
判
断
と
裁
量
の
余
地
を
残
し
て
い
る

睫

と
こ
ろ
は
、
我
が
国
と
の
大
き
な
相
違
点
で
あ
る
と
言
え

娘

る
。

国諸

ま
た
、
欧
米
諸
国
で
は
、
自
転
車
は
明
確
に
車
両
と
認

蛛

識
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
に
も
自
転
車

を
車
両
と
明
示
的
に
取
り
扱
っ
た
交
通
処
理
方
法
が
示
さ

表

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
E
A
H
V
93

(ド
イ
ツ
)
で
の
目

発 行 国
( ) 内は発行年

資 料名

オランダ (1993) 鷆籤ぬa鮑飯噂橈薦如

駝
r

知
範

蛇
即
戦
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錘

銚
m

ドイツ (1993) 翳婉謝寡
に庇

護
熊
胸

敞
純態椴

漁
師

坤
斌

魚
も若聽3

蹴
9

壺
団
瀰

)

翰

9

99

@
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ス=
/ギ

ク

イ
ー 鰓喀
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図 3 自転車交通事故の発生場所 (交通統計平成1 1年度版)
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転
車
走
行
空
間
に
関
す
る
記
述
に
は
、
自
転
車
交
通
量
や

地
域
の
ニ
ー
ズ
な
ど
に
対
応
し
た
自
転
車
優
先
の
交
差
点

整
備
手
法

(例
え
ば
、
右
折
車
両
と
直
進
車
両
に
振
り
分

け
た
自
転
車
通
行
帯
な
ど
)
が
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
自

転
車
と
歩
行
者
の
混
在
に
つ
い
て
は
、
歩
行
者
･
自
転
車

双
方
の
交
通
が
少
な
い
箇
所
に
の
み
歩
行
者
と
自
転
車
と

の
混
合
交
通
を
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。

三

自
転
車
の
走
行
挙
動
に
関
す
る
調
査
･
実

験
事
例

我
が
国
で
は
諸
外
国
と
は
異
な
り
、
自
転
車
と
歩
行

者
･
自
動
車
の
混
合
交
通
が
数
多
く
見
ら
れ
て
い
る
。
歩

行
者
亀自
動
車
と
自
転
車
と
の
錯
綜
に
よ
る
交
通
事
故
を

減
少
さ
せ
る
と
と
も
に
、
歩
行
者
の
通
行
安
全
性
や
自
転

車
の
走
行
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
は
、
歩
行
者

･
自
動

車
と
分
離
し
た
自
転
車
走
行
空
間
の
形
成
が
最
も
理
想
的

で
あ
る
。

し
か
し
、
大
部
分
の
既
成
市
街
地
で
は
高
度
な
土
地
利

用
が
な
さ
れ
て
お
り
、
限
ら
れ
た
道
路
空
間
か
ら
自
転
車

専
用
の
た
め
の
十
分
な
走
行
空
間
を
生
み
出
す
こ
と
は
容

易
で
な
く
、
現
実
的
な
対
応
と
し
て
、
混
合
交
通
を
交
通

状
況
に
応
じ
て
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

当
所
で
は
こ
れ
ま
で
、
自
転
車
の
車
道
･
歩
道
の
移
動

を
想
定
し
た
段
差
走
行
実
験
、
自
転
車
走
行
時
の
ふ
ら
つ

き
に
着
目
し
た
自
転
車
の
運
転
習
熟
度
に
関
す
る
実
験
、

交
通
流
動
の
実
態
調
査
に
よ
る
自
転
車
及
び
歩
行
者

･
自

動
車
の
挙
動
観
測
分
析
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
。
本
稿
で

は
そ
の
内
容
の
一
部
を
紹
介
す
る
。

1

段
差
に
お
け
る
自
転
車
の
走
行
に
関
す
る
実
験

当
所
の
試
験
走
路
に
お
い
て
、
自
転
車
が
路
面
か
ら
受

け
る
衝
撃
を
定
量
的
に
指
標
化
す
る
こ
と
を
試
み
た
実
験

を
実
施
し
て
い
る

(写
真
1
)
。
実
験
で
は
、
道
路
の
凸

凹
を
段
差
と
い
う
形
で
単
純
化
し
、
自
転
車
の
ハ
ン
ド
ル

周
り
や
車
体
中
央
等
に
取
り
付
け
た
セ
ン
サ
ー
で
路
面
か

ら
の
衝
撃
を
定
量
化
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
あ
わ
せ

て
、
自
転
車
利
用
者
の
衝
撃
に
対
す
る
不
快
度
を
五
段
階

評
価
で
被
験
者

(
一
般
成
人
一
〇
名
、
高
齢
者
一
〇
名
)

いきき

顎 段差における自転車走行実験

に
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
、
道
路
の
凸
凹
に
対
し
て
自
転
車
利
用

者
が
不
快
と
感
じ
る
衝
撃
の
水
準
を
定
量
的
に
把
握
す
る

こ
と
を
試
み
て
い
る
。

2

自
転
車
走
行
時
の
ふ
ら
フ
き
に
着
目
し
た
自
転
車
の

撚

運
転
習
熟
度
に
関
す
る
実
験

自
転
車
は
運
転
免
許
を
必
要
と
し
な
い
交
通
手
段
と
し

て
、
中
学
･
高
校
生
か
ら
主
婦

･
高
齢
者
ま
で
の
幅
広
い

年
齢
層
の
人
々
に
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
走
行
時
の
ハ
ン

ド
ル
操
作
や
回
避
行
動
と
い
っ
た
自
転
車
の
運
転
習
熟
度

は
個
人
差
が
あ
り
、
多
様
な
運
転
レ
ベ
ル
の
自
転
車
利
用

者
が
車
道
な
い
し
歩
道
を
混
在
し
て
走
行
す
る
場
面
が
し

ば
し
ば
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
直
線
と
カ
ー
ブ
か
ら

な
る
走
行
誘
導
ラ
イ
ン
を
設
定
し
、
自
転
車
が
ラ
イ
ン
か

ら
は
み
出
し
て
走
行
し
た
回
数

(蛇
行
回
数
)
と
走
行
時

の
蛇
行
幅
を
計
測
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
転
車
の
運
転
制

御
能
力
を
把
握
す
る
実
験
を
行
っ
て
い
る
。

被
験
者
と
し
て
一
般
成
人
と
高
齢
者
の
計
一
〇
名
を
選

択
し
、
運
転
習
熟
度
が
顕
著
に
現
れ
る
と
想
定
さ
れ
る
低

速
走
行
時
の
被
験
者
の
走
行
挙
動
を
観
測
し
た
。
そ
の
結

果
、
図
4
及
び
図
5
の
走
行
軌
跡
が
得
ら
れ
、
一
般
成
人

と
高
齢
者
で
差
が
見
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
サ
ン
プ
ル
数

が
少
な
い
た
め
断
定
は
で
き
な
い
が
、
自
転
車
の
運
転
習

熟
度
は
利
用
頻
度
･利
用
経
験
よ
り
も
運
動
能
力
な
ど
個

人
属
性
に
依
存
す
る
部
分
が
大
き
い
こ
と
が
推
察
さ
れ

る
o



3

交
通
流
動
の
実
態
調
査
に
よ
る
自
転
車
及
び
歩
行

者
･
自
動
車
の
挙
動
観
測
分
析

自
転
車
レ
ー
ン
の
車
道
部
へ
の
設
置
を
想
定
し
た
場

合
、
並
行
す
る
走
行
自
動
車
の
影
響
を
受
け
る
た
め
、
自

転
車
利
用
者
の
走
行
安
全
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
に

な
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
し
て
、
写
真
2
の
よ
う
に
自
転

車
の
車
道
端
走
行
を
想
定
し
、
自
転
車
を
自
動
車
が
後
方

か
ら
接
近
･
追
い
越
し
す
る
場
面
を
再
現
し
た
実
験
を
試

験
走
路
に
お
い
て
実
施
し
、
走
行
車
両
の
速
度
、
回
避
幅

と
自
転
車
利
用
者
の
危
険
感
と
の
関
連
を
分
析
し
て
い

る
。
サ
ン
プ
ル
数
が
少
な
く
回
答
に
も
バ
ラ
ツ
キ
が
見
ら

轟
き

翻翻- . 1m
実験2回目

※1 20 m
※2 ラインは25cmピッチ 川 薹
※3 丸囲みの数字は被験者番号

図4 一般成人の走行軌跡

目

目

目

⑧

⑨

　　
　

　
　
※1 試走区間は20m
※2 ラインは25cmピッチ 嚢 川
※3 丸囲みの数字は被験者番号

図5 高齢者の走行軌跡

写真2 自転車の車道端走行を想定した走行実験



れ
た
が
、
自
転
車
走
行
空
間
と
し
て
不
快
を
感
じ
な
い
最

小
幅
は
、
自
転
車
か
ら
見
て
左
側
の
物
理
的
制
約

(例
え

ば
、
壁
と
緑
石
の
別
)
に
よ
る
が
、
0
･
七
五
~
一
･
二

五
m
程
度
に
な
る
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
た
。
ま
た
、
自

動
車
に
追
い
抜
か
れ
る
際
の
危
険
感
や
自
動
車
と
の
距
離

の
余
裕
度
･
自
動
車
ド
ラ
イ
バ
ー
の
危
険
感
は
、
自
転
車

と
自
動
車
の
距
離
で
あ
る
自
転
車
の
右
側
方
空
間
の
幅

と
、
自
動
車
の
走
行
速
度
、
自
転
車
か
ら
見
て
左
側
の
物

理
的
制
約
に
影
響
を
受
け
て
お
り
、
自
転
車
の
右
側
方
空

間
と
し
て

一
･
0
o

m
が
確
保
で
き
れ
ば
お
お
よ
そ
危
険

感
は
高
く
な
い
と
い
う
結
果
を
得
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ

の
右
側
方
空
間
は
自
転
車
レ
ー
ン
と
車
道
部
分
で
分
担
し

て
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
本
実
験
で
は
車
道
と
自
転

車
走
行
空
間
の
境
界
部
に
ラ
イ
ン
を
引
い
て
お
り
、
こ
の

写真3 目歩道における交通流動の観測状況

境
界
線
の
最
適
な
位
置
に
つ
い
て
は
よ
り
詳
細
な
検
討
が

必
要
で
あ
る
。

一
方
、
自
転
車
と
歩
行
者
の
混
合
交
通
に
つ
い
て
は
、

道
路
空
間
の
構
成
や
交
通
条
件
の
異
な
る
環
境
下
で
、
自

転
車
の
速
度
や
回
避
行
動
、
歩
行
者

･
自
転
車
の
危
険

感
･
不
快
感
と
の
関
係
を
路
上
観
測
に
よ
り
分
析
し
て
い

る
。
観
測
路
線
は
、
自
転
車
歩
行
者
道
及
び
自
転
車
通
行

可
指
定
歩
道
を
対
象
と
し
、
歩
道
等
の
有
効
幅
員
や
自
転

車
の
混
入
率
を
考
慮
し
て

=
路
線
を
観
測
対
象
と
し
て

い
る
。
観
測
区
間
は
単
路
部
で
約
二
0
m
の
区
間
と
し
、

五
m
間
隔
で
三
~
四
つ
の
観
測
断
面
を
設
定
し
、
さ
ら
に

各
観
測
段
面
を
0
･
五
m
間
隔
に
横
断
方
向
に
区
切
っ
て

通
行
帯
を
明
示
し
て
い
る
。
写
真
3
の
よ
う
に
、
観
測
区

間
を
上
方
か
ら
ビ
デ
オ
で
撮
影
し
、
自
転
車
･
歩
行
者
の

走
行
状
態
及
び
回
避
行
動
を
一
~
二
時
間
程
度
観
測
し

た
。
そ
の
結
果
、
自
転
車
及
び
歩
行
者
の
交
通
量
が
多
く

な
る
に
従
っ
て
、
自
転
車
の
走
行
は
歩
行
者
や
他
の
自
転

車
の
影
響
を
受
け
、
自
転
車
の
走
行
速
度
が
あ
る
一
定
の

範
囲
に
収
束
し
て
い
き
、
密
度
が
非
常
に
大
き
い
と
こ
ろ

で
は
歩
行
者
と
同
程
度
の
速
度
で
走
行
せ
ざ
る
を
得
な
く

な
る
傾
向
が
観
測
デ
ー
タ
か
ら
確
認
さ
れ
て
い
る
。
歩
行

者
･
自
転
車
の
混
在
状
況
と
走
行
空
間

(適
正
な
幅
員
な

ど
)
と
の
関
係
を
定
量
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
今
後
の
課

題
で
あ
る
。

四

お
わ
り
に

今
後
も
自
転
車
交
通
に
関
す
る
研
究
成
果
の
蓄
積
を
図

る
と
と
も
に
、
研
究
成
果
の
自
転
車
道
整
備
の
計
画
･
設

計
等
実
務
へ
の
反
映
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
安
全

･
快
適

な
自
転
車
利
用
空
間
を
創
造
し
て
い
く
た
め
の
方
策
に
つ

い
て
の
調
査
研
究
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
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-R
O

M
)、
二
0
0
0

め

田
宮
佳
代
子
他
…車
道
端
走
行
を
想
定
し
た
自
転
車
通
行
空
間
の
幅

員
に
関
す
る
実
験
、
土
木
計
画
学
研
究

･
講
演
集
地
勢
②

理
三

一
ー
三
一
四
･

二
0
0
0

の

山
中
英
生
他
…自
転
車
走
行
速
度
に
着
目
し
た
歩
行
者
･自
転
車
混

合
交
通
の
評
価
基
準
、
土
木
計
画
学
研
究
･講
演
築
地
“
①

聖
ハ

四
七
~
六
五
0
･

二
0
○
○



藁
廉
調
護
(第
一
次
)

籍
ム
審
判
洪
に
つ
い
て

表 1 東京訴訟の原告数

一 次 二 次 三 次 四 次

者

者

患

定

定

認

認
の
名
)
名

Q
8 7

0
2

)
名

名

n乙

4
性

A
U

/
ヤ

Q“

14

)

名

)

名

Q
U

4

1
ム
ー
▲

′
、

rb

/'、

A
U

)

名

)

名

nノO
AU
ろく〕
どり

/
、
R
U
/
、

Q
J

計 5 0 5名 9 9名 名
【

Ûn 名
【

にJ1上 名
【

1▲1↓

*上段 ( ) は、遺族である原告で内数

非認定者のうち三次6名、四次4名は多摩地区

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

平
成
一
四
年
一
〇
月
二
九
日
に
、
東
京
地
方
裁
判
所
に
お
い

て
、
東
京
訴
訟

(第
一
次
)
の
第
一
審
判
決
が
な
さ
れ
た
。
以

下
、
そ
の
判
決
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

一

事
件
の
概
要

東
京
訴
訟

(第
一
次
)
と
は
、
東
京
二
三
区
内
に
居
住
又
は

勤
務
す
る
者
が
、
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
大
気
汚
染
物
質
に

よ
っ
て
健
康
被
害

(気
管
支
ぜ
ん
息
、
慢
性
気
管
支
炎
、
肺
気

腫
)
を
受
け
た
と
し
て
、
国
、
首
都
高
速
道
路
公
団
、
東
京
都

及
び
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
製
造
メ
ー
カ
ー
七
社
に
対
し
、
損
害
賠
償

を
求
め
る
と
と
も
に
、
環
境
基
準
値
を
超
え
る
二
酸
化
窒
素
及

び
浮
遊
粒
子
状
物
質
に
つ
い
て
の
排
出
差
止
め
を
求
め
た
事
件

で
あ
る
。

事
件
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

1

事
件
名

東
京
地
方
裁
判
所

平
成
八
年

(ワ
)
第
一
0
一
三
一
号

大
気
汚
染
公
害
差
止
等
請
求
事
件

*
そ
の
後
第
二
~
四
次
訴
訟
が
提
起

2

経
緯

平
成
八
年
五
月
三
一
日

提
訴

平
成
八
年
七
月
二
六
日

国
に
訴
状
送
達

平
成
八
年
九
月
二
四
日

第
一
回
口
頭
弁
論
期
日

以
降
口
頭
弁
論
四
五
回

平
成
一
三
年
三

月
一
八
日

弁
論
終
結

(結
審
)

平
成

一
四
年

一
〇
月
二
九
日

判
決

3

原
告

東
京
二
三
区
内
に
居
住
又
は
勤
務
す
る
気
管
支
ぜ
ん
息
、
慢

性
気
管
支
炎
、
肺
気
腫
に
罹
患
し
た
患
者

(公
健
法
非
認
定
者

を
含
む
)
及
び
そ
の
遺
族
九
九
名

(内
訳
)

公
健
法
認
定
患
者

八
七
名

(う
ち
死
亡
七
四
名
)

公
健
法
非
認
定
者

三
一名

(う
ち
死
亡
一
名
)

な
お
、
第
三
、
四
次
訴
訟
で
は
、
東
京
二
三
区
内
に
加
え
て

多
摩
地
区
に
居
住
し
た
者
も
原
告
と
な
っ
て
い
る

(表
1
参

　
　

4

被
告

国
、
首
都
高
速
道
路
公
団
、
東
京
都
及
び
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
製

造
メ
ー
カ
ー
七
社
。
な
お
、
原
告
の
主
張
す
る
責
任
原
因
に
よ



り
、
被
告
は
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

①

国
家
賠
償
法
一
条
責
任

(自
動
車
排
出
ガ
ス
規
制
等
の
権

限
不
行
使
に
対
す
る
責
任
)

･
国

(環
境
省
、
国
土
交
通
省

(旧
運
輸
省
)、
経
済
産
業
省
、

警
察
庁
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
総
務
省
)

デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
に
対
し
て
十
分
な
排
出
ガ
ス
規
制
を
行
わ

な
か
っ
た
。

,
東
京
都

酋
昌視
庁
、
環
境
部
局
等
)

自
動
車
の
通
行
規
制
な
ど
の
措
置
を
行
わ
な
か
っ
た
。

②

国
家
賠
償
法
二
条
責
任

(道
路
の
設
置
管
理
瑕
疵
責
任
)

･
国

(国
土
交
通
省

(旧
建
設
省
))、
首
都
高
速
道
路
公
団
、

東
京
都

走
行
中
の
自
動
車
か
ら
大
量
の
大
気
汚
染
物
質
を
排
出
さ

せ
た
。

*
対
象
道
路
は
東
京
二
三
区
内
の
全
て
の
国
道
、
都
道

(首

都
高
速
道
路
を
含
む
)

③

民
法
七
0
九
条
責
任

(不
法
行
為
責
任
)

･
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
製
造
メ
ー
カ
ー
七
社

(ト
ヨ
タ
、
日
産
、
三

菱
、
日
野
、
い
す
ゞ
、
日
産
デ
ィ
ー
ゼ
ル
、
マ
ツ
ダ
)

製
造
す
る
自
動
車
か
ら
大
量
の
大
気
汚
染
物
質
を
排
出
し

続
け
て
き
た
。

5

請
求
内
容

の

差
止
請
求

被
告
ら
は
、
東
京
二
三
区
内
の
各
道
路
を
自
動
車
の
走
行
に

供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
原
告
ら
の
各
居
住
地
に
お
い
て
、
以
下

の
数
値
を
超
え
る
汚
染
を
排
出
し
て
は
な
ら
な
い
。

･
二
酸
化
窒
素

(M
2)

一
時
間
値
の
一
日
平
均
値
“
○
･
0
二
蛔

･
浮
遊
粒
子
状
物
質

(蝦

一
時
間
値
の
一
日
平
均
値
…
0
･
一
〇
贈
/
m

一
時
間
値
"

0
･
二
〇
地
/

m

*
即
“は

旧
環
境
基
準
値
、
洲
は
現
環
境
基
準
値

②

損
害
賠
償
請
求

総
額
二
二
億
三
、
八
五
〇
万
円

*

一
次
か
ら
四
次
の
合
計
で
は
、
-
-
六
億
七
、
0
九
六
万

円
と
な
る
。

6

従
来
の
大
気
汚
染
訴
訟
と
の
相
違
点

東
京
訴
訟
は
、
従
来
の
大
気
汚
染
訴
訟

(西
淀
川
訴
訟
、
川

崎
訴
訟
、
尼
崎
訴
訟
、
名
古
屋
南
部
訴
訟
)
と
比
べ
、
以
下
の

点
が
異
な
っ
て
い
る
。

①

旧
建
設
省
、
環
境
省
に
加
え
、
旧
運
輸
省
、
警
察
庁
等
が

国
の
指
定
代
理
人
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

②

国
、
公
団
に
加
え
、
地
方
公
共
団
体

(東
京
都
)
を
訴
え

て
い
る
こ
と
。

③

工
場
煤
煙
を
出
し
た
企
業
を
訴
え
ず
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
製

造
メ
ー
カ
ー
を
訴
え
て
い
る
こ
と
o

④

訴
訟
の
対
象
を
特
定
の
道
路
に
限
定
せ
ず
、
一
三
区
内
の

全
て
の
国
道
、
都
道
と
し
て
い
る
こ
と
o

⑤

原
告
に
公
健
法
非
認
定
者
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

二

判
決
の
概
要

損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
は
、
国
家
賠
償
法
二
条
に
基
づ
く

道
路
の
設
置
管
理
瑕
疵
責
任
を
認
容
し
、
国
、
首
都
公
団
、
東

京
都
に
つ
い
て
、
昼
間
の
三

時
間
交
通
量
が
四
万
台
を
超
え

る
道
路
の
沿
道
五
O
m
以
内
に
居
住
ま
た
は
通
学
す
る
者
併
せ

て
七
名
に
つ
い
て
、
総
額
七
、
九
二
〇
万
円
の
損
害
賠
償
が
認

め
ら
れ
た
。
そ
の
う
ち
、

一
名
に
つ
い
て
は
公
健
法
非
認
定
者

で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
内
訳
は
、

･
国

ニ
ニ
名

四
、
0
七
〇
万
円

(三
名
と
も
東
京
都
と
連
帯

責
任
)

･
首
都
公
団
ニ
ニ
名

三
、
三
〇
〇
万
円

(う
ち
一
名
三
三
〇

万
円
に
つ
い
て
は
東
京
都
と
連
帯
責
任
)

･東
京
都
…五
名

四
、
九
五
〇
万
円

(う
ち
三
名
四
、
0
七

〇
万
円
に
つ
い
て
は
国
と
連
帯
責
任
、
一
名
三
三
〇
万

円
に
つ
い
て
は
首
都
公
団
と
連
帯
責
任
)

の
と
お
り
で
あ
る

(表
2
参
照
)。
な
お
、
判
決
送
達
後
一
四

表 2 損害賠償が認容された原告の概要

賭 国 首都公団 東京都 損害賠償額 関 連 道 路
R
U 〇 ○ 330万 国道4号 (日光街道)

都道新荒川堤防線
Q
Y ○ 〇 2

,
750万 国道6号 (水戸街道)

都道千住小松川葛西沖線
｣1上

リ
ム ○ ○ 妨QU 線

線讓速羽縞
鯛

首
都

ら乙R
Y 〇 坊14n乙1

" 髓TCT
J崎籟閼AV廟齪在儀A
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り 漿に〉纖首1

4
7
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h
ソ蠅白
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迩
線

椿
曲

愕
蹴

繊
繊

国

部
ヮ
‘

Q
V ○

. 纖 定認排線八状遊都



日
を
経
過
し
た
時
に
は
、
仮
執
行
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。

国
家
賠
償
法
一
条
に
基
づ
く
自
動
車
排
出
ガ
ス
規
制
等
の
権

限
不
行
使
に
対
す
る
責
任
に
つ
い
て
は
、
問
わ
れ
な
か
っ
た
。

ま
た
、
差
止
請
求
に
つ
い
て
は
、
国
、
首
都
公
団
、
東
京
都
と

も
棄
却
さ
れ
た
。

デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
製
造
メ
ー
カ
ー
に
つ
い
て
は
、
損
害
賠
償
請

求
、
差
止
請
求
と
も
棄
却
さ
れ
た
。

以
下
、
本
判
決
の
要
旨
に
つ
い
て
争
点
に
従
い
紹
介
す
る
。

1

争
点
-

(
一
般
的
因
果
関
係
)

=

大
気
汚
染
物
質

(自
動
車
排
出
ガ
ス
)
の
生
体
へ
の
影

響

①

原
告
の
主
張

千
葉
大
調
査

(注
1
)
を
は
じ
め
と
す
る
我
が
国
に
お
い
て

多
数
蓄
積
さ
れ
て
き
た
一
般
環
境
及
び
道
路
沿
道
を
対
象
と
し

た
疫
学
的
知
見
、
嵯
峨
井
ら
の
研
究

(注
2
)
を
は
じ
め
と
す

る
実
験
的
研
究
、
欧
州
、
米
国
を
は
じ
め
海
外
で
蓄
積
さ
れ
て

い
る
疫
学
的
知
見
に
よ
っ
て
、
本
件
地
域
の
排
出
ガ
ス
、
と
り

わ
け
微
小
粒
子
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
排
気
粒
子

(D
E
P
)
と
気
管

支
ぜ
ん
息
等
の
本
件
疾
病
の
発
症
･
増
悪
と
の
因
果
関
係
が
十

分
立
証
さ
れ
て
い
る
。

注
1

千
葉
大
調
査

千
葉
大
学
医
学
部
公
衆
衛
生
学
教
室
が
、
千
葉
県
環
境
部
の
委
託
を
受
け
、
自

動
車
交
通
量
の
増
加
に
伴
う
幹
線
道
路
沿
道
部
の
大
気
汚
染
が
学
童
の
呼
吸
器
症

状
、
特
に
、
気
管
支
ぜ
ん
息
に
与
え
る
影
響
を
知
る
た
め
に
、
千
葉
県
内
の
小
学

校
の
学
童
を
対
象
に
平
成
四
年
度
か
ら
平
成
七
年
度
に
か
け
て
行
っ
た
調
査
。

注
2

嵯
峨
丼
ら
の
研
究

環
境
庁
国
立
環
境
研
究
所
の
嵯
峨
丼
勝
ら
が
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
排
気
ガ
ス
と
気
管

支
ぜ
ん
息
等
の
疾
患
と
の
間
の
因
果
関
係
等
の
解
明
を
目
的
と
し
て
、
昭
和
六
三

年
度
以
降
行
っ
た
、
D
E
P
の
マ
ウ
ス
気
管
内
投
与
等
の
実
験
。

②
被
告
の
主
張

こ
れ
ま
で
の
疫
学
研
究
や
動
物
実
験
等
に
お
い
て
、
大
気
汚

染
物
質
と
気
管
支
ぜ
ん
息
等
と
の
因
果
関
係
は
認
め
ら
れ
な

い
。

③

判
決

イ

一
般
環
境

昭
和
六
一
年
専
門
委
員
会
報
告

(注
3
)
で
は
、
昭
和
六
一

年
当
時
、
大
気
汚
染
が
総
体
と
し
て
本
件
各
疾
病
に
何
ら
か
の

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、
当
時
の

我
が
国
の
一
般
環
境
大
気
の
大
気
汚
染
レ
ベ
ル
で
は
、
本
件
各

疾
病
が
大
気
汚
染
に
よ
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
、と
し
た
。

そ
の
後
の
一
般
環
境
大
気
に
お
け
る
各
疫
学
調
査
の
調
査
結

果
は
、
お
お
む
ね
、
同
報
告
の
見
解
に
沿
う
も
の
で
あ
り
、
こ

の
見
解
を
否
定
な
い
し
修
正
す
べ
き
新
た
な
知
見
を
提
供
し
た

も
の
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
昭
和
六
一
年

以
降
の
我
が
国
の
一
般
環
境
大
気
に
お
け
る
大
気
汚
染
の
状
況

に
つ
い
て
も
、
基
本
的
に
は
、
同
報
告
の
見
解
が
妥
当
す
る
、

と
し
て
、
一
般
環
境
と
本
件
各
疾
病
と
の
因
果
関
係
を
否
定
し

た
。

注
3

昭
和
六
一
年
専
門
委
員
会
報
告

中
央
公
害
対
策
審
議
会
環
境
保
健
部
会
大
気
汚
染
と
健
康
被
害
と
の
関
係
の
評

価
等
に
関
す
る
専
門
委
員
会

｢大
気
汚
染
と
健
康
被
害
と
の
関
係
の
評
価
等
に
関

す
る
専
門
委
員
会
報
生已

(昭
和
六
一
年
四
月
)。

口

道
路
沿
道
の
環
境

自
動
車
交
通
量
の
著
し
く
多
い
道
路
の
沿
道
に
お
い
て
は
、

当
該
道
路
を
走
行
す
る
多
数
の
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
多
量

の
自
動
車
排
出
ガ
ス
に
よ
る
深
刻
な
大
気
汚
染
が
想
定
さ
れ
、

道
路
沿
道
等
の
局
地
的
汚
染
が
み
ら
れ
る
地
域
に
お
い
て
は
、

一
般
環
境
大
気
を
念
頭
に
お
い
た
一
般
論
が
必
ず
し
も
当
て
は

ま
る
も
の
で
は
な
く
、
別
途
の
考
慮
が
必
要
で
あ
る
。

道
路
沿
道
に
係
る
疫
学
調
査
を
み
る
と
、
千
葉
大
調
査
に
よ

れ
ば
、
幹
線
道
路
沿
道
部
に
居
住
す
る
児
童
は
、
田
園
部
に
居

住
す
る
児
童
に
対
す
る
関
係
で
も
、
気
管
支
ぜ
ん
息
を
発
症
す

る
確
率
が
相
当
高
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
同

調
査
は
、
居
住
地
の
ほ
か
、
対
象
者
の
ア
レ
ル
ギ
ー
歴
、
両
親

の
喫
煙
な
ど
の
呼
吸
器
疾
患
に
関
連
す
る
三
一の
要
因
に
よ
る

影
響
を
多
重
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
回
帰
と
い
う
方
法
に
よ
り
調
整

し
た
結
果
を
基
に
、
｢都
市
部
の
沿
道
部
の
大
気
汚
染
は
、
学

童
の
ぜ
ん
息
の
発
症
に
関
与
し
、
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
疫
学
的

に
示
唆
さ
れ
た
｣
の
結
論
を
導
い
た
。
千
葉
大
調
査
と
同
様
の

道
路
沿
道
地
域
に
係
る
疫
学
調
査
で
あ
る
国
立
公
害
研
究
所
環

境
保
健
部
の
小
野
雅
司
ら
の
研
究

(平
成
二
年
五
月
)
で
も
同

趣
旨
の
調
査
結
果
が
得
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
こ
の
調
査
結
果

は
、
平
成

三

一年
に
環
境
庁
に
設
置
さ
れ
た
デ
ィ
ー
ゼ
ル
排
気

微
粒
子
リ
ス
ク
評
価
検
討
会
に
お
い
て
検
討
し
た
内
外
に
お
け

る
疫
学
調
査
に
み
ら
れ
る
一
般
的
傾
向
(交
通
量
が
多
い
ほ
ど
、

ま
た
は
道
路
か
ら
の
距
離
が
近
い
ほ
ど
呼
吸
器
疾
患
有
病
率
･

呼
吸
器
症
状
の
有
症
率
が
高
い
と
の
傾
向
)
に
沿
う
も
の
で
あ

る
。ま

た
、
嵯
峨
井
ら
の
研
究

(デ
ィ
ー
ゼ
ル
排
気

(D
E
)
と

ア
レ
ル
ゲ
ン

(O
A
)
の
両
者
吸
入
が
、
マ
ウ
ス
の
ぜ
ん
息
様

症
状
の
発
現
、
増
悪
に
関
係
す
る
)
等
は
、
大
気
汚
染
物
質

(二
酸
化
窒
素
、
D
E
P
等
)
が
、
気
管
支
ぜ
ん
息
の
発
症
に

関
し
、
寄
与
因
子
や
ぜ
ん
息
増
悪
因
子
と
な
る
と
す
る
医
学
的

知
見
を
裏
付
け
る
も
の
と
評
価
で
き
る
。

訴
訟
上
の
因
果
関
係
の
立
証
は
、
一
点
の
疑
義
も
許
さ
れ
な

い
自
然
科
学
的
証
明
で
は
な
く
、
経
験
則
に
照
ら
し
て
全
証
拠

を
総
合
的
に
検
討
し
、
特
定
の
事
実
が
特
定
の
結
果
発
生
を
招

来
し
た
関
係
を
是
認
し
得
る
高
度
の
蓋
然
性
を
証
明
す
る
こ
と

で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
も
、
因
果
関
係
の
立
証
に
つ
き
、
自

動
車
排
出
ガ
ス
中
の
特
定
の
物
質
へ
の
暴
露
に
よ
り
本
件
各
疾

病
が
発
症
す
る
機
序
が
、
現
時
点
に
お
け
る
医
学
的
知
見
に
お

い
て
十
分
解
明
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
自
動
車
排

出
ガ
ス
ヘ
の
暴
露
に
よ
り
そ
の
者
が
当
該
疾
病
に
罹
患
し
、
ま

た
は
そ
の
症
状
が
増
悪
し
た
と
の
事
実
関
係
を
是
認
し
得
る
高

度
の
蓋
然
性
が
証
明
さ
れ
た
場
合
に
は
、
因
果
関
係
の
証
明
が

あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
原
告
ら
が
、
本
件
患

者
に
お
い
て
、

a

気
管
支
ぜ
ん
息
に
罹
患
し
て
い
る
こ
と

b

本
件
患
者
ら
が
幹
線
道
路
の
沿
道
に
居
住
ま
た
は
勤
務



し
、
千
葉
大
調
査
に
お
け
る
幹
線
道
路
の
沿
道
部
に
居
住

す
る
児
童
と
同
様
の
自
動
車
排
出
ガ
ス
ヘ
の
暴
露
状
況
へ

置
か
れ
て
い
た
こ
と

c

本
件
患
者
ら
の
気
管
支
ぜ
ん
息
の
発
症
･
増
悪
の
時
期

が
、
当
該
幹
線
道
路
の
沿
道
に
居
住
し
て
い
た
時
期
と
重

な
る
か
、
ま
た
は
そ
の
直
後
で
あ
る
こ
と

を
証
明
し
た
場
合
に
は
、
上
記
の
高
度
の
蓋
然
性
が
事
実
上
推

定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
被
告
ら
が
、

d

気
管
支
ぜ
ん
息
の
発
症
、
増
悪
が
、
自
動
車
排
出
ガ
ス

以
外
の
原
因
に
よ
る
と
認
め
ら
れ
る
特
段
の
事
情
が
あ
る

こ
、と

を
証
明
し
た
と
き
に
は
、
上
記
推
定
は
覆
さ
れ
る
。

な
お
、
現
在
の
知
見
の
下
で
は
、
自
動
車
排
出
ガ
ス
中
の
D

E
P
の
み
が
気
管
支
ぜ
ん
息
の
発
症
、
増
悪
に
係
る
重
要
な
因

子
で
あ
る
と
は
断
定
で
き
ず
、
D
E
P
を
含
む
デ
ィ
ー
ゼ
ル
排

気

(D
E
)
も
し
く
は
二
酸
化
窒
素
の
吸
入
ま
た
は
両
者
の
吸

入
が
、
気
管
支
ぜ
ん
息
の
発
症
、
増
悪
に
深
く
関
わ
る
も
の
と

し
か
い
え
な
い
。
ま
た
、
慢
性
気
管
支
炎
及
び
肺
気
腫
に
つ
い

て
は
、
自
動
車
排
出
ガ
ス
と
幹
線
道
路
沿
道
地
域
に
居
住
す
る

者
の
こ
れ
ら
の
疾
病
の
発
症
、
増
悪
と
の
間
の
因
果
関
係
を
肯

認
す
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。

②

大
気
汚
染
物
質

(自
動
車
排
出
ガ
ス
)
の
面
的
汚
染
の

状
況

①

原
告
の
主
張

青
山
報
告
書

(注
4
)
に
よ
る
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
結
果
が

示
す
と
お
り
、
本
件
地
域
は
、
網
の
目
状
に
配
置
さ
れ
た
本
件

道
路
に
よ
り
広
域
的
に
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
特
に
二
〇
0
m
ま

で
は
そ
れ
が
深
刻
で
あ
る
と
い
え
る
。

注
4

青
山
報
告
書

株
式
会
社
環
境
総
合
研
究
所
が
作
成
し
た
｢東
京
特
別
区
に
お
け
る
窒
素
酸
化

物
･
浮
遊
粒
子
状
物
質
高
濃
度
汚
染
地
域
解
析
調
査
報
告
書
｣
(平
成
三

年
八

月
)
及
び

｢東
京
特
別
区
原
告
居
住
地
･
勤
務
地
に
お
け
る
窒
素
酸
化
物
･
浮
遊

粒
子
状
物
質
濃
度
解
析
調
査
報
告
書
｣
(平
成
一
三
年
八
月
)。

②

被
告
の
主
張

本
件
各
道
路
を
走
行
す
る
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
自
動
車

排
出
ガ
ス
は
、
道
路
か
ら
二
0
m
か
ら
五
0
m
の
範
囲
で
急
激

に
減
衰
す
る
た
め
、
そ
の
影
響
は
せ
い
ぜ
い
二
0
m
未
満
の
範

囲
内
で
し
か
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
青
山
報
告
書
は
、
基

礎
と
な
る
予
測
モ
デ
ル
構
築
に
不
備
が
あ
る
な
ど
信
頼
性
を
欠

ノヘ、o
③

判
決

各
種
の
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、
道
路
を
走
行
す
る
自
動
車
か

ら
排
出
さ
れ
る
自
動
車
排
出
ガ
ス
に
よ
る
直
接
的
影
響
は
、
特

段
の
事
情

会
同架
道
路
等
)
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
道
路
端
か

ら
約
五
0
m
ま
で
の
範
囲
に
限
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
か
ら
、
本
件
各
道
路
を
煙
源
と
す
る
自
動
車
排
出
ガ
ス
に
よ

り
、
広
大
な
本
件
地
域
全
域
の
面
的
汚
染
が
生
じ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
で
き
な
い
。
青
山
報
告
書
の
幹
線
道
路
か
ら
の
寄
与

濃
度
の
推
計
方
法
に
は
、種
々
の
疑
問
が
あ
り
採
用
で
き
な
い
。

2

争
点
2

(個
別
的
因
果
関
係
)

①

原
告
の
主
張

大
気
汚
染
が
ア
ト
ピ
ー
型
、
非
ア
ト
ピ
ー
型
を
問
わ
ず
、
ぜ

ん
息
発
作
を
誘
発
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
の
症
状
を
増
悪
さ
せ

る
作
用
を
も
つ
こ
と
は
、
今
日
医
学
界
で
は
全
く
異
論
の
な
い

知
見
で
あ
る
。

②

被
告
の
主
張

本
件
各
道
路
か
ら
排
出
さ
れ
た
大
気
汚
染
物
質

(自
動
車
排

出
ガ
ス
)
に
よ
り
本
件
患
者
ら
が
本
件
各
疾
病
を
発
症
し
、
又

は
そ
の
症
状
が
増
悪
し
た
と
の
事
実
は
認
め
ら
れ
な
い
。

③

判
決

以
下
の
基
準
に
該
当
す
る
者

(公
健
法
認
定
患
者
、
非
認
定

者
は
問
わ
な
い
)
に
つ
い
て
、
当
該
幹
線
道
路
を
煙
源
と
す
る

自
動
車
排
出
ガ
ス
と
本
件
疾
病
と
の
発
症
、
増
悪
と
の
因
果
関

係
の
存
在
が
推
認
さ
れ
る
。

○
原
告
ら
が
、
イ
、
ロ
、
ハ
を
証
明
し
た
場
合
。
た
だ
し
、
被

告
ら
が
二
を
証
明
し
た
場
合
を
除
く
。

イ

気
管
支
ぜ
ん
息
に
罹
患
し
て
い
る
こ
と
。

口

本
件
患
者
ら
が
幹
線
道
路
の
沿
道
に
居
住
ま
た
は
勤
務

し
、
千
葉
大
調
査
に
お
け
る
幹
線
道
路
の
沿
道
部
に
居
住
す

る
児
童
と
同
様
の
自
動
車
排
出
ガ
ス
ヘ
の
暴
露
状
況
へ
置
か

れ
て
い
た
こ
と
。
な
お
、
暴
露
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
か
否

か
の
判
断
は
、
a
、
b
を
主
た
る
基
準
と
し
、
c
を
考
慮
し

て
検
討
す
る
こ
と
と
な
る
o

a

幹
線
道
路
の
沿
道
地
域

(道
路
端
か
ら
約
五
0
m
の
範

囲
内
)
に
居
住
等
を
し
て
い
る
か
否
か
。

b

当
該
幹
線
道
路
が
、
そ
の
昼
間
一
二
時
間
の
自
動
車
交

通
量

(複
数
の
道
路
か
ら
の
影
響
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
は
、
そ
の
合
計
)
が
、
少
な
く
と
も
四
万
台
を
超
え
、

大
型
車
の
混
入
率
も
相
当
高
い
な
ど
、
千
葉
大
調
査
に
お

け
る
幹
線
道
路
の
自
動
車
交
通
量
等
の
状
況
と
同
視
で
き

る
も
の
で
あ
る
か
否
か
。

c

当
該
幹
線
道
路
沿
道
地
域
の
二
酸
化
窒
素
濃
度
ま
た
は

浮
遊
粒
子
状
物
質
濃
度
が
千
葉
大
調
査
の
調
査
地
区
内
の

目
排
局
の
そ
れ
ら
と
比
較
し
、
こ
れ
と
同
視
で
き
る
状
況

に
あ
っ
た
か
否
か
。

ハ

本
件
患
者
ら
の
気
管
支
ぜ
ん
息
の
発
症
･
増
悪
の
時
期

が
、
当
該
幹
線
道
路
の
沿
道
に
居
住
し
て
い
た
時
期
と
重
な

る
か
、
ま
た
は
そ
の
直
後
で
あ
る
こ
と
。

二

気
管
支
ぜ
ん
息
の
発
症
、
増
悪
が
、
自
動
車
排
出
ガ
ス
以

外
の
原
因
に
よ
る
と
認
め
ら
れ
る
特
段
の
事
情
が
あ
る
こ

"と
0

3

争
点
3

(国
賠
法
二
条
一
項
に
基
づ
く
責
任
の
有
無
e

①

原
告
の
主
張

原
告
ら
の
健
康
被
害
は
、
本
件
地
域
内
に
縦
横
に
は
り
め
ぐ

ら
さ
れ
た
本
件
道
路
網
上
を
走
行
す
る
大
量
の
自
動
車
か
ら
排

出
さ
れ
る
大
気
汚
染
物
質
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ



り
、
国
ら
は

｢営
造
物
の
設
置
ま
た
は
管
理
の
瑕
疵
｣
(供
用

関
連
瑕
疵
)
が
あ
る
の
で
、
国
賠
法
二
条
一
項
責
任
を
負
う
。

国
ら
は
、
本
件
道
路
の
公
共
性
、
予
見
可
能
性
･
回
避
可
能

性
の
不
存
在
を
主
張
す
る
。
し
か
し
、
原
告
ら
は
企
業
活
動
に

優
先
利
用
さ
れ
て
い
る
本
件
道
路
に
よ
っ
て
特
別
の
便
益
は
何

ら
受
け
ず
に
健
康
被
害
を
始
め
と
す
る
多
大
な
被
害
を
被
っ
て

お
り
、
公
共
性
な
る
も
の
に
よ
っ
て
、
原
告
が
被
害
を
受
忍
す

る
い
わ
れ
は
全
く
な
い
。
ま
た
、
国
賠
法
二
条

一
項
が
危
険
責

任
の
原
理
に
立
脚
し
て
当
該
営
造
物
の
設
置
管
理
者
に
無
過
失

責
任
を
負
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
予
見
可
能
性
･
回

避
可
能
性
の
不
存
在
に
よ
る
免
責
の
抗
弁
は
法
律
上
成
立
し
な

い
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
仮
に
成
立
す
る
と
し
て
も
、
本
件
の

よ
う
な
場
合
に
は
、
一
般
の
そ
れ
よ
り
も
相
当
程
度
に
客
観
化
、

希
薄
化
さ
れ
た
も
の
で
足
り
る
。
な
お
、
国
ら
は
、
少
な
く
と

も

一
九
六
〇
年
代
後
半
、
遅
く
と
も

一
九
七
〇
年
ま
で
に
は
、

自
動
車
排
出
ガ
ス
に
対
す
る
対
策
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
た

の
で
あ
り
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
本
件
道
路
が
損
害
を
発
生
さ

せ
る
危
険
性
を
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

②

被
告
国
等
の
主
張

公
害
被
害
の
う
ち
法
的
救
済
を
求
め
得
る
も
の
は
、
社
会
的

共
同
生
活
を
営
む
上
で
受
忍
す
べ
き
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
一
定

の
レ
ベ
ル

(受
忍
限
度
)
を
超
え
る
被
害
に
限
ら
れ
る
が
、
当

該
営
造
物
の
供
用
の
公
共
性
は
、
こ
の
受
忍
限
度
の
レ
ベ
ル
を

高
め
る
も
の
で
あ
る
。
本
件
各
道
路
は
、
東
京
都
市
圏
内
に
お

い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
市
民
生
活
に
欠
か
す
こ

と
の
で
き
な
い
公
共
施
設
で
あ
っ
て
、
高
度
の
公
共
性
を
有
す

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
予
見
可
能
性
は
、
営
造
物
の
設
置
管
理
者
が
具
体
的

な
回
避
措
置
を
探
り
う
る
程
度
に
実
質
的
、
具
体
的
な
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
大
気
汚
染
疫
学
で
さ
え
現
在
の
大
気

汚
染
レ
ベ
ル
の
下
の
自
動
車
排
出
ガ
ス
に
起
因
す
る
窒
素
酸
化

物
や
浮
遊
粒
子
状
物
質
に
よ
っ
て
本
件
各
疾
病
が
発
症
、
増
悪

す
る
と
認
め
る
に
足
り
る
知
見
が
確
立
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え

な
い
な
ど
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
道
路
管
理
者
に
お
い
て
具

体
的
な
措
置
を
探
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
結
果
の
予
見

可
能
性
は
存
在
し
な
い
。

さ
ら
に
、
道
路
管
理
者
と
し
て
法
律
上
探
り
得
る
道
路
環
境

対
策
は
限
定
さ
れ
て
お
り
、
本
件
に
お
い
て
は
、
結
果
の
回
避

可
能
性
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

③

判
決

イ

本
件
各
道
路
の
供
用
の
違
法
性
の
有
無

対
象
患
者
の
侵
害
の
程
度
、
状
況
等
を
総
合
的
に
考
慮
す

れ
ば
、
本
件
損
害
賠
償
に
関
し
、
被
告
国
ら
が
、
各
対
象
道

路
の
供
用
に
つ
き
、
公
共
性
な
い
し
公
益
上
の
必
要
性
と
い

う
理
由
に
よ
り
本
件
対
象
患
者
ら
周
辺
住
民
に
対
し
て
そ
の

被
る
被
害
を
受
忍
す
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
い
う
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、回
ら
の
供
用
行
為
は
、

違
法
な
権
利
侵
害
行
為
な
い
し
法
益
侵
害
行
為
と
認
め
る
の

が
相
当
で
あ
り
、
そ
の
供
用
に
お
い
て
、
国
賠
法
二
条

一
項

の
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

ロ

予
見
可
能
性
の
有
無

遅
く
と
も
、自
動
車
排
出
ガ
ス
に
含
ま
れ
る
二
酸
化
窒
素
、

浮
遊
粒
子
状
物
質
に
つ
い
て
の
環
境
基
準
や
許
容
限
度
が
定

め
ら
れ
る
に
至
っ
た
昭
和
四
八
年
頃
の
時
点
で
は
、
本
件
各

道
路
に
お
い
て
そ
の
自
動
車
交
通
量
の
更
な
る
増
大
に
伴

い
、
そ
の
沿
道
地
域
に
自
動
車
排
出
ガ
ス
'に
よ
る
局
所
的
な

大
気
汚
染
が
発
生
す
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
、
そ
の
沿
道
地

域
に
居
住
す
る
住
民
等
が
、
こ
れ
を
暴
露
す
る
こ
と
に
よ
り

気
管
支
ぜ
ん
息
等
の
呼
吸
器
疾
患
に
罹
患
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
、
道
路
管
理
者
に
お
い
て
、
お
よ
そ
予
見

可
能
性
は
な
か
っ
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ハ

回
避
可
能
性
の
有
無

道
路
管
理
者
が
幹
線
道
路
沿
道
の
環
境
改
善
の
た
め
に
探

り
得
る
方
策
に
は
、
道
路
構
造
の
改
良
対
策
、
沿
道
対
策
等

の
ほ
か
ロ
ー
ド
プ
ラ
イ
シ
ン
グ
の
採
用
等
多
種
多
様
な
も
の

が
あ
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
方
策
の
中
に
は
、
そ

の
実
施
に
多
額
の
費
用
を
必
要
と
す
る
も
の
、
周
辺
住
民
等

の
協
力
が
得
に
く
い
も
の
等
そ
の
実
施
に
相
当
の
困
難
を
伴

う
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
方
策
を
含
む
道
路

環
境
整
備
に
関
す
る
施
策
の
実
施
に
よ
る
道
路
周
辺
の
環
境

の
改
善
が
、
本
件
各
道
路
、
と
り
わ
け
本
件
各
対
象
道
路
に

つ
い
て
、
お
よ
そ
不
可
能
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
か

ら
、
周
辺
住
民
に
自
動
車
排
出
ガ
ス
に
よ
る
健
康
被
害
が
生

じ
て
い
る
と
の
現
状
を
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
の
実
施
上
の
困
難

さ
を
理
由
に
、
回
避
可
能
性
が
な
か
っ
た
と
し
て
、
そ
の
責

任
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

4

争
点
4

(被
告
国
の
国
賠
法
一条
一
項
に
基
づ
く
責
任
の

有
無
)

①

原
告
の
主
張

被
告
国
は
、
大
気
汚
染
防
止
法
一
九
条
や
道
路
運
送
車
両
法

車
両
法
四
〇
条
、
四
一
条
に
基
づ
く
排
出
ガ
ス
規
制
権
限
を
有

し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
十
分
に
行
使
す
る
こ
と
を

怠
っ
た
こ
と
等
に
よ
り
、
本
件
地
域
に
深
刻
な
自
動
車
排
出
ガ

ス
に
よ
る
大
気
汚
染
を
も
た
ら
し
、
原
告
ら
に
深
刻
な
健
康
被

害
を
発
生
さ
せ
た
。

②

被
告
国
の
主
張

公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
公
務
員
の
行
為
が
、
国
賠
法
一
条

一
項
の
適
用
上
、
違
法
と
評
価
す
る
た
め
に
は
、
当
該
公
務
員

が
損
害
賠
償
を
求
め
て
い
る
国
民
に
対
し
て
個
別
具
体
的
な
職

務
上
の
法
的
義
務
を
負
担
し
、
か
つ
、
当
該
行
為
が
そ
の
職
務

上
の
法
的
義
務
に
違
反
し
て
さ
れ
た
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
、
行
政
庁
が
そ
の
有
す
る
規
制
権
限
を
行
使
し
な
か

っ
た
と
い
う
不
作
為
を
も
っ
て
、
同
項
の
適
用
上
、
違
法
と
評

価
し
得
る
か
否
か
を
判
断
す
る
際
に
は
、
当
該
行
政
庁
の
判
断

が
そ
の
規
制
権
限
の
行
使
に
係
る
裁
量
の
範
囲
を
著
し
く
不
合

理
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
件
に
お
い
て
、
被
告
国
に
原
告
が
主
張
す
る
よ
う
な
規
制

権
限
の
不
行
使
は
認
め
ら
れ
ず
、
ま
た
、
違
法
と
評
価
さ
れ
る
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べ
き
規
制
権
限
の
不
行
使
は
な
い
。

③

判
決

判
断
せ
ず
。

5

争
点
5

(被
告
部
の
国
賠
法
一条
一
項
に
基
づ
く
責
任
の

有
無
)

①

原
告
の
主
張

本
件
地
域
に
お
け
る
交
通
規
制
権
限
を
有
す
る
東
京
都
公
安

委
員
会
の
こ
れ
ま
で
の
交
通
規
制
は
、
交
通
規
制
権
限
の
適

切
･
妥
当
な
行
使
を
怠
り
、
本
件
地
域
に
お
け
る
自
動
車
排
出

ガ
ス
汚
染
の
防
止

･
除
去
の
責
務
を
果
た
さ
な
か
っ
た
こ
と
等

に
よ
り
、
本
件
地
域
に
深
刻
な
自
動
車
排
出
ガ
ス
に
よ
る
大
気

汚
染
を
も
た
ら
し
、
原
告
ら
に
深
刻
な
健
康
被
害
を
発
生
さ
せ

た
。

②

被
告
都
の
主
張

被
告
都
の
公
安
委
員
会
の
交
通
規
制
権
限
の
行
使
は
、
適
切

に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
っ
て
、
交
通
規
制
権
限
の

不
行
使
の
違
法
は
な
い
。
ま
た
、
被
告
都
に
属
す
る
行
政
庁
は
、

自
動
車
排
出
ガ
ス
に
含
ま
れ
る
窒
素
酸
化
物
や
浮
遊
粒
子
状
物

質
の
規
制
に
関
し
、
法
令
上
、
そ
の
規
制
権
限
の
不
行
使
が
国

賠
法
一
条
一
項
所
定
の
違
法
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

な
権
限
を
有
し
な
い
。

③

判
決

判
断
せ
ず
。

6

争
点
6

(被
告
国
、
被
告
部
及
び
被
告
公
団
の
共
同
不
法

行
為
の
成
否
等
)

①

原
告
の
主
張

本
件
道
路
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
道
路
網
は
、
一
体
と
な
っ

て
本
件
地
域
内
の
自
動
車
交
通
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
本
件
地
域
の
道
路
網
は
、
本
件
地
域
内
外
の
他
の
道
路

(区
道
)
と
区
別
さ
れ
て
、
そ
れ
自
体
が
独
立
し
た
一
個
の
営

造
物
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
本
件
各
道
路

(道

路
網
)
は
、
そ
れ
が
一
体
と
な
っ
て
本
件
地
域
の
大
気
を
汚
染

し
、被
害
を
発
生
さ
せ
て
い
る
瑕
疵
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
も
、

本
件
各
道
路
を
一
個
の
営
造
物
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

仮
に
、
本
件
道
路
が
一
個
の
営
造
物
で
な
い
と
し
て
も
、
位

置

･
配
置
の
一
体
性
、
道
路
と
し
て
供
用
さ
れ
て
い
る
上
で
の

一
体
性
、
公
害
対
策
に
お
け
る
一
体
性
等
か
ら
、
本
件
各
道
路

の
設
置
、
管
理
の
瑕
疵
は
社
会
通
念
上
一
個
の
も
の
と
み
る
べ

き
で
あ
り
、
被
告
国
、
公
団
、
都
の
本
件
各
道
路
の
設
置
、
管

理
の
瑕
疵
に
つ
い
て
は
、
共
同
不
法
行
為
が
成
立
す
る
。

②

被
告
国
等
の
主
張

本
件
各
道
路
の
設
置
管
理
の
瑕
疵
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
の

は
、
各
道
路
の
設
置
管
理
者
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
管
理
主
体

が
異
な
る
以
上
、
本
件
各
道
路
を
一
個
の
営
造
物
と
し
て
、
国

賠
法
二
条

一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
民
法
七
一
九
条
一
項
の
共
同
不
法
行
為
が
成
立
す
る

た
め
に
は
、
各
行
為
の
間
に
関
連
共
同
性
が
あ
る
こ
と
が
必
要

と
な
る
が
、
被
告
国
、
公
団
、
都
の
間
に
は
関
連
共
同
性
が
な

い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
同
項
が
適
用
さ
れ
る
余
地
は

な
い
。

③

判
決

本
件
各
道
路
の
設
置
管
理
の
主
体
が
異
な
り
、
各
道
路
管
理

者
が
管
理
す
る
区
間
も
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
っ
て
、
被
告
回
ら
が
本
件
各
道
路
を
一
個
の
営
造
物
と

し
て
共
同
し
て
設
置
管
理
し
て
い
る
と
は
認
め
難
い
か
ら
、
国

賠
法
二
条
一
項
の
適
用
に
関
し
て
、
本
件
各
道
路
を
一
個
の
営

造
物
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

本
件
患
者
ら
の
う
ち
、
設
置
･管
理
者
の
異
な
る
複
数
の
幹

線
道
路
を
煙
源
と
す
る
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
影
響
を
受
け
、
気

管
支
ぜ
ん
息
を
発
症
し
、
ま
た
は
そ
の
症
状
が
増
悪
す
る
等
の

被
害
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
各
幹
線
道
路
の
供
用
に
客
観

的
関
連
共
同
性
が
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
、
民
法
七
一
九
条
一

項
の
共
同
不
法
行
為
が
成
立
す
る
。

7

争
点
7

(被
告
メ
ー
カ
ー
ら
の
責
任
の
有
報
じ

①

原
告
の
主
張

被
告
メ
ー
カ
ー
ら
は
、
遅
く
と
も
昭
和
四
五
年
ま
で
に
は
、

本
件
各
道
路
を
は
じ
め
と
す
る
本
件
地
域
内
の
道
路
に
、
自
社

が
製
造
、
販
売
し
た
自
動
車
が
大
量
に
集
積
す
る
こ
と
に
よ
り

多
量
の
自
動
車
排
出
ガ
ス
が
発
生
し
、
こ
れ
に
よ
り
大
気
汚
染

公
害
が
発
生
す
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
な
が
ら
、
大
気
汚
染

物
質
の
排
出
の
防
止
ま
た
は
低
減
の
た
め
の
措
置
を
探
ら
な
い

で
大
量
の
自
動
車
を
製
造
、
販
売
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
件
患

者
ら
に
対
し
、
自
動
車
排
出
ガ
ス
に
起
因
す
る
本
件
各
疾
病
の

発
症
、
増
悪
の
被
害
を
与
え
た
の
で
あ
り
、
被
告
メ
ー
カ
ー
ら

の
こ
れ
ら
の
自
動
車
の
製
造
、
販
売
行
為
は
、
本
件
患
者
ら
に

対
す
る
共
同
不
法
行
為
で
あ
る
。

デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
の
製
造
、
販
売
に
関
わ
る
基
本
的
な
選
択
採

用
義
務
違
反

(ガ
ソ
リ
ン
車
選
択
採
用
義
務
違
反
、
副
室
式
デ

ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン
選
択
採
用
義
務
違
反
、
電
子
制
御
燃
料
噴

射
装
置
の
採
用
義
務
違
反
)
及
び
ガ
ソ
リ
ン
車
の
製
造
、
販
売

に
関
わ
る
基
本
的
な
選
択
採
用
義
務
違
反

(各
種
三
元
触
媒
採

用
義
務
違
反
)
を
中
心
に
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
及
び
ガ
ソ
リ
ン
車

の
各
種
開
発
義
務
違
反
の
事
実
を
総
合
的
に
考
慮
す
れ
ば
、
被

告
メ
ー
カ
ー
ら
に
は
結
果
回
避
義
務
違
反
が
あ
る
。

②

被
告
メ
ー
カ
ー
の
主
張

被
害
を
も
た
ら
し
得
る

｢危
険
源
｣
を
支
配

･
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し
、
ま
た
は
で
き
る
こ
と
が
、
不
法
行
為
責
任
帰
責
の
根
幹

的
理
由
で
あ
る
が
、
被
告
メ
ー
カ
ー
ら
は
、
原
告
ら
の
主
張
す

る
被
害
の
原
因
で
あ
る
本
件
地
域
に
お
け
る
自
動
車
の
集
積
、

集
中
を
支
配

･
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
そ
う
す

る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
不
法
行
為
責
任
を
負
う

い
わ
れ
は
な
い
。
ま
た
、
原
告
ら
が
主
張
す
る
被
害
の
原
因
は
、

本
件
地
域
に
お
け
る
自
動
車
の
集
積
、
集
中
に
あ
る
が
、
被
告

メ
!
カ
ー
ら
は
、
こ
れ
を
支
配

･
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、
結
果
回
避
義
務
は
想
定
で
き
ず
、
こ
れ
に
結
び

付
く
具
体
的
な
危
険
の
予
見
可
能
性
は
存
し
な
い
。
さ
ら
に
、
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原
告
ら
の
主
張
す
る
低
減
技
術
開
発
義
務
及
び
低
減
技
術
選
択

採
用
義
務
は
そ
も
そ
も
被
告
メ
ー
カ
ー
ら
が
負
担
す
べ
き
法
的

義
務
と
な
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
開
発
等
を
怠
っ
た

事
実
も
な
い
。

③

判
決

被
告
メ
ー
カ
ー
ら
に
は
、
大
量
に
製
造
、
販
売
す
る
自
動
車

か
ら
排
出
さ
れ
る
自
動
車
排
出
ガ
ス
中
の
有
害
物
質
に
つ
い

て
、
最
大
限
か
つ
不
断
の
企
業
努
力
を
尽
く
し
て
、
で
き
る
限

り
早
期
に
ハ
こ
れ
を
低
減
す
る
た
め
の
技
術
開
発
を
行
い
、
か

つ
、
開
発
さ
れ
た
新
技
術
を
取
り
入
れ
た
自
動
車
を
製
造
、
販

売
す
べ
き
社
会
的
責
務
が
あ
る
。
し
か
し
、
民
法
上
の
過
失
責

任
の
中
核
と
な
る
結
果
回
避
義
務
は
、
具
体
的
な
状
況
の
下
に

お
い
て
適
切
な
結
果
回
避
措
置
を
探
る
べ
き
義
務
で
あ
っ
て
、

上
記
の
よ
う
な
一
般
的
か
つ
抽
象
的
な
社
会
的
責
務
を
も
っ

て
、
結
果
回
避
義
務
の
内
容
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

被
告
メ
ー
カ
ー
ら
の
行
為
が
結
果
回
避
義
務
に
違
反
し
た
も

の
と
評
価
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
①
権
利
侵
害
の
蓋
然
性

の
程
度
、
②
被
侵
害
利
益
の
重
大
性
の
程
度
、
③
当
該
義
務
を

課
す
こ
と
に
よ
る
被
告
メ
ー
カ
ー
ら
及
び
社
会
が
被
る
不
利
益

の
内
容
程
度
等
を
判
断
基
準
と
し
て
、
具
体
的
な
状
況
の
も
と

で
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
被
告
メ
ー
カ
ー
ら
は
、
遅
く
と
も
、
自
動
車
排
出
ガ

ス
に
含
ま
れ
る
二
酸
化
窒
素
、
浮
遊
粒
子
状
物
質
に
つ
い
て
の

環
境
基
準
や
許
容
限
度
が
定
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
昭
和
四
八
年

頃
に
は
、
本
件
各
道
路
に
お
い
て
そ
の
自
動
車
交
通
量
の
更
な

る
増
大
に
伴
い
、
そ
の
沿
道
地
域
に
自
動
車
排
出
ガ
ス
に
よ
る

局
所
的
な
大
気
汚
染
が
発
生
す
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
、
そ
の

沿
道
地
域
に
居
住
す
る
住
民
等
が
、
こ
れ
を
暴
露
す
る
こ
と
に

よ
り
気
管
支
ぜ
ん
息
等
の
呼
吸
器
疾
患
に
罹
患
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
予
見
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
認

め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
被
告
メ
ー
カ
ー
ら
は
、
そ
れ
ぞ

れ
独
自
に
事
業
を
行
い
、
自
動
車
の
製
造
、
販
売
活
動
を
行
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
生
産
量
、
販
売
量
に
つ
い
て
企
業
間
で
調

整
等
を
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
、被
告
メ
ー
カ
ー
ら
は
、

販
売
し
た
自
動
車
の
走
行
を
支
配
、
管
理
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
こ
と
か
ら
、
本
件
地
域
等
の
大
都
市
地
域
の
幹
線
道
路
に
お

け
る
自
動
車
の
集
中
、
集
積
に
よ
る
自
動
車
交
通
量
の
増
大
に

関
し
て
何
ら
適
切
な
回
避
措
置
を
探
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
、
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
う
ち
の
ど
の
大
気
汚
染
物
質
が
、
ど

の
程
度
の
濃
度
で
、ど
の
程
度
の
期
間
暴
露
し
た
場
合
に
発
症
、

増
悪
に
至
る
か
に
つ
い
て
、
現
在
の
医
学
的
知
見
等
に
お
い
て

も
い
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
等
か
ら
、
ど
の
様
な
、
ま

た
は
ど
の
程
度
ま
で
の
低
減
措
置
を
講
ず
れ
ば
結
果
を
回
避
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
の
こ
と
も
踏
ま
え
て
、
結
果
回
避
義
務
違
反
の
有
無
の
判

断
基
準
に
従
い
、
原
告
ら
が
主
張
す
る
よ
う
な
選
択
採
用
義
務

違
反
が
被
告
メ
ー
カ
ー
ら
に
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
す

る
と
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
義
務
が
あ
っ
た
と

認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
被
告
メ
ー
カ
ー
ら
が
結

果
回
避
義
務
に
違
反
し
た
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
被
告
メ
ー
カ
ー

ら
に
過
失
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

8

争
点
8

(損
害
額
の
算
定
等
)

①

原
告
の
主
張

被
告
ら
が
主
張
す
る
減
額
要
因
は
、
損
害
額
の
減
額
要
因
と

は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
公
健
法
給
付
は
あ
く
ま
で
財
産
的
損
害

を
填
補
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
で
は
包
括
的
慰
謝
料
を

請
求
し
て
い
る
以
上
、
公
健
法
給
付
の
控
除
は
問
題
と
な
ら
な

い
。

②

被
告
の
主
張

ア
レ
ル
ギ
ー
、
喫
煙
、
不
十
分
･
不
適
切
な
治
療
は
本
件
疾

病
の
発
症
･
増
悪
要
因
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
が
認
め

ら
れ
る
本
件
患
者
ら
は
、
賠
償
額
を
減
額
す
べ
き
で
あ
る
。
ま

た
、
公
健
法
給
付
の
う
ち
、
障
害
補
償
費
、
遺
族
補
償
費
、
遺

族
補
償
一
時
金
及
び
児
童
手
当
の
四
種
類
に
つ
い
て
は
、
慰
謝

料
的
要
素
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
損
益
相
殺
の
対
象
と
な

る
o

③

判
決

各
原
告
の
気
管
支
ぜ
ん
息
の
症
状
の
増
悪
に
係
る
期
間
、
症

状
の
程
度
そ
の
他
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
、
各
原

告
が
被
っ
た
肉
体
的
、
精
神
的
苦
痛
等
に
対
す
る
慰
謝
料
額
を

判
断
す
る

(具
体
的
な
算
定
方
法
は
明
ら
か
で
な
い
)。
各
道

路
を
煙
源
と
す
る
自
動
車
排
出
ガ
ス
ヘ
の
暴
露
が
始
ま
っ
た
時

点
で
既
に
気
管
支
ぜ
ん
息
に
罹
患
し
て
い
た
場
合

(発
症
と
の

因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
)
は
、
損
害
額
を
五
割
減
額

す
る
。
ア
ト
ピ
ー
素
因
と
い
っ
た
一
定
の
体
質
を
損
害
賠
償
の

額
を
定
め
る
に
あ
た
り
掛
酌
す
る
こ
と
は
相
当
で
な
い
と
解
す

る
。
ま
た
、
公
健
法
給
付
に
つ
い
て
は
、
慰
謝
料
的
要
素
が
ど

の
部
分
で
あ
る
か
、
ど
の
程
度
の
金
額
で
あ
る
か
等
が
不
明
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
補
償
給
付
を
損
害
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

な
お
、
遅
延
損
害
金
の
起
算
日
は
、
①
訴
状
送
達
の
日
以
前

に
死
亡
、転
居
等
に
よ
り
損
害
額
が
確
定
し
た
者
に
つ
い
て
は
、

訴
状
送
達
の
日
の
翌
日
、
②
訴
状
送
達
の
日
の
翌
日
以
降
も
被

害
が
継
続
し
て
い
る
者
で
、
訴
訟
係
属
中
に
死
亡
、
転
居
等
に

よ
り
損
害
額
が
確
定
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
損
害
が
確
定
し
た

日
、
③
訴
状
送
達
の
日
の
翌
日
以
降
も
被
害
が
継
続
し
て
い
る

者
で
、
口
頭
弁
論
終
了
時
に
お
い
て
も
被
害
が
継
続
し
て
い
る

者
に
つ
い
て
は
、
口
頭
弁
論
終
了
の
日
と
す
る
。

9

争
点
9

(消
滅
時
効
の
成
否
)

①

原
告
の
主
張

口
頭
弁
論
終
結
の
日
に
消
滅
時
効
を
援
用
す
る
旨
の
主
張
を

す
る
こ
と
は
、
民
訴
法
一
五
七
条
一
項
所
定
の
時
機
に
遅
れ
て

提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
却
下
す
べ
き
で
あ
る
。

②
被
告
の
主
張

認
定
患
者
ら
は
、
遅
く
と
も
公
健
法
に
よ
る
指
定
疾
病
罹
患

認
定
の
時
点
に
お
い
て
、
健
康
被
害
の
一
因
が
本
件
各
道
路
を

走
行
す
る
自
動
車
の
排
出
ガ
ス
に
あ
る
と
の
認
識
を
有
し
て
い
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た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
本
訴
提
起
か
ら
三
年
前
の
損
害

賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
民
法
七
二
四
条
前
段
の
消
滅
時
効

が
完
成
し
て
い
る
。

③

判
決

本
件
認
定
患
者
ら
が
、本
訴
提
訴
の
日
よ
り
三
年
以
上
前
に
、

本
件
損
害
の
発
生
及
び
そ
の
加
害
者
が
誰
で
あ
る
か
を
現
実
に

認
識
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
か
ら
、

被
告
ら
の
消
滅
時
効
の
抗
弁
は
採
用
で
き
な
い
。

層

争
点
陶

(差
止
請
求
)

①

原
告
の
主
張

本
件
差
止
請
求
の
法
的
根
拠
は
、
人
格
権
及
び
環
境
権
で
あ

る
o本

件
差
止
請
求
は
、
い
わ
ゆ
る
抽
象
的
不
作
為
請
求
と
い
わ

れ
る
類
型
に
属
す
る
が
、不
作
為
請
求
の
特
定
の
方
法
と
し
て
、

禁
止
さ
れ
る
べ
き
侵
害
行
為
を
逐
一
特
定
す
る
と
い
う
方
法
の

ほ
か
に
、
侵
害
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
特
定
の
発
生
源
の

存
在
を
前
提
と
し
て
、
除
去
さ
れ
る
べ
き
侵
害
の
結
果
ま
た
は

未
然
に
防
止
さ
れ
る
べ
き
侵
害
の
結
果
を
特
定
す
る
と
い
う
方

法
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

②

被
告
の
主
張

環
境
権
な
る
権
利
に
は
、
実
定
法
上
の
根
拠
が
認
め
ら
れ
な

い
上
、
そ
の
成
立
要
件
及
び
内
容
等
も
極
め
て
不
明
確
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
環
境
権
に
基
づ
く
差
止
請
求
権
を
有
す
る
旨
の
主

張
は
失
当
で
あ
る
。

原
告
ら
の
差
止
請
求
は
、
行
為
の
内
容
が
具
体
的
に
特
定
さ

れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
作
為
な
い
し
不
作
為
の
内
容
が
特
定
さ

れ
て
い
な
い
か
ら
、
訴
訟
物
な
い
し
訴
訟
上
の
請
求
と
し
て
の

特
定
を
欠
き
、
不
適
法
で
あ
る
。
仮
に
、
請
求
内
容
実
現
の
手

段
、
方
法
と
し
て
、
道
路
管
理
者
の
管
理
権
の
作
用
と
し
て
の

事
実
行
為
を
求
め
て
い
る
と
し
て
も
、
具
体
的
内
容
を
検
討
し

て
み
る
と
、
道
路
管
理
者
と
し
て
不
可
能
な
行
為
に
よ
る
結
果

の
実
現
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
差
止
請
求
は
棄

却
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

③

判
決

本
件
差
止
請
求
は
、
自
動
車
の
走
行
の
用
に
供
し
て
い
る
本

件
各
道
路

(侵
害
行
為
の
発
生
源
)
を
煙
と
す
る
自
動
車
排
出

ガ
ス
中
の
二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
に
つ
い
て
、
原

告
ら
の
居
住
地
等
に
お
い
て
一
定
の
数
値
を
超
え
る
汚
染
濃
度

の
大
気
汚
染

(侵
害
の
結
果
)
と
な
る
排
出
の
差
止
め
を
求
め

る
も
の
で
あ
っ
て
、
侵
害
行
為
の
発
生
源
及
び
防
止
さ
れ
る
べ

き
侵
害
の
結
果
は
特
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
強
制
執
行
の
段

階
で
、
判
決
主
文
に
違
反
す
る
状
態
が
生
じ
た
か
否
か
を
判
断

す
る
こ
と
が
、
お
よ
そ
不
可
能
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
、

適
法
で
あ
る
。
な
お
、
原
告
ら
は
、
本
件
差
止
請
求
の
根
拠
と

し
て
、
人
格
権
ま
た
は
環
境
権
を
主
張
し
て
い
る
が
、
環
境
権

に
つ
い
て
は
、
実
定
法
上
の
根
拠
が
認
め
ら
れ
な
い
上
、
そ
の

成
立
要
件
及
び
内
容
等
も
極
め
て
不
明
確
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
を
根
拠
と
す
る
差
止
請
求
は
失
当
で
あ
る
。

し
か
し
、
差
止
請
求
が
認
容
さ
れ
る
た
め
に
は
、
差
止
め
を

求
め
る
者
の
人
格
権
を
侵
害
す
る
違
法
行
為
が
、
将
来
に
お
い

て
も
継
続
さ
れ
、
ま
た
は
反
復
さ
れ
る
こ
と
が
高
度
の
蓋
然
性

を
も
っ
て
予
測
し
得
る
場
合
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、

そ
の
差
止
め
基
準
と
な
る
二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質

の
汚
染
濃
度
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
本
件
差
止

請
求
は
、
そ
の
理
由
が
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

川

本
判
決
の
特
徴

本
判
決
は
、
尼
崎
訴
訟
の
判
決
や
名
古
屋
南
部
訴
訟
の
判
決

と
比
較
し
て
、
差
止
請
求
を
棄
却
し
た
点
が
異
な
る
が
、
損
害

賠
償
請
求
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
論
点
と
な
っ
た
点

(面
的
汚

染
、自
動
車
排
出
ガ
ス
規
制
等
の
権
限
不
行
使
に
対
す
る
責
任
、

自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
責
任
)
に
つ
い
て
は
、
原
告
の
主
張
を
棄

却
し
、
ま
た
は
判
断
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
判
決
理
由
の
構

成
に
つ
い
て
は
、
大
気
汚
染
物
質
を
特
定
し
な
か
っ
た
こ
と
、

通
学
者
に
つ
い
て
責
任
を
認
め
て
い
る
こ
と
等
い
く
つ
か
相
違

点
は
あ
る
も
の
の
、
概
ね
こ
れ
ま
で
の
判
決
を
踏
襲
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

三

判
決
後
の
対
応

国
及
び
公
団
は
、
①
医
学
的
に
十
分
な
知
見
が
な
い
中
で
、

本
件
道
路
か
ら
の
自
動
車
排
出
ガ
ス
と
気
管
支
ぜ
ん
息
と
の
因

果
関
係
を
認
め
た
こ
と
、
②
道
路
管
理
者
の
責
任
を
認
め
た
国

賠
法
二
条
の
解
釈
適
用
、
等
に
不
服
が
あ
る
と
し
て
、
三

月

九
日
控
訴
し
た
。
し
か
し
、
東
京
都
は
、
国
の
自
動
車
判
決
で
、

排
出
ガ
ス
規
制
責
任
が
な
い
と
し
た
こ
と
、
道
路
が
公
害
の
発

生
源
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
承
服
で
き
な
い
が
、
こ
れ
以
上

行
政
内
部
の
論
理
を
優
先
し
て
裁
判
を
継
続
し
、
結
論
を
先
送

り
す
べ
き
で
な
い
と
し
て
、
控
訴
し
な
か
っ
た
。

一
方
、
原
告
も
、
①
面
的
汚
染
を
否
定
し
た
こ
と
、
②
〆
!

カ
ー
の
責
任
を
認
め
な
か
っ
た
こ
と
、
③
排
ガ
ス
規
制
を
怠
っ

た
国
の
責
任
と
交
通
規
制
を
怠
っ
た
東
京
都
の
責
任
に
つ
い
て

判
断
し
て
い
な
い
こ
と
、
等
に
不
服
が
あ
る
と
し
て
、
三

月

一
二
日
控
訴
し
た
。
な
お
、
東
京
都
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任

が
認
容
さ
れ
た
五
人
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
に
対
し
て
は
控
訴

を
し
な
か
っ
た
。
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一

地
方
分
権
改
革
推
進
会
議
検
討
の
経
緯

地
方
分
権
改
革
推
進
会
議
は
、
平
成
一
三
年
に
廃
止
さ

れ
た
地
方
分
権
推
進
委
員
会
の
後
を
受
け
、
同
年
七
月
一

三
日
に
三
年
間
の
期
間
を
限
っ
て
設
置
さ
れ
た
内
閣
総
理

大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
。
地
方
分
権
の
一
層
の
推
進
を

図
る
観
点
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、
国
と

地
方
公
共
団
体
と
の
役
割
分
担
に
応
じ
た
事
務
･
事
業
の

在
り
方

･
税
財
源
の
配
分
の
在
り
方
、
地
方
公
共
団
体
の

行
財
政
改
革
の
推
進
等
行
政
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
地
方

制
度
に
関
す
る
重
要
事
項
で
緊
急
に
検
討
す
べ
き
も
の
を

調
査
審
議
し
、
そ
れ
ら
重
要
事
項
に
関
し
内
閣
総
理
大
臣

に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
、当
会
議
の
所
掌
事
務
で
あ
る
。

会
議
の
構
成
メ
ン
バ
ー
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

◆
地
方
分
権
改
革
推
進
会
議
メ
ン
バ
ー

議
長西

室

泰
三

㈱
東
芝
取
締
役
会
長

議
長
代
理

水
口

弘
一

㈱
野
村
総
合
研
究
所
元
社
長

委
員赤

崎

義
則

鹿
児
島
市
長

岩
崎
美
紀
子

筑
波
大
学
社
会
科
学
系
教
授

岡
崎

洋

神
奈
川
県
知
事

神
野

直
彦

東
京
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
教
授

寺
島

実
郎

㈱
三
井
物
産
戦
略
研
究
所
所
長

竹
内
佐
和
子

森
田

朗

吉
田

和
男

吉
永
み
ち
子

限
ら
れ
た
期
間
内
で
任
務
を
果
た
す
べ
く
、
当
会
議
は

国
と
地
方
の
役
割
分
担
に
応
じ
た
事
務

･
事
業
の
在
り
方

か
ら
重
点
的
に
審
議
す
る
こ
と
と
し
、
平
成
一
四
年
六
月

に
会
議
と
し
て
の
地
方
分
権
改
革
に
つ
い
て
の
基
本
的
な

考
え
方
を
取
り
ま
と
め
た

｢事
務
･
事
業
の
在
り
方
に
関

す
る
中
間
報
牛已

を
総
理
へ
報
告
し
た
。
そ
の
後
、
同
月

に
閣
議
決
定
さ
れ
た
｢経
済
財
政
運
営
と
構
造
改
革
に
関

す
る
基
本
方
針
二
〇
〇
二
｣
(参
考
1
)
及
び
そ
れ
に
基

づ
き
総
理
よ
り
示
さ
れ
た

｢三
位
一
体
の
改
革
に
つ
な
が

る
国
と
地
方
の
事
務
事
業
の
在
り
方
、
国
庫
補
助
負
担
金

の
廃
止
等
に
関
す
る
原
案
を

一
〇
月
を
目
途
に
作
成
す

る
｣
と
い
う
方
針
を
踏
ま
え
、
本
会
議
二
一
回
･
小
委
員

会
二
一
回
･
本
会
議
小
委
員
会
合
同
会
議
七
回
の
計
四
九

回
に
わ
た
る
会
議
の
開
催
や
、
三
重
県
･
静
岡
県
で
の
地

方
視
察
、
関
係
省
庁
･
地
方
公
共
団
体
･各
界
の
有
識
者

か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
精
力
的
に
審

議
を
重
ね
、
一
〇
月
三
〇
日
に
、
最
終
報
告
た
る

｢事

務
･
事
業
の
在
り
方
に
関
す
み
意
見
｣
を
総
理
へ
提
出
し

た
。
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二

｢事
務
･
事
業
の
在
り
方
に
関
す
る
意
見
｣

の
概
要

最
終
報
告
と
し
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
た

｢事
務
･
事
業

の
在
り
方
に
関
す
る
意
見
｣
は
、
全
行
政
分
野
を
聖
域
な

く
見
直
し
た
も
の
で
あ
り
、
各
省
庁
と
合
意
し
た
事
項
の

み
な
ら
ず
、
合
意
に
至
ら
な
か
っ
た
事
項
を
含
め
て
、
五

重
複
投
資
の
調
整
に
よ
り
実
効
の
あ
る
も
の
と
し
て
い

分
野
一
三
五
項
目
に
わ
た
る
具
体
的
措
置
を
提
言
と
し
て

く
必
要
が
あ
る
。

掲
げ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
調
整
の
仕
組
み
は
、
従
来
、
法
令
の
規

｢事
務

･
事
業
の
在
り
方
に
関
す
る
意
見
｣
の
全
体
の

概
要
を
ま
と
め
た
も
の
が

(参
考
2
39
ペ
ー
ジ
参
昭
◇

で

あ
る
。

三

道
路
関
係
部
分
の
概
要

以
下
で
は
、
全
一
三
五
項
目
に
わ
た
る
具
体
的
措
置
の

提
言
の
う
ち
、
道
路
行
政
に
関
係
す
る
部
分
で
あ
っ
て
、

会
議
の
審
議
過
程
に
お
い
て
特
に
活
発
な
議
論
が
交
わ
さ

れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
紹
介
し
て
い
く
。

○
複
数
省
庁
が
所
管
す
る
公
共
事
業
に
お
け
る
調
整
シ
ス

テ
ム
の
明
確
化

【平
成
一
四
年
度
中
に
着
手
】

道
路
と
農
林
道
、
下
水
道
･
農
業
集
落
排
水
･合
併

処
理
浄
化
槽
、
地
す
べ
り
等
の
災
害
関
連
事
業
、
海
岸

事
業
、
港
湾
･漁
港
等
複
数
省
庁
が
所
管
す
る
類
似
事

業
に
つ
い
て
は
、
第
3
次
行
革
審
の
指
摘
も
踏
ま
え
、

法
律
に
基
づ
く
基
本
計
画
、
協
議
調
整
規
定
の
適
切
な

運
用
、
関
係
省
庁
間
で
の
調
整
会
議
の
設
置
や
地
方
公

共
団
体
へ
の
通
達
に
基
づ
く
調
整
の
仕
組
み
の
導
入
な

ど
に
よ
り
、
一
定
の
成
果
を
上
げ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
今
後
、
調
整
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
国
と
地
方
の

関
係
に
つ
い
て
も
、
国
民
に
と
っ
て
よ
り
分
か
り
や
す

く
、
透
明
と
感
じ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
地
域
に
お
け
る

く
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
調
整
の
仕
組
み
は
、
従
来
、
法
令
の
規
定

の
ほ
か
、
関
係
省
庁
か
ら
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
発

出
さ
れ
た
通
知
等
に
気
づ
き
実
施
さ
れ
て
き
た
が
、
地

方
分
権
一
括
法
の
施
行
に
伴
う
一
括
整
理
に
際
し
、
内

容
や
法
的
性
格
、
効
力
等
が
不
明
確
な
ま
ま
と
な
っ
て

い
る
面
が
あ
る
。
そ
の
後
、
所
要
の
措
置
が
講
じ
ら
れ

た
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

通
知
内
容
を
整
理
す
る
な
ど
に
よ
り
、
通
知
や
こ
れ
に

基
づ
く
都
道
府
県
構
想
の
法
的
性
格
の
明
確
化
を
図
る

と
と
も
に
、
調
整
の
効
果
、
地
方
公
共
団
体
と
国
の
関

係
省
庁
の
調
整
の
在
り
方
、
構
想
策
定
に
係
る
関
係
市

町
村
や
地
域
住
民
の
意
見
の
反
映
の
在
り
方
な
ど
の
明

確
化
を
図
り
、
周
知
徹
底
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。
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○
河
川
･道
路
の
直
轄
管
理
区
間
の
指
定
基
準
の
法
令
化

【平
成
一
四
年
度
中
に
着
手
】

河
川
及
び
道
路
に
つ
い
て
の
直
轄
管
理
区
間
の
指
定

基
準
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
五
年
度
を
初
年
度
と
す
る

国
土
交
通
社
会
資
本
整
備
重
点
化
計
画

(仮
称
)
の
策

定
過
程
に
お
い
て
必
要
な
作
業
を
行
い
、
策
定
す
る
。

な
お
、
国
道
の
直
轄
管
理
区
間
の
指
定
基
準
に
つ
い

て
は
、
当
該
基
準
が
、
新
設
･
改
築
に
関
す
る
国
と
地

方
の
役
割
分
担
に
も
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

◆経済財政運営と構造改革に関する基本方針2 0 0 2 (平成14 年6月25日閣議決定) (抜粋)

第4部 歳出の主要分野における構造改革

て

=

ネ

、
助

し

る

　
　

財

小

つ

大
踏

、
途

　　　　　　　　

国

)

関
踏

内

で

以

(1) 地方行財政改革については、これを強力かつ一体的に推進する必要がある。先ず、 国の

関与を縮小し、地方の権限と責任を大幅に拡大する。地方分権改革推進会議の調査審議も

踏まえつつ、福祉、教育、社会資本などを含めた国庫補助負担事業の廃止 ･縮減について、

内閣総理大臣の主導の下、各大臣が責任を持って検討し、年内を目途に結論を出す。

(2) これを踏まえ、 国庫補助負担金、 交付税、税源移譲を含む税源配分のあり方を三位一体

で検討し、 それらの望ましい姿とそこに至る具体的な改革工程を含む改革案を、 今後一年



○
地
方
公
共
団
体
と
地
方
部
局
と
の
定
期
的
会
議
の
開
催

【平
成
一
四
年
度
中
に
実
施
】

地
方
公
共
団
体
幹
部
と
国
土
交
通
省
の
地
方
部
局
幹

部
の
定
期
的
会
議
を
設
置
し
、
事
業
等
に
係
る
情
報
交

換

･
意
志
疎
通
の
円
滑
化
を
図
る
。

○
直
轄
事
業
負
担
金
を
徴
収
す
る
直
轄
事
業
の
実
施
に
係

る
地
方
公
共
団
体
と
の
事
前
協
議
等

【平
成
一
四
年
度

以
降
逐
次
実
施
】

従
来
か
ら
行
っ
て
い
る
事
業
等
に
係
る
情
報
交
換
･

意
志
疎
通
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
措
置
を
周
知
、
徹

底
す
る
と
と
も
に
、
新
た
に
設
置
す
る
地
方
公
共
団
体

幹
部
と
地
方
部
局
幹
部
と
の
定
期
的
会
議
に
お
い
て
、

調
整
を
図
る
。
さ
ら
に
、
当
該
会
議
を
活
用
し
て
、
直

轄
事
業
負
担
金
の
負
担
に
係
る
問
題
点
の
実
態
及
び
そ

の
解
決
方
法
に
つ
い
て
検
討
し
、
実
態
上
問
題
が
生
じ
な

い
よ
う
協
議
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
･改
善
を
図
る
。

な
お
、
当
会
議
と
し
て
は
、
地
域
に
受
益
と
の
関
係

で
負
担
を
求
め
る
直
轄
事
業
負
担
金
制
度
が
維
持
さ
れ

る
場
合
、
こ
う
し
た
取
組
み
及
び
そ
の
定
着
状
況
を
見

定
め
た
上
で
検
討
を
行
い
、
な
お
必
要
性
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
直
轄
事
業
の
実
施
に
当
た
っ

て
地
方
公
共
団
体
と
の
事
前
協
議
制
度
等
の
導
入
を
検

討
す
る
よ
う
、
提
言
し
た
い
。

○
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
道
路
整
備
に
資
す
る
道
路
の
構

造
に
係
る
見
直
し

【平
成
一
五
年
度
以
降
逐
次
実
施
】

地
域
の
実
情
に
応
じ
た
道
路
整
備
を
弾
力
的
に
進
め

る
観
点
か
ら
、
道
路
構
造
令
等
の
基
準
の
見
直
し
等
を

行
い
、
道
路
の
構
造
に
係
る
ロ
ー
カ
ル
･
ル
ー
ル
を
導

入
す
る
。

ま
ず
、
交
通
量
が
少
な
く
狭
縊
で
あ
る
が
、
沿
線
住

民
の
生
活
維
持
の
観
点
か
ら
必
要
不
可
欠
な
中
山
間
地

域
の
道
路
の
区
間
に
つ
い
て
、
地
域
の
実
情
に
合
致
し

た
道
路
構
造
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
-
-疋
の
旅
行
速
度

と
安
全
性
の
確
保
を
迅
速
に
実
施
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
一
･
五
車
線
的
道
路
整
備
手
法
を
導
入
す
る
。

さ
ら
に
、
都
市
内
に
お
い
て
限
ら
れ
た
道
路
空
間
や

コ
ス
ト
縮
減
等
の
課
題
に
対
処
す
る
た
め
、
乗
用
車
や

小
型
ト
ラ
ッ
ク
の
み
通
行
可
能
と
す
る

｢乗
用
車
専
用

道
路
｣
制
度
等
を
導
入
す
る
。

○
道
路
関
係
の
統
合
補
助
金
の
拡
大
の
検
討
、
地
方
道
路

整
備
臨
時
交
付
金
の
運
用
の
実
態
把
握
と
改
善

【逐
次

実
施
】

道
路
関
係
の
補
助
事
業
に
お
け
る
統
合
補
助
金
の
拡

大
を
検
討
す
る
。
地
方
道
路
整
備
臨
時
交
付
金
に
つ
い

て
、
運
用
の
実
態
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
結

果
に
基
づ
き
、
所
要
の
改
善
に
努
め
る
。

○
地
方
道
路
公
社
の
在
り
方
の
検
討

【逐
次
検
討
】

地
方
道
路
公
社
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
国
に
お
け

る
特
殊
法
人
改
革
の
動
向
等
を
踏
ま
え
て
、検
討
す
る
。

○
国
庫
補
助
負
担
事
業
縮
減
の
方
向

道
路
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
道
の
う
ち
そ
の
効
果
が

市
町
村
内
に
と
ど
ま
る
も
の
へ
の
国
庫
補
助
負
担
事
業

は
原
則
と
し
て
廃
止
･
縮
減
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
国
道
補
助
区
間
や
主
要
地
方
道
を
始
め
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
形
成
の
観
点
等
か
ら
重
要
な
も
の
へ
重
点
化
を

図
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
国
庫
補
助
負
担
事

業
は
、
採
択
基
準
の
引
上
げ
等
の
検
討
や
、
バ
イ
パ
ス

の
整
備
や
大
規
模
な
交
差
点
改
良
等
の
基
幹
的
な
事

業
、
短
期
間
に
集
中
的
に
施
行
す
る
必
要
の
あ
る
事
業

等
に
重
点
化
し
て
い
く
こ
と
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
農
道
整
備
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
の
生
産

基
盤
整
備
等
と
関
連
し
て
行
う
農
道
整
備
等
を
除
き
、

道
路
事
業
と
同
様
の
方
向
で
、
地
方
単
独
事
業
と
の
役

割
分
担
を
踏
ま
え
、
見
直
し
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

四

今
後
の
見
通
し

今
後
、
地
方
分
権
改
革
推
進
会
議
は
、
年
末
ま
で
に
取

り
ま
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
国
庫
補
助
負
担
事
業
の
廃

止
･
縮
減
に
つ
い
て
の
政
府
の
基
本
方
針
を
踏
ま
え
、
本

意
見
で
示
し
た
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
在
り
方
に
基
づ

き
、
国
庫
補
助
金

･
地
方
交
付
税
交
付
金

･
税
源
移
譲
を

含
む
税
源
配
分
を
三
位
一
体
で
検
討
し
て
い
く
。併
せ
て
、

地
方
行
財
政
改
革
の
推
進
等
の
行
政
体
制
の
整
備
に
つ
い

.QR "首矛〒ヤ つnn? 1つ



参考2

◆｢事務 ･事業の在り方に関する意見｣のポイント 一目主 ･自立の地域社会を目指して一

地方分権改革推進会議

1 . 本意見の位置付け
0国と地方の役割分担に応じた事務事業の在り方についての意見。
○あわせて国庫補助負担事業の在り方について検討。関連する国庫補助負担金の在り方についても言及。
0 各分野を聖域なく見直し。 各省庁と合意した事項のみならず、 合意に至らなかった事項を含め意見を提

出。

2 . 改革の方向等
o f補完性の原理｣ の基づく国と地方の役割の適正化

3 ナショナル ･ミニマムの達成から地域が選択する地域ごとの最適状態 (ローカル ･オプティマム) の

実現へ
○地域における行政の総会生の推進
○地方の創意工夫の発揮と知恵とアイディアの地域間競争
○地方における自立的な財政運営が可能なシステムの形成

3受益と負担の関係が明確な仕組みを作ることが必要
○国の決定についての地方の参画の確保

0自主 ･自立の地域社会の形成
0分権型行政システムへの転換に向けた国と地方の意識改革が重要

3 . 今後の予定
○国の地方への関与の廃止 ･縮減と、それに基づく国庫補助負担事業の廃止 ･縮減の議論は、経済財政諮
問会議を始めとする政府盤都内での議論へ。

○当会議の審議は次の段階に移行。本意見で示した国と地方の役割分担に基づき、国と地方の槌趾盪原配分
の在り方について、 基本方針 2 0 0 2を踏まえ三館一僅で検討。地方行財政改革の推進等行政体制の整
備についても塗肘。

4 . 分野別の見直し方針と具体的措置の提言
◎ 5 分野別に、 1 3 5項目の具体的措置を提言
◎主要課題

匿顫圓
0幼稚園教諭 ･保育士資格の一元化
0幼稚園 ･保育所の制度の一元化
0保健所長の医師資格要件の廃止
○高齢者 ･障害者等の職業紹介

　　　　　　
0義務教育費国庫負担制度の見直し ･交付金化 ･一般財源化等
0教職員給与の政令市負担
0市町村費による教職員配置

　　　　
0補助事業等における国と地方の関係の明確化、再評価システムにおける補助金返還ルールの明確化
0直轄事業の事前協議等
○ ｢改革と展望｣ の期間中における国庫補助負担事業の廃止 ･縮減
○事業分野毎の見直し (市町村事業の国庫補助金の原則廃止 ･縮減、採択基準の引き上げ、助成の重点化)

　○協同農業者普及事業の在り方の検討
0農業委員会の在り方の検討
0中小企業関係補助事業の廃止 ･縮減

　　　　　　　

て
も
、
そ
の
新
た
な
在
り
方
を
検
討
し
て
い
く
。

大
臣
が
責
任
を
持
っ
て
検
討
し
た
上
で
年
内
を
目
途
に
結

政
府
の
対
応
と
し
て
は
、
国
庫
補
助
負
担
事
業
の
廃

論
を
出
し
、
｢予
算
編
成
の
基
本
方
針
｣、
｢改
革
と
展
望
｣

止
･
縮
減
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
主
導
の
下
、
各

へ
と
反
映
さ
せ
る
。
そ
の
後
平
成
一
五
年
の
一
月
か
ら
六

月
に
か
け
て
、
経
済
財
政
諮
問
会
議
に
お
い
て
、
｢三
立

一
体
｣
の
改
革
工
程
表
作
成
に
向
け
て
の
審
議
が
行
わ
れ

る
予
定
で
あ
る
。

　　
　　　
行 ｢
わ 三
れ 位

道行セ 20021 2 39

0醤察組織の基準の弾力化
○常備消防 ･救急実施義務市町村の政令指定制度の廃止



こ
の
度
、
道
路
整
備
促
進
期
成
同
盟
会
全
国
協
議
会
と

全
国
道
路
利
用
者
会
議
の
共
催
に
よ
る
｢第
七
回
海
外
道

路
視
察
団
｣
の
一
員
と
し
て
、
去
る
一
〇
月
二
日
か
ら
一

一
日
ま
で
の
一
〇
日
間
ベ
ル
ギ
ー
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア

の
三
カ
国
を
訪
問
す
る
機
会
を
得
ま
し
た
。
出
発
前
日
に

心
配
さ
れ
た
大
型
台
風
も
通
り
過
ぎ
晴
天
の
中
を
出
発
、

参
加
し
た
総
勢
二
二
名
の
視
察
団
は
、
途
中
大
き
な
ト
ラ

ブ
ル
も
な
く
、
元
気
に
各
国
の
道
路
整
備
状
況
を
視
察
す

る
と
と
も
に
各
訪
問
先
で
は
懇
切
丁
寧
な
説
明
を
伺
い
、

活
発
な
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

以
下
、
視
察
し
た
各
国
の
道
路
事
情
を
個
人
的
な
感
想

も
含
め
、
簡
単
に
報
告
い
た
し
ま
す
。

薹
ベ
ル
ギ
ー

=
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
、
ブ
ル
ー
ジ
ュ
=

今
回
の
視
察
は
、
成
田
空
港
を
午
前
一
〇
時
三
〇
分
発

の
日
航
機
で
出
発
し
、
一
路
ス
イ
ス
ま
で
の
三
一時
間
に

お
よ
ぶ
忍
耐
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
ベ
ル
ギ
ー
へ
は
、
ス
イ

ス
で
飛
行
機
を
乗
り
換
え
て
現
地
時
間
で
二
〇
時
過
ぎ
ブ

リ
ュ
ッ
セ
ル
空
港
に
到
着
し
た
。
宿
泊
し
た
ホ
テ
ル
は
地

下
鉄
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
北
駅
に
近
く
、
ホ
テ
ル
の
前
は
芝
生

の
広
場
が
広
が
り
、木
々
も
紅
葉
を
は
じ
め
た
と
こ
ろ
で
、

気
候
も
ち
ょ
う
ど
よ
い
時
期
だ
。

翌
三
日
は
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
北
約
一
〇
〇
如
に
あ
る
ブ

ル
ー
ジ
ュ
の
町
の
視
察
。
ブ
ル
ー
ジ
ュ
ヘ
は
バ
ス
で
向
う
。

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
市
内
の
道
路
は
、
路
上
駐
車
が
多
く
、
中

に
は
道
路
の
両
側
に
駐
車
し
て
い
る
所
も
あ
り
、
特
に
バ

ス
の
よ
う
な
大
型
車
が
脇
道
に
入
る
と
き
な
ど
何
度
も
切

り
返
し
た
り
し
て
運
転
す
る
に
は
大
変
だ
っ
た
。

ベ
ル
ギ
ー
の
高
速
道
路
は
無
料
。
高
速
道
路
は
、
ト
ン

ネ
ル
、
橋
な
ど
ほ
と
ん
ど
無
く
、
両
側
の
地
形
と
ほ
ぼ
同

じ
高
さ
に
作
ら
れ
て
お
り
、
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
な
ど
も
中
央

分
離
帯
に
あ
る
他
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
高
速
道
路
の
両
脇

は
と
う
も
ろ
こ
し
畑
や
牧
場
な
ど
で
ガ
ー
ド
ロ
ー
プ
が
張

ら
れ
て
い
る
程
度
で
、
無
駄
の
な
い
造
り
で
あ
る
。

ブ
ル
ー
ジ
ュ
の
町
は
古
く
か
ら
商
人
の
町
と
し
て
栄
え

た
と
の
こ
と
、
道
路
も
狭
く
、
ほ
と
ん
ど
が
石
畳
の
道
路

で
歩
く
の
に
大
変
つ
ら
い
。
道
路
が
狭
い
た
め
ゴ
ミ
収
集

車
な
ど
は
歩
道
に
一
部
乗
り
上
げ
て
作
業
を
し
て
い
る
有

様
で
、
日
本
と
よ
く
似
た
も
の
だ
。
信
号
機
は
、
日
本
の

よ
う
に
高
く
な
く
、
地
上
二
m
前
後
の
高
さ
に
あ
り
、
歩

行
者
や
ド
ラ
イ
バ
ー
に
と
っ
て
見
や
す
い
。
町
中
の
交
差

点
は
ロ
ー
タ
リ
ー
が
多
く
、
後
日
行
政
庁
か
ら
の
説
明
で

は
事
故
を
少
な
く
す
る
た
め
に
ロ
ー
タ
リ
ー
に
し
た
と
の

こ
と
で
、
実
際
に
事
故
も
減
っ
た
と
の
こ
と
。

四
日
は
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
大
都
市
圏
行
政
庁
を
訪
問
し
、

鰍
州
霊
地
鬮
⑭
鍾

躯
情
調
鱸
に
参
加
し
て

道
路
局
国
道
課
課
長
補
佐

長
沼

佳
幸



交
通
政
策
局
、
道
路
局
、
交
通
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
セ
ン
タ
ー

の
方
々
か
ら
説
明
を
受
け
た
。

交
通
政
策
局
か
ら
は
、
イ
リ
ス
プ
ラ
ン
(ゆ
り
プ
ラ
ン
)

に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
、
公
共
交
通
の
利
用
性
の
向
上
、

バ
ス
の
走
行
性

･
定
時
性
の
確
保
、
快
適
な
街
づ
く
り
、

住
民
の
増
加
な
ど
を
目
的
に
、
現
在
、
自
転
車
の
利
用
率

の
ア
ッ
プ
、
歩
行
者
や
身
障
者
の
た
め
の
快
適
な
公
共
交

通
の
確
保
、
自
転
車
専
用
道
路
の
整
備
な
ど
の
政
策
を
行

っ
て
い
る
と
の
こ
と
。
財
源
問
題
は
何
処
に
も
あ
る
よ
う

で
、
市
内
の
住
民
が
市
外
に
移
り
住
ま
な
い
よ
う
に
、
車

に
よ
る
市
外
へ
の
外
出
を
防
止
す
る
た
め
の
パ
ー
キ
ン
グ

の
設
置
、
高
速
電
車
の
停
車
駅
の
間
隔
を
あ
げ
る
、
会
社

に
パ
ー
キ
ン
グ
を
置
か
な
い
な
ど
の
制
約
等
を
設
け
て
い

る
と
の
こ
と
o

道
路
局
か
ら
は
、
局
内
の
組
織

(各
部
の
担
当
)
に
つ

い
て
説
明
が
あ
り
、
そ
の
中
で
建
造
物
部
で
は
道
路
に
百

を
越
す
美
術
作
品
の
設
置
な
ど
を
行
っ
た
と
の
こ
と
で
、

そ
の
目
的
を
尋
ね
る
と
道
路
価
値
を
上
げ
る
た
め
、
道
路

に
対
す
る
印
象
が
変
わ
っ
て
く
る
。
市
民
が
市
内
に
留
ま

る
よ
う
に
市
内
を
快
適
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

が
、
か
え
っ
て
脇
見
運
転
に
よ
る
事
故
が
多
く
な
る
の
で

な
い
か
と
心
配
す
る
。

ま
た
、
交
通
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
セ
ン
タ
ー
で
は
、
管
理
し

て
い
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
基
に
地
図
を
つ
く
り
渋
滞
の
原

因
を
解
析
し
、
渋
滞
解
消
に
役
立
て
て
お
り
、
将
来
的
に

は
警
察
･
消
防
な
ど
と
の
連
携
を
強
化
し
カ
メ
ラ
映
像
な

ど
を
提
供
し
た
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
市
内
道
路
は
、
メ
イ
ン
道
路
以
外
は

ほ
と
ん
ど
石
畳
で
穴
ぼ
こ
も
あ
り
、非
常
に
歩
き
に
く
い
。

こ
れ
で
市
民
か
ら
の
苦
情
は
な
い
の
か
。
わ
き
道
に
入
る

と
や
た
ら
と
一
方
通
行
が
多
く
目
に
つ
く
。
自
転
車
専
用

道
路
は
、
一
八
路
線
中
三
路
線
が
供
用
し
て
い
る
と
の
こ

と
で
、
車
の
抑
制
や
環
境
対
策
な
ど
の
た
め
に
も
こ
れ
か

ら
大
き
な
役
割
を
果
た
す
の
で
は
な
い
か
。
ベ
ル
ギ
ー
で

は
、
道
路
網
は
ほ
ぼ
完
成
し
て
お
り
、
主
要
な
業
務
は
維

持
管
理
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

榊
ド
イ
ツ

=
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
=

五
日
は
移
動
日
。
昼
過
ぎ
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
行
き
の

飛
行
機
が
キ
ャ
ン
セ
ル
に
な
り
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
経
由
で
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
空
港
に
向
う
。
理
由
は
乗
客
数
が
少
な
い

た
め
の
キ
ャ
ン
セ
ル
と
か
。
出
発
時
間
が
早
ま
っ
た
た
め

に
昼
食
が
機
内
食
と
な
っ
た
が
、
堅
い
パ
ン
に
ハ
ム
な
ど

を
挟
ん
だ
も
の
で
私
に
は
ど
う
し
て
も
合
わ
な
い
が
、
地

元
女
性
な
ど
お
代
わ
り
ま
で
し
て
食
べ
て
い
て
び
っ
く

り
。
一
七
時
頃
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
空
港
到
着
。
あ
い
に

く
の
雨
。
空
港
よ
り
バ
ス
で
今
晩
の
宿
泊
地
ハ
イ
デ
ン
ベ

ル
グ

(学
生
の
町
)
へ
向
う
。
途
中
面
白
い
と
感
じ
た
の

は
、
一
般
道
の
信
号
機
が
色
は
赤
･
黄
･
青
の
三
色
で
日

本
と
変
わ
ら
な
い
が
、
赤
か
ら
青
に
変
わ
る
時
に
黄
が
つ

い
て
か
ら
青
に
変
わ
る
。
こ
れ
は
止
ま
っ
て
い
る
車
が
ス

タ
ー
ト
の
用
意
を
す
る
た
め
な
の
か
。
ま
さ
か
。

六
日
は
古
城
街
道
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
街
道
、
ア
ウ
ト
バ

ー
ン
を
通
り
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
へ
の
移
動
。
バ
ス
は
ネ
ッ
カ
ー

川
沿
い
を
ロ
ー
デ
ン
ベ
ル
グ
に
向
う
。
片
側
一
車
線
の
道

路
で
交
通
量
も
少
な
く
順
調
に
走
行
。
ネ
ッ
カ
ー
川
は
水

量
の
多
い
割
に
護
岸
は
自
然
の
ま
ま
。
流
は
緩
や
か
な
の

だ
ろ
う
が
素
人
目
に
は
心
配
で
あ
る
。
日
本
で
は
古
城
街

道
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
道
路
沿
い
に
は
約
四
〇
〇
も
の
お

城
が
あ
る
と
の
こ
と
で
車
窓
か
ら
も
そ
の
い
く
つ
か
を
見

る
こ
と
が
で
き
た
。
一
方
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
街
道
は
交
通
量

も
多
く
、
広
々
と
し
た
農
地
の
中
を
走
る
。
ア
ウ
ク
ス
ブ

ル
グ
か
ら
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
に
乗
り
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
向
う

が
、
な
ぜ
か
反
対
車
線
が
ひ
ど
い
渋
滞
。
途
中
の
P
A
の

な
か
に
ト
イ
レ
や
ゴ
ミ
箱
も
無
く
、
休
憩
だ
け
の
ス
ペ
ー

ス
を
確
保
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
が
、
渋
滞
な
ど
の

な
い
路
線
の
P
A
な
ど
は
売
店
や
ト
イ
レ
を
設
置
せ
ず
に

こ
の
よ
う
な
も
の
で
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
地
形
的
な

制
約
が
な
い
せ
い
か
、
橋
、
ト
ン
ネ
ル
な
ど
が
ほ
と
ん
ど

な
く
、
周
囲
の
風
景
に
も
溶
け
込
ん
で
い
る
よ
う
に
感
じ

ら
れ
た
。
ま
た
、
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
の
標
識
類
も
日
本
と
よ

く
似
て
い
た

(ル
ー
ト
表
示
、
距
離
表
示
、
非
常
電
話
、

s
A
･
P
A
の
案
内
、
所
在
地
の
観
光
案
内
、
交
通
状
況

が
入
る
の
だ
ろ
う
ラ
ジ
オ
周
波
数
の
表
示
な
ど
)
。
ミ
ュ

ン
ヘ
ン
市
内
も
や
は
り
路
上
駐
車
が
多
く
、
バ
ス
や
路
面

電
車
も
走
っ
て
お
り
ベ
ル
ギ
ー
と
よ
く
似
て
い
る
。
歩
道

に
は
自
転
車
道
も
設
置
さ
れ
て
い
る
。

七
日
、
午
前
中
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
市
な
ど
を
管
轄
す
る
バ
イ



エ
ル
ン
州
政
府
を
訪
問
。

道
路
財
源
は
、
法
制
化
さ
れ
た
ガ
ソ
リ
ン
税

(連
邦
)

と
自
動
車
税

(州
)
が
あ
る
が
、
道
路
財
源
と
し
て
使
用

で
き
る
の
は
そ
の
三
分
の
一
、
残
り
の
三
分
の
二
は
一
般

財
源
と
し
て
国
防
や
福
祉
に
使
わ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。

連
邦
の
道
路
予
算
も
厳
し
く
現
在
の
税
率
も
高
い
こ
と
か

ら
税
率
を
あ
げ
る
こ
と
も
難
し
い
と
の
こ
と
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
来
年
か
ら
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
を
有
料

化

(
三
一t
以
上
の
貨
物
車
に
限
定
)
す
る
こ
と
が
検
討

さ
れ
て
い
る
。
有
料
化
の
裏
に
は
ド
イ
ツ
の
ア
ウ
ト
バ
ー

ン
を
無
料
で
利
用
す
る
周
辺
国
の
貨
物
輸
送
車
対
策
も
あ

る
よ
う
だ
。
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
は
交
通
量
も
増
加
し
て
い
て

現
在
で
も
飽
和
状
態
で
国
全
体
の
財
政
状
況
が
厳
し
い
中

で
、
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
七
五
蹴
を
四
車
線
か
ら
六
車
線
に
拡

幅
す
る
予
算

(六
億
ユ
ー
ロ
)
の
確
保
が
当
面
の
課
題
で

あ
る
。

ま
た
、
新
た
な
道
路
の
建
設
は
、
住
民
の
反
対
が
強
く

裁
判
に
な
る
こ
と
や
環
境
保
護
な
ど
に
関
す
る
E
U
レ
ベ

ル
で
の
審
査
に
時
間
が
か
か
る
な
ど
課
題
も
多
い
と
の
こ

"と
0空

港
に
向
か
う
途
中
、
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
を
行
っ

て
い
る
駐
車
場
に
立
ち
寄
っ
た
が
、
無
料
の
駐
車
場
も
含

め
相
当
数
整
備
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。

圓
イ
タ
リ
ア

=
ロ
ー
マ
、
ミ
ラ
ノ
=

ロ
ー
マ
の
空
港
に
は
、
二
一
時
に
到
着
、
バ
ス
で
ホ
テ

ル
へ
。
ロ
ー
マ
市
内
の
道
路
も
路
上
駐
車
で
車
が
列
を
な

し
て
止
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
数
た
る
も
の
ベ
ル
ギ
ー
、
ド

イ
ツ
以
上
で
あ
る
。

八
日
は
ラ
ッ
チ
オ
州
政
府
を
訪
問
。
市
内
の
路
上
駐
車

の
ひ
ど
さ
を
改
め
て
感
じ
る
。
市
内
の
道
路
は
、
ほ
と
ん

ど
が
石
畳
で
あ
る

(夕
食
に
タ
ク
シ
ー
を
使
っ
て
食
事
に

行
っ
た
が
、
乗
り
心
地
は
当
然
よ
く
な
い
)。

州
政
府
で
は
早
速
路
上
駐
車
に
つ
い
て
質
問
。
ロ
ー
マ

市
民
は
各
家
庭
に
二
、
三
台
の
車
を
持
っ
て
お
り
、
駐
車

場
付
き
の
ア
パ
ー
ト
な
ど
整
備
し
て
も
一
台
分
の
駐
車
場

は
確
保
で
き
る
が
、
残
り
は
路
上
へ
の
駐
車
に
な
る
と
の

こ
と
。
市
民
意
識
と
し
て
公
共
駐
車
場
に
止
め
る
と
い
う

意
識
が
最
近
や
っ
と
出
て
き
た
と
の
こ
と
だ
が
、
ロ
ー
マ

市
内
は
ど
こ
を
掘
っ
て
も
遺
跡
が
出
る
こ
と
か
ら
そ
の
処

理
に
時
間
が
か
か
り
、
な
か
な
か
整
備
で
き
な
い
。
ま
た
、

立
体
駐
車
場
も
景
観
の
問
題
が
あ
り
高
く
で
き
な
い
と
の

こ
と
。
州
政
府
で
は
最
後
に
昼
食
ま
で
ご
馳
走
に
な
っ
た

が
、頂
い
た
ラ
ザ
ニ
ア
と
白
ワ
イ
ン
は
と
て
も
お
い
し
く
、

時
間
を
忘
れ
て
お
替
り
ま
で
し
て
し
ま
っ
た
。
ご
馳
走
様

で
し
た
。

九
日
、
今
日
は
バ
ス
で
太
陽
道
路

(ロ
ー
マ
か
ら
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
を
経
由
し
、
ミ
ラ
ノ
ま
で
約
五
〇
〇
如
)
を
走

る
。
今
回
通
っ
た
イ
タ
リ
ア
の
高
速
道
路
は
、
大
半
が
低

盛
土
構
造
で
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
な
ど
の
設
置
も
必
要
最
低
限

で
行
わ
れ
て
お
り
、
建
設
費
や
維
持
管
理
費
な
ど
日
本
と

差
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
た
。
大
き
な
コ
ン
テ
ナ
を
積
ん
だ

ト
ラ
ッ
ク
の
利
用
が
目
に
つ
い
た
。
ま
た
、
途
中
高
速
道

路
上
に
設
置
さ
れ
た
オ
ー
バ
ー
ブ
リ
ッ
ジ
休
憩
施
設
を
見

学
。
土
地
の
有
効
活
用
は
で
き
る
が
、
万
が
一
の
火
災
や

地
震
な
ど
に
対
し
て
は
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
か
と
心
配
す

る
。
ミ
ラ
ノ
市
内
に
近
づ
く
と
ひ
ど
い
渋
滞

(翌
日
の
説

明
で
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
で
労
働
者
が
高
速
道
路
を
塞
い
だ

と
の
こ
と
)
で
待
ち
き
れ
ず
に
路
肩
を
走
る
車
も
あ
り
、

何
処
の
国
も
同
じ
だ
な
あ
と
感
じ
る
。
ま
た
、
今
回
の
視

察
で
初
め
て
遮
音
壁

(透
明
版
を
張
り
合
わ
せ
た
も
の
)

を
見
か
け
た
が
、
道
路
脇
に
あ
る
教
会
の
付
近
だ
け
。

ミ
フ
ノ
市
内
に
入
る
と
、
こ
こ
で
も
道
路
の
両
サ
イ
ド

は
車
が
列
を
な
し
て
駐
車
し
て
お
り
、
ま
た
、
石
畳
も
多

数
残
っ
て
い
る
。

一
〇
日
は
ア
ウ
ト
ス
ト
ラ
ー
デ
社
を
訪
問
。
ア
ウ
ト
ス

ト
ラ
ー
デ
社
は
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
に
完
全
民
営
化
さ
れ

た
が
、
民
営
化
の
決
定
ま
で
に
五
年
、
実
施
に
三
年
が
か

か
っ
た
と
の
こ
と
。
高
速
道
路
の
通
行
料
と
サ
ー
ビ
ス
エ

リ
ア
等
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
事
業
か
ら
の
収
益
に
よ
っ

て
、
建
設
事
業
費
を
三
〇
年
で
償
還
す
る
と
と
も
に
株
主

へ
の
配
当
、
高
速
道
路
の
維
持
管
理
等
を
行
っ
て
い
る
。

ア
ウ
ト
ス
ト
ラ
ー
デ
社
は
、
延
長
三
、
0
0
0
蹴
を
管
理

し
て
お
り
、
総
事
業
費
五
〇
億
ド
ル

(日
本
円
で
約
六
、

0
0
0
億
円
)
を
三
〇
年
間
で
償
還
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
通
行
料
は
、
町
中
や
山
岳
部
な
ど
あ
る
が
平
均
し

て
0
･
三
五
ユ
ー
ロ
/
踊

(日
本
円
で
約
四
三
円
)
で
設

定
さ
れ
て
い
る
。イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
高
速
道
路
整
備
は
、



四
〇
年
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
が
、
最
近
整
備
さ
れ
た
道

な
り
、
市
民
か
ら
は

｢グ
ラ
ス
一
杯
の
ワ
イ
ン
も
飲
め
な

路
は
建
設
費
が
高
く
、
料
金
に
よ
る
建
設
費
の
回
収
が
困

難
と
な
っ
て
い
る
傾
向
か
ら
プ
ー
ル
制
が
採
用
さ
れ
て
い

る
と
の
こ
と
で
、
日
本
と
よ
く
似
て
い
る
。

ま
た
、
テ
レ
パ
ス

(自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
)
に
つ

い
て
の
説
明
で
は
、
保
有
者
は
三
〇
〇
万
人
で
普
及
率
が

伸
び
た
原
因
は
事
務
所
販
売
か
ら
銀
行
貸
出
を
可
能
に
し

て
、
電
源
を
内
臓
型
に
変
え
取
り
付
け
も
簡
単
に
な
っ
た

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
と
の
こ
と
。
ち
な
み
に
テ
レ
パ
ス
一

台
の
費
用
を
比
較
す
る
と
、
購
入
費
が
三
五
ユ
ー
ロ
、
取

り
付
け
費
が
二
五
~
三
〇
ユ
ー
ロ
か
か
っ
て
い
た
の
が
、

電
池
式
を
銀
行
か
ら
借
り
た
場
合
月
々
一
ユ
ー
ロ
で
済
む

と
の
こ
と
。
電
池
式

金
趨
池
交
換
は
無
料
)
の
内
臓
型
に

し
た
こ
と
で
テ
レ
パ
ス
一
台
で
数
台
の
車
の
使
用
が
可
能

に
な
り
利
便
性
も
あ
が
っ
て
い
る
。
機
械
の
機
能
が
異
な

る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
日
本
で
も
こ
う
い
っ
た
安
価
で

使
い
や
す
い
も
の
に
な
れ
ば
普
及
率
も
か
な
り
向
上
す
る

の
で
は
な
い
か
。

余
談
に
な
る
が
、
イ
タ
リ
ア
で
は
ほ
と
ん
ど
の
車
が
マ

ニ
ュ
ア
ル
車
で
そ
の
理
由
は
ガ
ソ
リ
ン
の
質
が
よ
く
な
い

こ
と
と
車
に
乗
っ
た
気
が
し
な
い
こ
と
だ
そ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
イ
タ
リ
ア
で
は
運
転
免
許
証
の
更
新
は
年
齢
で
分

け
ら
れ
て
お
り
、
五
〇
歳
ま
で
は
一
〇
年
、
五
〇
歳
か
ら

七
〇
歳
ま
で
は
五
年
、
七
〇
歳
以
上
は
三
年
。
飲
酒
運
転

に
つ
い
て
も
今
ま
で
は
、
血
液
中
の
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
が

○
･
八
唯
ま
で
は
よ
か
っ
た
が
改
正
さ
れ
て
○
･
五
鱈
に

い
｣
と
言
わ
れ
て
い
て
、
い
つ
ま
で
こ
の
規
制
が
続
く
だ

ろ
う
か
と
現
地
の
案
内
の
方
は
言
っ
て
い
た
が
、
人
事
な

が
ら
事
故
を
心
配
す
る
。

以
上
簡
単
に
調
査
概
要
等
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

{
-

}
仝

内

　

　　
　

　

　
　
　

　
　
　　
　

　　

　

　　
　
　
　

　ローマ市内

し
た
が
、
我
が
国
も
交
通
渋
滞
や
環
境
対
策
な
ど
課
題
も

多
く
早
急
の
整
備
が
望
ま
れ
て
い
る
が
、
是
非
、
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
に
あ
っ
た
整
備
に
よ
り
地
域
に
溶
け
込
ん
だ
道

路
、
個
性
の
あ
る
街
が
造
ら
れ
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

最
後
に
、
今
回
こ
の
よ
う
な
機
会
を
与
え
て
頂
い
た
事

に
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

テレパス
(自動料金収受システム)
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観光、生活道路として安定利用
されている熱海ビーチライン

襲
海
ビ
"
弁
ラ
イ
ン
の
謳
礬
化
に
つ
い
て

三
井
観
光
開
発
株
式
会
社

=
=
-三
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一
は
じ
め
に

二

熱
海
ビ
ー
チ
ラ
イ
ン
に
つ
い
て

本
年
五
月
三
一
日
、
国
内
初
の
有
料
道
路
の
証
券
化
実

同
道
路
は
一
九
六
五
年
に
開
通
し
た
、
神
奈
川
県
と
静

例
と
し
て
、
弊
社
が
所
有
直
営
し
て
お
り
ま
し
た
熱
海
ビ

岡
県
の
県
境

･
千
歳
川
と
熱
海
市
の
お
宮
の
松
を
結
ぶ
、

淺
顔
課
.

ー
チ
ラ
イ
ン
は
、約

三
エ
ハ億
円
で
S
P
C
に
売
却
さ
れ
、

全
長
約
六
･
一
如
の
海
岸
線
に
あ
る
道
路
事
業
法
に
基
づ

鮴
風
ぐ

当
該
有
料
道
路
の
通
行
料
収
入
か
ら
拠
出
さ
れ
る
賃
貸
料

く
二
車
線
有
料
道
路
で
、
伊
豆
方
面
に
向
か
う
観
光
及
び

‘

収
入
を
元
利
払
い
の
源
泉
と
す
る
約
三
一〇
億
円
の
債
券

生
活
道
路
と
し
て
の
安
定
利
用
が
あ
る
の
が
特
徴
で
す
。

が
発
行
さ
れ
ま
し
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
熱
海
ビ
ー
チ
ラ

実
際
に
、
全
国
で
約
三
〇
本
あ
る
民
間
の
有
料
道
路
の
中

パ

イ
ン
の
証
券
化
事
例
漆

斎

資
産
保
有
者
弁
“

で
･年

間
の
通
行
台
数
･
最
･
多
い
道
路
で
･
り
ま
し
て

縫
報な

ジ
ネ
ー
タ
ー
)、
譲
渡
資
産
保
有
法
人
で
あ
る
有
限
会
社

平
成
一
三
年
度
の
通
行
台
数
実
績
は
、
約
三
五
四
万
台
の

驚

地

者
兼
道
路
事
業
者

(オ
ペ
レ
ー
タ
ー
)
と
し
て
説
明
い
た

ま
た
、
伊
豆
沖
海
底
噴
火
の
発
生
し
た
一
九
八
九
年
度

し
ま
す
。
今
後
、
有
料
道
路
の
証
券
化
を
ご
検
討
さ
れ
る

に
、
伊
豆
地
域
の
観
光
客
数

(市
町
村
別
観
光
入
込
客
数

.　　

際
の
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
o

(静
岡
県
調
査
))
は
前
年
度
比
で
二
六
%
減
少
致
し
ま
し

群
蛾
疼
袴
を

た
が
、
熱
海
ビ
ー
チ
ラ
イ
ン
の
交
通
量
は
前
年
度
比
二
%

国道1号線
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の
減
少
に
留
ま
っ
て
お
り
、
生
活
道
路
と
し
て
安
定
的
な

需
要
に
支
え
ら
れ
た
道
路
で
あ
る
事
が
実
証
さ
れ
て
お
り

ま
す

(図
1
、
表
1
)。

三

不
動
産
の
証
券
化
j
新
た
な
資
金
調
達
手
法

不
動
産
の
証
券
化
と
は
、
テ
ナ
ン
ト
質
料
収
入
の
あ
る

商
業
ビ
ル
、
倉
敷
料
収
入
の
あ
る
倉
庫
、
付
加
価
値
生
産

に
よ
る
収
益
の
あ
る
工
場
、
テ
ー
マ
パ
ー
ク
等
入
園
料
収

入
の
あ
る
施
設
等
の
収
益
を
裏
付
け
と
し
て
商
業
用
不
動

産
担
保
証
券

(C
M
B
S
=
o
o白
日
oR
国

宝
o
H濡
p欖の

閃
き
言
Q

の8
自
慰
↓
を
発
行
す
る
事
で
投
資
家
を
募
り
、

資
金
調
達
を
実
施
す
る
手
法
で
す
。
一
般
的
な
不
動
産
価

値
の
評
価
が
、
永
続
的
な
右
肩
上
が
り
と
さ
れ
た
土
地
神

話
崩
壊
後
、
個
別
不
動
産
が
持
つ
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
収

益
力
を
重
視
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
対

象
不
動
産
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
裏
付
け
に
資
金
調
達
を

行
う
不
動
産
証
券
化
は
、
こ
う
し
た
不
動
産
価
値
評
価
の

変
化
に
即
し
て
、
企
業
の
資
金
調
達
の
多
様
化
や
不
動
産

保
有
リ
ス
ク
の
削
減
等
の
必
要
性
か
ら
、
そ
の
市
場
規
模

を
拡
大
さ
せ
て
き
ま
し
た
。
証
券
化
に
は
金
銭
債
権

(企

業
や
金
融
機
関
な
ど
が
保
有
す
る
債
権
)
を
裏
付
け
に
債

券
が
発
行
さ
れ
る
も
の
も
あ
り
、
不
動
産
と
金
銭
債
権
を

あ
わ
せ
て
広
義
の
証
券
化
と
さ
れ
、
発
行
さ
れ
る
債
券
は

一
般
的
に
資
産
担
保
証
券

(A
B
S
=
>
の沼
[
切
斜o片
乱

の
の8
慕
お
也
と
呼
ば
れ
ま
す
。
日
本
の
証
券
化
市
場
は
、

一
九
九
二
年
の
特
定
債
権
法
の
交
付
以
降
、
一
九
九
八
年

の
旧
s
P
C
法

(｢特
定
目
的
会
社
に
よ
る
特
定
資
産
の

流
動
化
に
関
す
る
法
律
｣)、
二
〇
〇
〇
年
の
新
s
P
C
法

(資
産
流
動
化
法
)
(｢資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
｣)

等
の
法
整
備
等
を
経
て
、
近
年
加
速
度
的
に
実
例
数
は
増

加
し
て
お
り
、
二
〇
〇
一
年
度
末
の
A
B
S
発
行
残
高
は

四
兆
数
千
億
円
程
度
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
米
国
で
は
一

九
七
〇
年
に
投
資
機
会
を
多
様
化
す
る
事
を
目
的
に
住
宅

ロ
ー
ン
を
裏
付
け
と
し
た
証
券
が
発
行
さ
れ
て
以
来
、
既

に
昨
年
度
末
の
発
行
残
高
は
約
五
六
〇
兆
円
に
達
し
、
米

国
債
発
行
残
高
三
九
二
兆
円
を
上
回
っ
て
い
ま
す
。
日
本

国
の
普
通
国
債
の
発
行
残
高
が
約
三
八
六
兆
円
で
あ
る
の

に
比
較
す
る
と
、
今
後
、
日
本
市
場
に
お
い
て
も
成
長
が

期
待
さ
れ
る
市
場
で
す
。

四

証
券
化
の
目
的
~

従
来
の
企
業
の
資
金
調
達
手
法
は
、
自
社
の
保
有
資
産

の
担
保
差
入
や
事
業
計
画
等
を
含
む
与
信
力
に
よ
り
銀
行

か
ら
借
入
を
実
行
す
る
、
ま
た
は
資
本
市
場
で
株
式
･
社

債
等
を
発
行
す
る
等
で
あ
り
ま
し
た
が
、
不
動
産
の
証
券

化
は
資
金
調
達
の
新
た
な
手
段
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

企
業
に
と
っ
て
の
一
般
的
な
資
産
担
保
証
券
発
行
の
メ
リ

ッ
ト
は
、
①
低
コ
ス
ト
資
金
調
達
、
②
資
金
調
達
の
多
様

化
、
③
オ
フ
バ
ラ
ン
ス
会
計
に
よ
る
益
出
し
効
果
、
④
不

動
産
の
所
有
リ
ス
ク
の
分
散
、
⑤
単
純
な
資
産
売
却
で
は

放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
い
実
質
的
な
資
産
利
用
に
係
わ
る
地

位
保
全
等
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

一
方
、
投
資
家
の
メ
リ

ッ
ト
は
、
①
資
産
運
用
手
段
の
拡
大
、
②
運
営
リ
ス
ク

を
伴
わ
な
い
事
業
参
加
、
③
不
動
産
所
有
リ
ス
ク
の
分
散

等
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
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熱
海
ビ
ー
チ
ラ
イ
ン
の
証
券
化
に
お
き
ま
し
て
、
弊
社

ス

(※
1
)
が
存
在
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
S
P
C
が
道

証
券
化
の
よ
う
に
、
長
期
な
償
還
期
間
を
持
つ
低
利
債
券

は
そ
の
目
的
と
し
て
、
前
述
①
~
⑤
の
全
て
を
目
指
し
ま

路
資
産
を
保
有
す
る
証
券
化
に
お
い
て
道
路
事
業
の
根
底

の
発
行
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

し
た
が
、
資
金
調
達
に
お
け
る
低
コ
ス
ト
の
追
求
と
、
益

出
し
額
の
追
求
は
相
反
す
る
事
も
あ
っ
て
、
最
終
的
に
は

③
の
益
出
し
効
果
に
焦
点
は
絞
ら
れ
、
オ
フ
バ
ラ
ン
ス
を

実
行
す
る
為
に
真
正
売
買
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
、

新
し
く
作
ら
れ
た
資
産
保
有
会
社
へ
の
出
資
比
率
は
五
%

以
下
と
し
、
且
つ
で
き
る
限
り
高
額
の
譲
渡
価
格
を
引
き

出
す
ス
キ
ー
ム
の
実
現
を
求
め
ま
し
た
。

五

有
料
道
路
証
券
化
の
諸
条
件

1

有
料
道
路
証
券
化
の
可
否

当
該
証
券
化
に
つ
い
て
の
社
内
ス
タ
デ
ィ
は
、
平
成
一

一
年
七
月
よ
り
開
始
さ
れ
、
道
路
事
業
に
係
わ
る
関
連
省

庁
で
あ
る
運
輸
省

(現
国
土
交
通
省
)
自
動
車
交
通
局

(及
び
建
設
省

(現
国
土
交
通
省
))
へ
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
を

開
始
致
し
ま
し
た
の
は
、平
成
一
二
年
の
秋
に
な
り
ま
す
。

自
動
車
道
事
業
の
免
許
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
免
許
を
必

要
と
し
、
道
路
運
送
法
の
第
四
九
条
に
そ
の
免
許
基
準
が

規
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
証
券
化
と
い
う
概
念

(道
路

資
産
の
保
有
と
事
業
の
運
営
を
分
離
し
、
意
思
決
定
能
力

の
無
い
s
P
C
が
保
有
者
に
な
る
ス
キ
ー
ム
)
が
、
そ
も

そ
も
法
の
想
定
外
で
あ
る
為
、
現
行
法
下
に
て
有
料
道
路

の
証
券
化
が
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
出
発
点
に
立
た
ざ
る

を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
単
純
な
道
路
資
産
の
保
有
と
事
業

と
運
営
の
分
離
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
既
に
同
様
の
ケ
ー

路
資
産
を
保
有
す
る
証
券
化
に
お
い
て
道
路
事
業
の
根
底

に
あ
る

｢長
期
に
渡
る
安
定
経
営
の
遂
行
に
適
切
な
条
件

の
維
持
｣
を
担
保
す
る
た
め
に
は
、
弁
護
士
･
当
該
証
券

化
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
･
監
督
官
庁
と
非
常
に
多
角
度
か
ら
の

議
論

･
検
証
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。
証
券
化
に
係
わ
る

全
て
の
債
権
債
務
者
の
利
益
に
先
ん
じ
て
、
道
路
運
営
上

必
要
と
す
る
各
種
費
用

(※
2
)
を
確
保
し
、
道
路
利
用

者
に
対
す
る
安
全
で
適
切
な
運
営
に
基
づ
く
道
路
施
設
の

提
供
を
継
続
す
る
仕
組
み
を
用
い
る
事
と
致
し
ま
し
た
。

※
1

東
京
高
速
道
路
㈱

(蓬
栞
橋
~
新
京
橋
区
間
)

※
2

公
租
課
税
、
保
険
料
、
人
件
費
、
清
掃
等
管
理
費
、
修
繕
費
、
大

規
模
工
事
等
の
資
本
的
支
出

2

収
益
の
安
定
性

不
動
産
の
証
券
化
の
第
一
条
件
と
し
て
、
一
定
以
上
の

安
定
し
た
事
業
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
一
定
以
上
と
は
中
途
半
端
な
表
現
で
す
が
、
こ
れ
は

発
行
債
券
に
付
与
さ
れ
る
リ
ス
ク
(利
回
り
)
に
影
響
し
、

つ
い
て
は
発
行
可
能
な
債
券
の
額
=
資
金
調
達
額
什
オ
フ

バ
ラ
ン
ス
を
前
提
と
し
た
譲
渡
額
に
影
響
し
ま
す
。
有
料

道
路
資
産
は
、
年
度
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
ボ
ラ
タ
リ
テ

ィ
ー

(変
動
性
)
が
極
め
て
低
く
、
恒
久
資
産
的
な
要
素

が
極
め
て
高
い
事
が
特
徴
で
あ
り
、
そ
の
安
定
し
た
高
い

収
益
性
か
ら
、
年
間
に
予
測
さ
れ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

の
中
で
、
他
の
商
業
不
動
産
と
比
較
す
る
と
非
常
に
多
く

の
割
合
を
、
債
券
の
元
利
払
い
分
と
し
て
ス
キ
ー
ム
を
組

み
立
て
る
事
が
可
能
に
な
り
、
ま
た
住
宅
ロ
ー
ン
債
券
の

の
発
行
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

熱
海
ビ
ー
チ
ラ
イ
ン
で
は
、
過
去
三
人
年
間
の
安
定
し

た
収
益
実
績
に
よ
り
、
年
間
約
八
･
九
億
円
の
安
定
し
た

通
行
料
収
入
が
概
算
値
と
し
て
試
算
さ
れ
、
有
料
道
路
の

運
営
上
必
要
な
経
費
を
控
除
し
た
後
の
ネ
ッ
ト
･
キ
ャ
ッ

シ
ュ
フ
ロ
ー
は
約
五
･
五
億
円
/
年
と
推
定
さ
れ
、
こ
れ

を
元
利
払
い
の
原
資
と
し
た
債
券
三
一〇
億
円
が
、
売
却

時
に
発
行
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
ム
ー
デ
ィ
ー
ズ

･
イ
ン

H 8 H 9 H 1O H f1 H 12 H 13　　H"
RUH…

にU　
　

4マH"

図2 熱海ビーチライン業績推移
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発行債券トランシエ概要 :平成14年 4月24日時点 予備格付

ズ
轍

定
定

率

‐
増

間
間
園

利

タ
刃

②〆ザニン社債
格付け 発行予定額 利率 償還方法 償還期間
Baa2 35億円 問定 ハフオヤンス運動※ 25年

格付会社 :ムーディーズ ･インベスターズ ･サービス
※ 〆ザニンローンのパフォーマンスに連動して決定された金額が償還される。

べ
ス
タ
ー
ズ

･
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
格
付
け
に
基
づ
い
て
発

行
さ
れ
た
五
種
類
の
債
券
の
内
、
最
長
で
は
二
五
年
間
と

い
う
償
還
期
間
の
長
い
債
券
を
発
行
す
る
事
が
出
来
、
ス

キ
ー
ム
の
長
期
安
定
性
を
確
保
す
る
事
が
で
き
ま
し
た

(図
2
、
表
2
)。

3

譲
渡
資
産
の
確
定

有
料
道
路
と
し
て
の
利
用
を
継
続
す
る
譲
渡
資
産
の
明

確
な
確
定
は
、
証
券
化
に
お
い
て
必
須
で
あ
り
ま
す
。
オ

フ
ィ
ス
ビ
ル
等
と
違
い
、
道
路
は
用
地
が
非
常
に
広
範
囲

に
渡
っ
て
い
る
為
、
境
界
の
確
認
一
つ
取
り
ま
し
て
も
、

確
認
相
手
が
数
十
、
あ
る
い
は
数
百
に
渡
る
場
合
も
あ
る

か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
古
く
か
ら
営
業
し
て
い
る
道
路

の
場
合
は
、
隣
接
地
所
有
権
が
変
更
･
分
割
さ
れ
て
い
る

事
も
多
く
、時
間
･
労
力
を
必
要
と
す
る
事
に
な
り
ま
す
。

全
長
六
･
一
蹴
と
短
く
、
片
面
が
海
に
面
し
て
い
る
熱
海

ビ
ー
チ
ラ
イ
ン
で
あ
っ
て
も
、
法
人
･
個
人
含
め
数
十
名

の
隣
接
地
地
権
者
と
の
境
界
確
認
が
必
要
で
、
開
通
後
三

八
年
間
が
経
過
し
て
い
る
事
も
あ
り
、
複
雑
な
部
分
で
あ

り
ま
し
た
。

4

市
場
環
境
リ
ス
ク
、
天
候
･地
震
等
の
災
害
リ
ス
ク

の
考
え
方

有
料
道
路
事
業
の
通
常
範
囲
外
の
収
支
圧
迫
要
因
と
し

て
は
、
①
代
替
交
通
手
段

(含
む
新
道
路
)
等
競
合
の
出

現
、
②
道
路
需
要
の
変
化
、
③
地
震
等
災
害
の
発
生
が
考

え
ら
れ
、
証
券
化
の
条
件
と
し
て
、
そ
れ
ら
に
係
わ
る
リ

ス
ク
に
つ
い
て
詳
細
分
析
さ
れ
、
相
応
の
補
填
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

市
場
環
境
リ
ス
ク
に
関
し
て
は
、
利
用
状
況
調
査
、
開

発
案
件
の
有
無
、
観
光
動
向

･
居
住
者
の
国
勢
デ
ー
タ
の

分
析
等
が
、
第
三
者
機
関
に
よ
り
実
行
さ
れ
ま
し
た
。
結

果
、
当
該
道
路
に
つ
き
ま
し
て
は
、
差
し
当
た
っ
て
の
新

た
な
競
合
開
発
は
無
く
、
熱
海
の
観
光
動
向
に
つ
い
て
は

若
干
の
衰
退
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
伊
豆
方
面
全
体
と
し

て
は
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
景
気
に
よ
る
変
動
内
で
あ
る
事
が

確
認
さ
れ
、
相
応
の
リ
ス
ク
が
債
券
発
行
額
に
反
映
し
て

お
り
ま
す
。

一
方
、
天
候
等
の
災
害
リ
ス
ク
に
つ
き
ま
し
て
は
、
当

該
道
路
の
場
合
、
海
岸
に
隣
接
し
て
い
る
道
路
で
あ
り
、

台
風
の
影
響
に
よ
る
通
行
止
め
が
毎
年
一
定
期
間

(計
七

日
間
程
度
)
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
過
去
の
実
績
に
も
反

映
さ
れ
て
お
り
、
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
気
象
変
化
が
起
き
な

い
限
り
、
将
来
の
通
行
料
収
入
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

予
測
に
重
大
な
変
化
を
も
た
ら
す
要
素
で
は
な
い
と
判
断

さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
地
震
災
害
に
つ
い
て
は
、
第
三
者
機
関
に
よ
る

構
造
調
査
を
実
施
致
し
ま
し
て
地
震
に
よ
る
予
想
最
大
損

失
率

(P
M
L
=
守
oG巻
封
呂
袰
目
□日
g
のの)
(※
3
)

は
、
九

･
一
%
と
算
出
さ
れ
ま
し
た
。
当
該
道
路
は
推
定

さ
れ
る
再
調
達
価
額

(工
事
費
)
が
同
機
関
に
よ
り
約
七

九
億
円
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
P
M
L
と
の
関
係
に
て

最
大
損
失
は
七
･
二
億
円
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
対

し
て
は
、
年
間
補
填
限
度
額
を
三
億
円
と
す
る
土
木
構
造

物
保
険
に
加
入
し
て
お
り
、
全
体
の
リ
ス
ク
の
バ
ラ
ン
ス

を
取
っ
て
お
り
ま
す
。

※
3
◆

P
M
L

(プ
ロ
バ
ブ
ル
･
マ
キ
シ
マ
ム
･
ロ
ス
)

五
〇
年
に
一
〇
%
の
確
率
で
発
生
す
る
大
型
地
震

(再
現
期
間
四
七

五
年
)
に
際
し
て
必
要
と
さ
れ
る
復
旧
コ
ス
ト
が
、
総
建
築
費
の

何
%
に
当
た
る
の
か
を
示
し
た
割
合
で
、
証
券
化
す
る
ビ
ル
で
は
P

M
L
二
割
以
下
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
P
M
L
が
大
き
け
れ
ば
、
そ

れ
だ
け
支
払
う
保
険
料
の
額
も
大
き
く
な
る
一
方
、
免
震
や
制
震
な



ど
に
よ
り
改
修
を
行
い
、
P
M
L
を
小
さ
く
し
よ
う
と
す
れ
ば
建
築

投
資
が
か
か
る
o

5

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
の
確
保

原
資
産
保
有
者

･
運
営
者
が
倒
産
等
に
陥
っ
て
し
ま
っ

た
際
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
等
の
確
保
に
つ
い

て
も
厳
し
い
補
填
が
追
求
さ
れ
ま
す
が
、
本
ス
キ
ー
ム
に

お
い
て
は
そ
の
部
分
に
付
い
て
、
債
券
購
入
者
の
代
理
と

し
て
証
券
化
後
の
適
正
な
有
料
道
路
運
営
を
管
理
す
る
役

割
を
持
つ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
、
代
替
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
を
探

す
義
務
を
負
っ
て
い
ま
す
。

六

当
該
証
券
化
の
ス
キ
ー
ム
に
つ
い
て

通
常
の
不
動
産
証
券
化
は
、
原
保
有
者
が
対
象
不
動
産

を
、
証
券
化
の
為
に
設
立
さ
れ
る
特
別
目
的
会
社

(S
P

C
)
に
売
却
し
、
S
P
C
は
、
対
象
不
動
産
の
キ
ャ
ッ
シ

ュ
フ
ロ
ー
を
裏
づ
け
と
し
た
社
債
の
発
行
等
に
よ
っ
て
資

金
調
達
を
行
い
ま
す
。
当
該
社
債
の
投
資
家
が
、
対
象
資

産
か
ら
得
ら
れ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
及
び
資
産
価
値
の

み
に
着
目
し
て
投
資
判
断
を
行
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
た

め
、
原
保
有
者
や
そ
の
他
の
証
券
化
当
事
者
の
倒
産
な
ど

に
際
し
て
も
、
当
該
債
券
の
元
利
払
い
が
影
響
を
受
け
な

い
よ
う
な
仕
組
が
組
成
さ
れ
ま
す
。

実
際
の
仕
組
の
組
成
に
あ
た
っ
て
は
、
物
件
を
保
有
す

る
S
P
C
と
し
て
、
資
産
流
動
化
法
に
基
づ
い
て
設
立
さ

れ
る
s
P
C

(特
定
目
的
会
社
)
や
有
限
会
社
、
株
式
会

社
を
利
用
す
る
場
合
や
、
社
債
発
行
の
目
的
の
為
に
海
外

に
設
立
さ
れ
る
S
P
C
を
利
用
す
る
場
合
等
、
多
く
の
方

法
や
組
合
せ
が
あ
り
、
本
件
に
お
い
て
も
、
道
路
資
産
の

特
性
を
踏
ま
え
た
仕
組
作
り
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
本
件
ス

キ
ー
ム
の
特
徴
は
、
前
述
の
通
り
、
｢有
料
道
路
資
産
｣

が
恒
久
的
な
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
を
生
み
出
す
性
質
で
あ

る
事
に
あ
り
ま
す
。
有
料
道
路
は
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
の
様
に

テ
ナ
ン
ト
リ
ス
ク

(空
室
化
)
や
、
商
品
の
陳
腐
化
リ
ス

ク
、
競
合
リ
ス
ク
等
の
発
生
可
能
性
が
非
常
に
低
く
、
事

業
リ
ス
ク
に
よ
る
バ
ッ
フ
ァ
ー
を
大
き
く
取
る
必
要
が
無

い
事
で
、
必
要
と
す
る
諸
経
費
を
差
引
い
た
以
外
の
非
常

に
多
く
の
割
合
を
発
行
さ
れ
る
債
券
の
元
利
払
い
原
資
と

し
て
利
用
す
る
事
が
出
来
ま
し
た
。

※
4
今
慈
善
信
託

(チ
ャ
リ
タ
ブ
ル
･
ト
ラ
ス
ト
)

信
託
会
社
が
、
信
託
受
益
者
を
慈
善
団
体

(赤
十
字
会
社
等
)
に
指

定
す
る
信
託
宣
言
を
行
う
事
で
、
利
害
関
係
の
無
い
第
三
者
で
あ
る

慈
善
団
体
舎
又益
者
)の
た
め
に
、
議
決
権
株
を
保
有
す
る
事
と
す
る

信
託
。
日
本
の
現
行
の
信
託
法
で
は
こ
の
ス
キ
ー
ム
の
信
託
は
認
め

ら
れ
て
い
な
い
。

七

お
わ
り
に

証
券
化
が
無
事
終
了
し
、
現
在
弊
社
は
、
道
路
事
業
法

に
基
づ
く
道
路
事
業
者
、
そ
し
て
賃
借
人
と
し
て
運
営
を

継
続
し
て
お
り
ま
す
が
、
改
め
て
当
該
道
路
の
収
益
安
定

性
を
実
感
し
て
お
り
ま
す
。
本
年
度
は
、
若
干
早
目
に
台

風
が
接
近
し
、
時
期
的
な
前
後
は
あ
っ
た
も
の
の
、
殆
ど

事
業
計
画
通
り
に
収
益
は
実
現
し
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
っ

た
確
実
な
元
利
返
済
を
継
続
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
道

路
修
繕
に
係
わ
る
業
務
も
、
こ
れ
ま
で
と
違
い
、
第
三
者

機
関
に
よ
る
査
定
が
継
続
的
に
行
わ
れ
る
事
で
、
よ
り
精

度
が
高
く
無
理
の
無
い
修
繕
計
画
が
実
行
さ
れ
て
い
る
と

感
じ
て
お
り
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
も
、
事
業
に
対
す
る

証
券
化
の
プ
ラ
ス
効
果
は
大
き
い
と
思
料
い
た
し
ま
す
。

最
後
に
、
先
頃
の

｢道
路
公
団
の
民
営
化
｣
政
策
に
つ

い
て
、
証
券
化
と
い
う
ス
キ
ー
ム
が
で
き
る
役
割
の
可
能

性
に
つ
い
て
の
所
感
を
申
し
上
げ
ま
す
。
現
在
の
道
路
公

団
民
営
化
推
進
に
対
し
、
証
券
化
は

｢投
資
資
金
の
早
期

回
収
｣
と
い
う
意
味
で
四
公
団
の
債
務
返
済
に
大
き
な
役

割
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ま
す
。
但
し
、
回
収
で
き
る
範

囲
は
あ
く
ま
で
も
現
在
の
事
業
か
ら
生
ま
れ
る
キ
ャ
ッ
シ

ュ
フ
ロ
ー
が
基
礎
と
な
り
ま
す
の
で
、
特
別
の
手
当
て
が

な
い
限
り
、
金
利
払
い
後
で
赤
字
状
態
の
道
路
で
は
殆
ど

意
味
を
成
さ
な
い
、
ま
た
は
大
き
な
損
を
認
識
す
る
事
が

前
提
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
通
行
料
金
の
一
部

を
高
速
道
路
建
設
に
充
て
る
事
は
、
民
間
会
社
で
考
え
れ

ば
当
然
の
事
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
適
正
な
採
算
事
業
計

画
で
あ
れ
ば
、
開
発
計
画
時
点
で
投
資
額
の
殆
ど
を
証
券

化
に
て
調
達
す
る
事
も
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

健
全
な
証
券
化
ス
キ
ー
ム
を
開
発
時
点
の
資
金
調
達
の
基

盤
と
す
れ
ば
、
投
資
家
及
び
格
付
機
関
と
い
う
第
三
者
の

厳
し
い
審
査
が
開
発
時
点
で
入
る
事
に
な
り
、
よ
り
達
成
確

度
の
高
い
事
業
計
画
が
可
能
に
な
る
と
思
料
い
た
し
ま
す
。
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(道
路
局
路
政
課
の
ダ
イ
ス
ケ
係
員
、
新
人
ヤ
ス
オ
係

員
の
お
昼
休
み
後
の
一
コ
マ
)

ダ
イ
ス
ケ

ヤ
ス
オ
君
、
悪
い
ん
だ
け
ど
、
ち
ょ
っ
と
お

昼
代
、
貸
し
て
も
ら
え
な
い
か
?

郵
便
局
か
ら
お
金

を
お
ろ
す
の
を
忘
れ
て
い
て
、
財
布
の
中
、
空
っ
ぽ
な

ん
だ
。

ヤ
ス
オ

先
輩
、
そ
ん
な
に
金
欠
な
ん
で
す
か
?

奥
さ

ん
財
布
の
ひ
も
が
堅
い
ん
で
す
ね
え
。
職
場
で
は
こ
ん

な
に
え
ら
そ
う
な
の
に
。

ダ
イ
ス
ケ

仕
事
の
鬼
と
よ
ん
で
く
れ
。
そ
れ
は
と
も
か

く
、
そ
う
だ
、
郵
便
局
、
来
年
の
四
月
一
日
か
ら
、
大

き
く
変
わ
る
ん
だ
ぞ
。
ヤ
ス
オ
君
、
知
っ
て
る
か
?

ヤ
ス
オ

知
っ
て
ま
す
よ
~
。
今
ま
で
は
国
の
事
業
と
し

て
行
っ
て
い
た
郵
政
事
業
を
、
来
年
か
ら
は
日
本
郵
政

公
社
が
行
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
よ
ね
。
で
も
、
こ
れ

で
、
何
か
変
わ
る
ん
で
す
か
?

ダ
イ
ス
ケ

確
か
に
、
郵
便
局
の
事
業
と
し
て
見
れ
ば
、

そ
れ
ほ
ど
大
き
く
変
わ
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

日
本
郵
政
公
社
法
に
も
、
｢国
営
の
新
た
な
公
社
｣

っ
て
書
い
て
あ
る
か
ら
ね
。
で
も
、
や
は
り
、
今
ま
で

国
が
行
っ
て
い
た
事
業
が
、
公
社
と
し
て
行
う
、
と
い

う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
事
業
の
性
格
は
変
わ
っ
て
く

る
。
そ
れ
に
、
同
時
に

｢民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の

送
達
に
関
す
る
法
律
｣
と
い
う
法
律
も
で
き
た
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
民
間
事
業
者
も
信
書
の
送
達
が
可
能
に
な

る
ん
だ
。

ヤ
ス
オ

な
る
ほ
ど
。
郵
政
事
業
改
革
と
い
え
ば
、
小
泉

総
理
の
肝
入
り
で
す
も
ん
ね
。

ダ
イ
ス
ケ

そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
道

路
関
係
法
令
も
、
改
正
が
必
要
に
な
る
ん
だ
よ
。

ヤ
ス
オ

え
、
そ
う
な
ん
で
す
か
?

郵
便
局
と
道

路

!
。
一
見
、
あ
ま
り
関
係
な
さ
そ
う
で
す
が
。

ダ
イ
ス
ケ

周
り
を
よ
く
見
て
ご
ら
ん
。
君
は
葉
書
を
ど

う
や
っ
て
出
す
?

ヤ
ス
オ

む
。
そ
う
か
、
ポ
ス
ト
で
す
ね
!

道
路
占
用

の
形
態
が
変
わ
っ
て
く
る
ん
で
す
ね
。

ダ
イ
ス
ケ

そ
う
。
ま
ず
、
先
の
通
常
国
会
で
成
立
し
た

日
本
郵
政
公
社
法
の
関
連
改
正
で
、
道
路
法
第
三
十
五

条
の
協
議
占
用
の
対
象
か
ら
、
｢郵
政
事
業
｣
を
除
外

し
た
。
郵
政
事
業
は
も
は
や

｢国
の
事
業
｣
で
は
な
く

な
る
か
ら
ね
。

ヤ
ス
オ

で
も
、
さ
っ
き
日
本
郵
政
公
社
は

｢国
営
の
公

社
｣
だ
、
っ
て
話
だ
っ
た
で
す
よ
ね
?

一
気
に
ほ
か

の
民
間
会
社
と
同
じ
よ
う
に
許
可
を
取
り
直
さ
な
く
ち

ゃ
い
け
な
い
ん
で
す
か
?

ダ
イ
ス
ケ

い
や
、
日
本
郵
政
公
社
法
の
施
行
令
で
、
日

本
郵
政
公
社
を
国
に
み
な
す
、
と
い
規
定
を
設
け
て
、

引
き
続
き
協
議
占
用
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
し
た
ん

だ
。
併
せ
て
、
そ
の
政
令
で
経
過
措
置
を
設
け
て
、
今

ま
で
国
の
郵
政
事
業
と
し
て
協
議
占
用
で
占
用
さ
れ
て

い
た
も
の
は
、
日
本
郵
政
公
社
が
設
立
さ
れ
た
後
も
、

あ
ら
た
め
て
協
議
す
る
こ
と
は
要
さ
ず
、
引
き
続
き
有

効
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
ん
だ
。
こ
れ
は
、
簡
易
保
険

事
業
団
に
な
さ
れ
て
い
た
占
用
許
可
も
、
事
業
団
の
事

業
が
日
本
郵
政
公
社
へ
引
き
継
が
れ
た
後
は
、
公
社
へ

協
議
占
用
で
占
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
み
な
す
、
と
い

う
経
過
措
置
が
置
か
れ
て
い
る
。

ヤ
ス
オ

ヘ
え
え
、
じ
や
あ
、
占
用
は
、
従
来
と
な
ん
に

も
変
わ
り
な
く
、
っ
て
こ
と
な
ん
で
す
ね
。

ダ
イ
ス
ケ

い
や
、
必
ず
し
も
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
占
用
料

の
徴
収
規
定
が
若
干
変
わ
る
ん
だ
。

ヤ
ス
オ

あ
、
国
の
事
業
じ
ゃ
な
く
な
る
か
ら
、
占
用
料

を
徴
収
す
る
こ
と
に
な
る
ん
で
す
ね
?

で
も
、
今
ま

で
免
除
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
い
き
な
り
全
て
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日
本
郵
政
公
社
設
立
に
伴
う

道
路
関
係
法
令
の
改
正
に
つ
い
て



の
ポ
ス
ト
か
ら
占
用
料
を
徴
収
し
ち
ゃ
っ
て
、
い
い
ん

で
す
か
?

ダ
イ
ス
ケ

そ
う
、
そ
の
あ
た
り
が
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
。

先
ほ
ど
も
言
っ
た
け
ど
、
日
本
郵
政
公
社
は
国
営
の
公

社
で
も
あ
る
。全
国
へ
の
サ
ー
ビ
ス
供
給
義
務
も
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
に
か
ん
が
み
て
、
日
本
郵
政
公
社
の
必

須
事
業
に
係
る
占
用
つ
い
て
は
、
指
定
区
間
内
の
国
道

で
は
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
規
定
を
設
け

た
ん
だ

(道
路
法
施
行
令
第
十
九
条
の
二
第
三
項
第
二

号
)。
こ
う
し
た
措
置
は
旧
三
公
社

(国
鉄
、
電
電
公

社
、
専
売
公
社
)
で
も
と
ら
れ
て
い
た
ん
だ
。
こ
れ
で
、

指
定
区
間
内
の
国
道
に
置
か
れ
た
ポ
ス
ト
に
つ
い
て

は
、
占
用
料
を
減
免
で
き
る
ん
だ
。

ヤ
ス
オ

え
、
で
も
、
指
定
区
間
内
の
国
道
だ
け
で
す

か
?

指
定
区
間
外
の
国
道
や
、
地
方
道
に
置
か
れ
て

い
る
ポ
ス
ト
は
ど
う
な
る
ん
で
す
か
?

ダ
イ
ス
ケ

指
定
区
間
外
の
国
道
や
地
方
道
に
つ
い
て

は
、
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
条
例
で
占

用
料
を
決
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

(道
路
法
第
三
十

九
条
第
二
項
)
。
だ
か
ら
、
そ
の
減
免
措
置
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
道
路
管
理
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
ん
だ
。

ヤ
ス
オ

な
る
ほ
ど
、
や
は
り
、
事
業
主
体
の
性
格
が
変

わ
る
と
、
そ
の
法
律
上
の
取
り
扱
い
も
大
き
く
変
わ
る

ん
で
す
ね
。
あ
と
、
信
書
便
法
の
成
立
に
伴
う
改
正
は

ど
ん
な
こ
と
な
ん
で
す
か
?

ダ
イ
ス
ケ

こ
ち
ら
の
方
も
、
若
干
改
正
す
る
こ
と
に
な

(手
数
料
及
び
延
滞
金
)

、

第
三
十
七
条

法
第
七
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
徴
収
す
る
手
数
料
の

額
は
、
督
促
状
一通
に
つ
き
郵
便
法
(昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
)

第
二
十
二
条
第
一項
に
規
定
す
る
通
常
葉
書
の
料
金
の
額
笈
超
刻
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
国
主
客
準
大
臣
が
定
め
る
額
と
す
る
。

2
、
4

(略
)

(権
限
の
委
任
)

第
三
十
九
条

(略
)

2

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
法
及
び
法
に
基
づ
く
政
令
に
規
定
す
る
国

土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
は
、
地
方
整
備

局
長
及
び
北
蓬
迫
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
三
十
一条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
裁
定
及
び
同
条
第
五
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
決
定
並
び
に
法
第

九
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
譲
与
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一･
十
一

(略
)

韻
｣
第
三
十
七
条
第
一項
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
の
額
を
定
め
る
こ
と
。

3

(略
)

別
表

(第
十
九
条
の
二
関
係
)

改

正

案

法
第
三
十
二
条
第
一

項
第
一号
に
掲
げ
る

工
作
物

占
用
物
件郵

便
淺
田
箱
別

ぴ
信
書
側
差
出

細

一個
に
つ

き
一年 単

位

雪
聴
料

一･
--

O
O 甲

地

所
在
地

ハ0
0

乙
地

山丙
地

(手
数
料
及
び
延
滞
金
)

第
三
十
七
条

法
第
七
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
徴
収
す
る
手
数
料
の

額
は
、
督
促
状
一通
に
つ
き
郵
便
法
(昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
五
□互

第
二
十
二
条
第
一項
に
規
定
す
る
通
常
葉
書
の
料
金
の
額
に
相
当
す
る
額
と
す

る
。

2
↓
4

(“隣
)

(権
限
の
委
任
)

第
三
十
九
条

(略
)

2

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
法
及
び
法
に
基
づ
く
政
令
に
規
定
す
る
国

土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
は
、
地
方
整
備

局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
三
十
一条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
裁
定
及
び
同
条
第
五
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
決
定
並
び
に
法
第

九
十
四
条
第
二
項
の
悦
宝
こ
ま
る
譲
与
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一-
十
一
(略
)

3

(略
)

別
表

(第
十
九
条
の
二
関
係
)

現

行

霧疑蘂

占
用
物
件

十
二
条
第
一

号
に
掲
げ
る

郵
便
差
出
箱

一個
に
つ

き
一年 単

位

,言
語豊
科

一･
--

0
O 甲

地

所
在
範

ハ0
0

乙
地

田丙
地

-

○
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
道
路
法
施
行
令
の
改
正

(娯匿
霊
玻
"は
改
正
部
分
)

っ
て
い
る
。
ま
ず
、
負
担
金
等
の
督
促
状
の
手
数
料
に

つ
い
て
、
今
ま
で
は

｢通
常
葉
書
の
額
｣
を
徴
収
し
て

い
た
ん
だ
け
ど
、
こ
れ
か
ら
は
、
信
書
便
事
業
者
の
額

も
考
慮
し
て
、
｢通
常
葉
書
の
料
金
の
額
を
超
え
な
い

範
囲
内
で
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
額
｣
を
徴
収
す
る

こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
信
書
便
事
業
者
が
設
置
す
る
ポ

ス
ト

(信
書
便
差
出
箱
)
の
占
用
料
の
額
も
明
ら
か
に

し
た
ん
だ

(郵
便
差
出
箱
の
占
用
料
単
価
と
同
額
)。
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ヤ
ス
オ

な
る
ほ
ど
、
郵
政
事
業
も
、
民
間
参
入
に
伴
っ

て
、
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
ん
で
す
ね
。
で
も
先
輩
、

郵
便
貯
金
は
、
公
社
に
な
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
減
ら
さ

れ
ち
ゃ
う
わ
け
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
。
ほ
ら
、
あ
そ
こ

に
郵
便
局
が
!

早
速
、
お
金
お
ろ
し
て
き
た
ら
ど
う

で
す
か
?

ダ
イ
ス
ケ

頼
む
っ
。
今
、
口
座
に
も
お
金
が
な
い
ん
だ
。

今
月
は
お
昼
代
、
貸
し
て
く
れ
ぇ
~
。

ヤ
ス
オ

先
輩
、
苦
労
し
て
ま
す
ね
え
･
･
･
。

○
日
本
郵
政
公
社
法
の
施
行
に
伴
う
道
路
法
施
行
令
の
改
正

(占
用
料
を
徴
収
し
な
い
国
の
事
業
)

第
十
九
条

法
第
三
十
九
条
第
一項
但
書
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
占
用
料
を

徴
収
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
国
の
事
業
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
“
こ
亥
,き

る
も
の
と
す
る
。

一

(賂
)

二

特
別
会
計
を
も
っ
て
経
理
す
る
事
薬
の
う
ち
、
企
業
的
性
格
を
有
し
な
い

も
の
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の

(指
定
一区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
の
楓
)

第
十
九
条
の
二

(略
)

2

(聯
)

3

国
土
交
通
天
臣
は
、
増
亀
,

可
の
團
逼
に
係
る
雪
明
科
で
次
に
掲
げ
る
占

用
物
件
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
二

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
二
項
に
規
定
す
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
別
に

古
川
料
の
額
を
定
め
、
又
は
占
用
料
を
徴
収
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

…

(略
)

二

日
本
郵
政
公
社
が
日
大
葵
敢
公
社
法

平̂
成
十
四
年
法
淺
第
九
十
七
号
)

第
一
方
紮
弱
一項
こ
淀
対
す
"
:
";
/.I
#
“
マ
′

三
上
ハ

(略
)

4

(略
)

(権
限
の
委
任
)

第
三
十
九
条

(略
)

2

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
法
及
び
法
に
基
づ
く
政
令
に
規
定
す
る
国

土
交
通
天
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
は
、
地
方
整
備

局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
法
箔
三
十
一条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
裁
定
及
び
同
条
第
五
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
決
定
並
び
に
法
第

九
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
譲
与
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
･
五

(略
)

六

第
十
九
条
の
二
第
三
“狽
第
一ハ号
の
規
定
に
よ
り
別
に
占
用
料
の
額
を
定
め

、
又
は
占
用
料
を
徴
収
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
占
用
物
件
を
定
め
る
こ
と
。

七
･
十
一

(略
)

3

(略
)

改

正

案

(占
用
料
を
徴
収
し
な
い
国
の
事
業
)

第
十
九
条

法
第
三
十
九
条
第
一項
但
書
に
規
定
十
る
改
今
等
定
め
る
占
用
料
を

徴
収
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
国
の
事
業
は
、
左
の
各
号
の
一に
該
当
す
る
も
の

と
す
る
。

一

(略
)

二

特
別
会
計
を
も
っ
て
経
理
す
る
事
業
の
う
ち
、
企
業
的
性
格
を
有
し
な
い

も
の
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
及
痒
偽
虻
事
き

(指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
の
額
)

第
十
九
条
の
二

(略
)

2

(略
)

3

国
土
交
通
大
臣
は
、
指
定
区
間
内
の
国
迫
に
係
る
占
用
料
で
次
に
掲
げ
る
占

用
物
件
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
二

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
二
項
に
規
定
す
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
別
に

占
用
料
の
額
を
定
め
、
又
は
占
用
料
を
徴
収
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

(略
)

二
･
五

(略
)

4

(略
)

(権
限
の
委
任
)

第
三
十
九
条

(略
)

2

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
法
及
び
法
に
基
づ
く
政
令
に
規
定
す
る
国

土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
は
、
地
方
整
備

局
長
及
び
北
海
適
用
発
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
三
十
一条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
裁
定
及
び
同
条
第
五
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
決
定
並
び
に
法
第

九
十
四
条
第
二
滴
り
親
定
--よ
る
譲
与
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
…
五

(略
)

六

第
十
九
条
の
二
第
三
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
別
に
占
用
料
の
額
を
定
め

、
又
は
占
用
料
を
徴
収
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
当
咽
勿
牛
を
定
め
る
こ
と
。

七
･
十
一

(略
)

3

(略
)

現

行
(傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)

?



共
同
溝
と
轢

(コ
ピ
ー
を
切
り
抜
き
、
台
紙
に
張
り
付
け
て
い
る
坂

上
係
員
)

大
野
係
員

坂
上
さ
ん
、
何
を
し
て
い
る
ん
で
す
か
?

坂
上
係
員

来
週
、地
元
の
小
学
校
の
社
会
科
の
授
業
の
一
環
で
、

共
同
溝
の
内
部
の
見
学
が
あ
っ
て
、
担
任
の
先
生
か
ら

参
考
に
な
る
資
料
を
作
っ
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ
た
の

で
、
初
め
て
読
む
人
に
も
分
か
り
や
す
い
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
を
作

っ
て
い
る
ん
だ
け
ど
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
っ
て
結

構
作
る
の
難
し
い
の
よ
ね
~
。

大
野
係
員

え
~
、
僕
も
ま
だ
中
に
は
入
っ
た
こ
と
な
い
で
す

よ
!

僕
に
も
手
伝
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。そ
の
代
わ
り
、

僕
も
中
に
入
り
た
い
ん
で
す
け
ど
!
。

坂
上
係
員

い
い
け
ど
、
じ
ゃ
あ
、
大
野
君
が
共
同
溝
を
ど
れ
だ

け
知
っ
て
い
る
か
テ
ス
ト
し
て
、
そ
の
テ
ス
ト
に
合
格

し
た
ら
、
手
伝
わ
せ
て
あ
げ
る
。

大
野
係
員

道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室

え
~
!

テ
ス
ト
で
す
か
。

坂
上
係
員

当
た
り
前
じ
ゃ
な
い
。
小
学
生
に
質
問
さ
れ
て

｢わ

か
り
ま
せ
ん
｣
な
ん
て
言
え
な
い
で
し
ょ
-
･

ち
ゃ
ん

と
質
問
に
答
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
お
か
な
い
と
。
じ

ゃ
あ
、
ま
ず
第
一
間
。
共
同
溝
は
、
な
ぜ
必
要
な
の
で

し
ょ
う
か
。

大
野
係
員

共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
一
条

で
、
｢路
面
の
掘
さ
く
を
伴
う
地
下
の
占
用
の
制
限
と

相
ま
っ
て
共
同
溝
の
整
備
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
道
路

の
構
造
の
保
全
と
円
滑
な
道
路
交
通
の
確
保
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
｣
と
書
い
て
あ
り
ま
す
よ
ね
。
だ
か

ら
、
小
学
生
向
け
の
回
答
と
し
て
は
、
｢道
路
工
事
を

少
な
く
し
て
交
通
渋
滞
を
減
ら
し
た
り
、
遊
ん
で
い
て

電
柱
に
ぶ
つ
か
っ
て
怪
我
し
た
り
す
る
の
を
防
ぐ
た

め
｣

っ
て
と
こ
ろ
で
す
か
ね
。

坂
上
係
員

ま
あ
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
ね
。
じ
や
あ
、
第
二
問
。
共

同
溝
の
占
用
が
で
き
る
物
件
、
つ
ま
り
共
同
溝
に
入
れ

る
も
の
に
は
、
ど
ん
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
。

大
野
係
員

法
第
二
条
で
｢公
益
事
業
者
｣
や
｢公
益
物
件
｣
に

つ
い
て
の
規
定

(※
)
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
｢電
線
、

電
話
線
、
ガ
ス
管
、
水
道
管
な
ど
僕
た
ち
の
生
活
に
な

く
て
は
な
ら
な
い
大
事
な
も
の
が
入
っ
て
い
る
ん
で
す

よ
｣
と
い
う
よ
う
な
回
答
に
な
る
と
思
い
ま
す
け
ど
。

坂
上
係
員

そ
う
ね
。
共
同
溝
法
上
の
公
益
物
件
は
、
道
路
法
第

三
十
六
条
で
規
定
さ
れ
て
い
る
義
務
占
用
物
件
と
ほ
と

ん
ど
同
じ
だ
か
ら
、
以
前
話
し
た
よ
う
に
公
益
性
が
高

い
物
件
と
し
て
、
入
溝
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
ん
だ
け

れ
ど
、
小
学
生
向
け
の
回
答
と
し
て
は
そ
ん
な
と
こ
ろ
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※

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
｢道
路
｣
と
は
、
道
路
法
(昭
和
二
十
七
年
法
律
第

百
八
十
号
)
に
よ
る
道
路
を
い
う
。

2

こ
の
法
律
に
お
い
て
｢道
路
管
理
者
｣
と
は
、
道
路
法
第
十
八
条
第
一項
に
規
定
す

る
道
路
管
理
者
を
い
う
。

3

こ
の
法
律
に
お
い
て
｢公
益
事
業
者
｣
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

一
電
気
通
信
事
業
法
(昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
)
に
よ
る
第
一種
電
気
通

信
事
業
者

二

電
気
事
業
法
(昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
)
に
よ
る
一般
電
気
事
業
者
、

卸
電
気
事
業
者
又
は
特
定
電
気
事
業
者

三

ガ
ス
事
業
法
(昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一号
)
に
よ
る
一般
ガ
ス
事
業
者
又

は
簡
易
ガ
ス
事
業
者

四

水
道
法
(昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
七
十
七
号
)
に
よ
る
水
道
事
業
者
又
は
丞
迫

用
水
供
給
霞ご業
者

五

工
業
用
水
道
事
業
法
(昭
和
三
十
三
年
法
律
第
八
十
四
号
)
に
よ
る
工
業
用
水
道

事
業
者

六

下
水
道
法
(昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
)
に
よ
る
公
共
下
水
道
管
理
者
、

流
城
下
丞
迫
管
理
者
又
は
都
市
下
水
路
管
理
者

4

こ
の
法
律
に
お
い
て
｢公
益
物
件
｣
と
は
、
公
益
事
業
者
が
当
該
争
業
の
目
的
を
達

成
す
る
た
め
設
け
る
電
線
、
ガ
ス
管
、
水
管
又
は
下
水
道
管
を
い
う
。

5

こ
の
法
律
に
お
い
て
｢共
同
溝
｣
と
は
、
二
以
上
の
公
益
事
業
者
が
公
益
物
件
を
収

容
す
る
た
め
道
路
管
理
者
が
道
路
の
地
下
に
設
け
る
施
設
を
い
う
。



か
し
ら
。
そ
れ
じ
ゃ
、
こ
れ
が
最
後
の
質
問
。
共
同
溝

大
野
係
員

が
整
備
さ
れ
る
ま
で
の
一
連
の
流
れ
を
簡
単
に
説
明
し

い
や

て
み
て
。

渡
邊
課
長

大
野
係
員

つ
い

そ
ん
な
難
し
い
こ
と
、
小
学
生
は
聞
き
ま
せ
ん
よ
~
!

坂
上
係
員

別
に
小
学
生
が
聞
く
か
聞
か
な
い
か
で
質
問
し
て
い

る
わ
け
じ
ゃ
な
い
わ
よ
。
大
野
君
が
ど
の
く
ら
い
理
解

し
て
い
る
か
と
思
っ
て
。
だ
か
ら
最
初
に
テ
ス
ト
っ
て

言
っ
た
じ
ゃ
な
い
。
で
き
な
か
っ
た
ら
、
共
同
溝
見
学

で
き
な
い
わ
よ
!

大
野
係
員

わ
あ
~
、
待
っ
て
く
だ
さ
い
!

答
え
ま
す
、
答
え

ま
す

っ
て
ば
。

ま
ず
、
法
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
大

臣
が
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
を
指
定
し
ま
す
。
次

に
法
第
五
条
の
指
定
に
基
づ
き
、
道
路
管
理
者
が
共
同

溝
の
建
設
に
つ
い
て
公
益
事
業
者
へ
建
設
を
希
望
す
る

か
否
か
意
見
を
求
め
、
公
益
事
業
者
は
意
見
を
道
路
管

理
者
に
申
し
出
ま
す
。
そ
し
て
要
件
が
整
え
ば
、
道
路

管
理
者
は
共
同
溝
の
建
設
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
際
に
、
法
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
管
理

者
は
占
用
予
定
者
か
ら
意
見
を
聴
取
し
た
~?
え
で
共
同

溝
整
備
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

渡
邊
課
長

す
ご
い
じ
ゃ
な
い
か
、
大
野
君
。
い
や
あ
、
よ
く
勉

強
し
て
い
る
ね
。

い
や
あ
~
、
そ
れ
ほ
ど
で
も
。

渡
邊
課
長

つ
い
で
に
、
私
か
ら
も
質
問
さ
せ
て
も
ら
お
う
。
法

第
四
条
で
共
同
溝
整
備
道
路
に
お
け
る
許
可
等
の
制
限

の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
て
、
共
同
溝
が
整
備
さ
れ
る

場
合
に
は
、
そ
の
区
間
に
お
け
る
道
路
の
車
道
の
地
下

の
占
用
に
つ
い
て
は
原
則
許
可
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る

け
ど
、
こ
れ
は
ど
う
し
て
か
分
か
る
か
い
。

大
野
係
員

こ
の
法
律
の
目
的
が
、
掘
さ
く
の
繰
返
し
を
防
止
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
路
の
構
造
の
保
全
を
図
ろ
う
と

い
う
趣
旨
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
か
。

坂
上
係
員

共
同
溝
を
整
備
す
る
と
い
う
の
に
、
同
じ
場
所
で
道

路
の
掘
さ
く
が
あ
ち
こ
ち
で
行
わ
れ
た
ら
、
共
同
溝
を

整
備
す
る
意
味
が
な
い
で
す
も
の
ね
。

渡
邊
課
長

そ
う
な
ん
だ
。
法
第
三
条
第
一
項
で
、
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
と
し
て
指
定
で
き
る
対
象
を
、
｢交
通

が
著
し
く
ふ
く
そ
う
し
て
い
る
道
路
又
は
著
し
く
ふ
く

そ
う
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
道
路
で
、
路
面
の
堀
さ

く
を
伴
う
道
路
の
占
用
に
関
す
る
工
事
が
ひ
ん
ぱ
ん
に

行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
道
路
の
構
造
の
保
全
上
及
び
道

路
交
通
上
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
｣
と
規
定
し
て
い
る
の
を
読
む
と
、
そ

う
し
た
理
由
が
理
解
で
き
る
よ
ね
。
と
は
い
っ
て
も
、

小
学
生
に
こ
こ
ま
で
説
明
す
る
必
要
は
な
い
と
思
う
け

ど
ね
。

大
野
係
員

坂
上
さ
ん
、
僕
テ
ス
ト
合
格
で
す
よ
ね
。

坂
上
係
員

何
か
最
後
の
ほ
う
は
、
だ
い
ぶ
課
長
に
助
け
て
も
ら

っ
て
い
た
気
も
す
る
ん
だ
け
ど
!
。

渡
邊
課
長

ま
あ
、
大
野
君
も
け
っ
こ
う
勉
強
し
て
い
る
よ
う
だ

し
、
合
格
で
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
い
?

坂
上
係
員

課
長
が
そ
う
お
っ
し
ゃ
る
な
ら
谷
口格
に
し
ま
し
ょ
う
。

大
野
係
員

じ
ゃ
あ
、
僕
も
共
同
溝
見
学
行
け
る
ん
で
す
ね
。

(終
業
の
チ
ャ
イ
ム
D
)

坂
上
係
員

あ
っ
、
今
日
は
早
く
帰
ら
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
ん
だ

っ
た
。
じ
や
あ
、
大
野
君
。
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
続

き
、
作
っ
て
お
い
て
。
そ
れ
じ
ゃ
~
、
お
先
に
失
礼
し

ま
す
。

渡
邊
課
長

(な
ん
だ
、最
初
か
ら
そ
の
つ
も
り
だ
っ
た
ん
だ
!
。)

大
野
係
員

(う
~
ん
、
う
れ
し
い
よ
う
な
、
う
れ
し
く
な
い
よ

う
な
ー
。)
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大
竹
市
達
大
雨
浸
水
事
故
損
害
賠
償
請
求
事
件

〔
一
審
判
決
〕
平
成
九
年
三
一月
一
人
日

広
島
地
方
裁
判
所

請
求
棄
却

(原
告
控
訴
)

〔二
審
判
決
〕
平
成
一
一
年
五
月
二
七
日

広
島
高
等
裁
判
所

控
訴
一
部
認
容

(確
定
)

1

事
件
の
概
要

本
件
は
、
原
告
の
母
が
、
集
中
豪
雨
の
中
、
普
通
乗
用

車
で
市
道
を
走
行
中
、
J
R
と
交
差
す
る
地
下
道
部
分

(以
下

｢本
件
道
路
｣
と
い
う
。)
に
さ
し
か
か
り
、
同
所

を
通
過
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
最
大
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
深
さ
で
水
が
貯
留
し
て
い
た
た
め
、
車
両
が
水
に
浸

か
り
、
走
行
不
能
に
な
っ
た
と
し
て
、
道
路
管
理
者
で
あ

る
被
告
大
竹
市
に
損
害
賠
償
請
求
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

奢
謂求
額
"
-
三
〇
万
円
)

本
件
道
路
は
、
J
R
の
陸
橋
下
地
点
を
最
下
点

(高
低

差
約
一
、
七
五
メ
ー
ト
ル
)
と
し
て
緩
や
か
な
下
り
坂
か

ら
上
り
坂
と
な
っ
て
お
り
、
両
脇
に
は
、
網
目
状
に
な
っ

た
鉄
製
の
ス
ク
リ
ー
ン
が
設
置
さ
れ
た
排
水
溝
が
設
置
さ

れ
、
更
に
、
排
水
溝
か
ら
流
れ
落
ち
た
水
を
吸
い
上
げ
る

た
め
の
ポ
ン
プ
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。

2

判
決
の
要
旨

①

-
審
判
決

溢
水
の
原
因
は
、
本
件
道
路
が
下
り
坂
か
ら
上
り
坂
に

な
っ
て
お
り
、水
の
貯
ま
り
や
す
い
構
造
で
あ
っ
た
こ
と
、

公
衆
道
徳
の
低
下
に
よ
り
路
上
に
散
乱
し
て
い
た
ご
み

が
、
当
日
の
急
激
な
豪
雨
に
よ
っ
て
排
水
溝
を
ふ
さ
い
だ

こ
と
に
あ
る
が
、
雨
が
発
生
し
て
か
ら
被
告
が
市
内
に
あ

る
被
告
管
理
の
道
路
及
び
水
路
を
一
時
に
点
検
す
る
の
は

困
難
で
あ
る
こ
と
、
本
件
排
水
溝
の
ス
ク
リ
ー
ン
の
清
掃

が
事
故
発
生
四
日
前
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
被
告

は
、
道
路
管
理
者
と
し
て
相
当
の
期
間
内
に
適
切
な
措
置

を
講
じ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

②

二
審
判
決

被
控
訴
人
に
お
い
て
は
、
本
件
道
路
の
溢
水
の
危
険
性

に
つ
い
て
予
見
可
能
性
が
あ
っ
た
も
の
の
、
本
件
排
水
溝

等
の
設
備
及
び
そ
の
清
掃

･
点
検
に
よ
り
対
応
で
き
る
も

の
と
軽
信
し
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
道
路
管
理
者

と
し
て
は
、
通
常
一
般
に
標
識
を
設
置
し
て
危
険
防
止
の

た
め
の
注
意
を
促
す
等
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
こ
れ
を
怠

っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
事
故
当
時
の
本
件
道
路

の
管
理
に
は
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。他
方
、

運
転
者
に
も
過
失
が
あ
り
、
そ
の
割
合
は
八
割
が
相
当
で

あ
る
。

3

判
決
の
ポ
イ
ン
ト

(二
審
判
決
)

①

事
実
の
認
定

a

被
控
訴
人
は
排
水
溝
の
ス
ク
リ
ー
ン
の
目
詰
ま
り

を
防
ぐ
た
め
、
外
部
に
そ
の
点
検
、
清
掃
の
業
務
を

委
託
し
て
い
た
。
右
清
掃
に
つ
い
て
は
一
年
間
の
う

ち
六
月
か
ら
八
月
は
週
一
回
、
そ
の
余
の
月
は
月
一

回
の
頻
度
で
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
本
件
事
故
が

発
生
し
た
平
成
八
年
六
月
に
お
い
て
は
、
七
日
、
一

二
日
及
び
本
件
事
故
当
日
の
四
日
前
に
当
た
る
二
四

日
に
清
掃
が
な
さ
れ
て
い
た
。

b

本
件
事
故
当
日
は
、
朝
か
ら
小
雨
が
降
っ
て
い
た

が
、
午
前
三

時
頃
か
ら
そ
の
量
は
急
激
に
増
え
、

午
後
0
時
ま
で
の
一
時
間
で
は
四
四
ミ
リ
の
雨
が
降

っ
た
。
こ
の
急
激
か
つ
大
量
の
雨
に
よ
り
、
路
面
や

側
溝
中
に
残
存
し
て
い
た
ご
み
が
本
件
側
溝
に
流
れ

込
み
、
ス
ク
リ
ー
ン
に
目
詰
ま
,り

が
生
じ
、
本
件
道

路
に
水
が
貯
留
し
た
。
貯
留
し
た
水
の
深
さ
は
最
大

五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
達
し
て
い
た
。

原
告
の
母
は
、
本
件
道
路
が
溢
水
し
て
い
る
こ
と

大
竹
市
道
大
雨
車
両
浸
水
事
故

損
害
賠
償
請
求
事
件

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係



は
確
認
し
た
も
の
の
、
進
入
禁
止
の
標
識
及
び
水
深

を
示
す
標
識
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
通
行
で
き
る

深
さ
と
判
断
し
て
進
入
し
た
と
こ
ろ
、
本
件
車
両
が

水
に
浸
か
り
走
行
不
能
と
な
っ
た
。

c

被
控
訴
人
は
、
大
雨
等
の
災
害
時
に
は
、
市
内
各

所
の
道
路

･
水
路
施
設
の
点
検
管
理
を
一
時
に
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
警
察
署
あ
る
い
は

付
近
の
住
民
か
ら
の
通
報
を
受
け
て
対
応
す
る
体
制

を
と
っ
て
い
た
。
本
件
事
故
当
日
も
、
付
近
の
住
民

が
、
午
後
0
時
頃
、
既
に
溢
水
し
て
い
た
本
件
道
路

に
進
入
し
て
走
行
不
能
と
な
っ
た
普
通
乗
用
車
の
運

転
者
か
ら
電
話
の
借
用
申
し
込
み
を
受
け
た
こ
と
か

ら
、
更
な
る
事
故
の
発
生
を
危
惧
し
て
、
同
二
0
分

頃
、
警
察
署
に
本
件
道
路
が
溢
水
し
て
い
る
旨
通
報

し
、
こ
れ
を
受
け
た
警
察
署
が
被
控
訴
人
職
員
に
連

絡
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
該
連
絡
を
受
け
た
被
控
訴

人
職
員
は
、
委
託
業
者
に
本
件
道
路
に
バ
リ
ケ
ー
ド

を
設
置
し
、
通
行
止
め
と
す
る
よ
う
指
示
す
る
と
と

も
に
自
ら
も
現
地
に
向
か
い
、
同
五
0
分
頃
現
地
に

到
着
し
た
と
こ
ろ
、
浸
水
し
て
い
た
本
件
車
両
を
発

見
し
、
救
出
し
た
。

②

法
的
判
断

a

道
路
管
理
瑕
疵
の
有
無

道
路
の
設
置
又
は
管
理
に
瑕
疵
が
あ
る
と
は
、
道

路
が
通
常
備
え
る
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と

い
い
、
そ
の
判
断
は
、
当
該
道
路
の
構
造
、
場
所
及

び
利
用
状
況
等
の
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し

本
件
車
両
の
運
転
者
は
、
本
件
事
故
当
時
、
本
件

て
行
う
べ
き
で
あ
る
。
本
件
道
路
に
つ
い
て
は
、
排

道
路
の

通
し
が
よ
い
こ
と
か
ら
同
當

ミ
水
に
浸

緒｢"〒ヤ つnnつ 1つ パパ

水
溝
の
ス
ク
リ
ー
ン
が
毎
日
清
掃
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
い
た
め
、
降
雨
に
よ
り
本
件
側
溝
に
ビ
ニ
ー
ル
製

品
等
の
ご
み
が
流
れ
込
む
と
ス
ク
リ
ー
ン
が
目
詰
ま

り
し
、
溢
水
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
道

路
の
構
造
を
知
ら
な
い
一
般
の
自
動
車
の
運
転
者

は
、
本
件
道
路
が
走
行
不
能
に
な
る
ほ
ど
水
が
貯
留

す
る
と
は
予
想
し
難
く
、
加
え
て
本
件
事
故
当
時
に

は
貯
水
し
た
水
の
深
さ
を
示
す
標
識
が
な
く
、
水
深

を
正
確
に
判
断
で
き
な
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
通
行
で
き
る
と
即
断
し
て
進
入
す
る
危
険
性
が

高
か
っ
た
。
被
控
訴
人
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
危

険
性
に
対
す
る
予
見
可
能
性
が
あ
っ
た
が
、
本
件
排

水
溝
、
本
件
ポ
ン
プ
等
の
設
備
及
び
そ
の
清
掃
及
び

点
検
で
十
分
に
対
応
で
き
る
も
の
と
軽
信
し
、
常
時

の
監
視
体
勢
を
と
っ
て
い
な
か
っ
た
。
道
路
管
理
者

と
し
て
は
、
道
路
の
通
行
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め

に
、
通
常
一
般
に
標
識
に
よ
っ
て
危
険
防
止
の
た
め

注
意
を
促
し
、
指
示
を
与
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
被
控
訴
人
が

｢浸
水
時
進
入
禁
止
｣

及
び

｢水
深

(
m
)｣
の
各
標
識
を
設
置
し
た
の
は

本
件
事
故
後
で
あ
る
か
ら
、
本
件
事
故
当
時
に
は
、

本
件
道
路
は
公
共
の
道
路
と
し
て
通
常
備
え
る
べ
き

安
全
性
を
欠
い
て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

b

過
失
相
殺

道
路
の
見
通
し
が
よ
い
こ
と
か
ら
同
道
路
が
水
に
浸

か
っ
て
い
る
こ
と
は
現
認
し
た
も
の
の
、
通
行
で
き

る
も
の
と
即
断
し
、
敢
え
て
進
入
し
、
本
件
事
故
を

惹
起
し
て
い
る
。
道
路
の
安
全
は
そ
の
利
用
者
で
あ

る
自
動
車
の
運
転
者
に
よ
っ
て
も
確
保
さ
れ
る
か

ら
、
運
転
者
は
道
路
の
状
況
に
応
じ
て
通
行
に
つ
き

注
意
す
べ
き
と
こ
ろ
、
本
件
に
お
い
て
は
、
豪
雨
と

い
う
自
然
条
件
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
他
の

本
件
道
路
の
位
置
、
構
造
、
設
備
、
設
置
状
態
及
び

管
理
状
況
、
本
件
車
両
の
運
転
方
法
及
び
本
件
事
故

の
態
様
並
び
に
本
件
事
故
に
対
す
る
被
控
訴
人
の
対

応
等
の
本
件
に
現
れ
た
一
切
の
事
業
を
総
合
的
に
掛

酌
す
る
と
本
件
事
故
に
お
け
る
被
害
者
側
の
過
失
を

八
割
と
し
て
過
失
相
殺
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。



『流
氷
の
民
｣
オ
ホ
ー
ツ
ク
人

写真 1 オホーツクの流氷

年
末
を
迎
え
寒
さ
が
増
し
て
き
た

東
京
で
す
が
、
ふ
る
さ
と
北
海
道
は

す
で
に
冬
本
番
で
す
。
大
地
は
雪
化

粧
を
終
え
、
ま
も
な
く
到
来
す
る
流

氷
が
オ
ホ
ー
ツ
ク
沿
岸
を
覆
う
頃
、

寒
さ
は
一
層
厳
し
く
な
り
ま
す
。

網
走
に
勤
務
し
て
い
た
時
、
こ
の

流
氷
が
接
岸
す
る
様
子
を
目
の
当
た

り
に
し
ま
し
た
。
あ
る
日
海
鳴
り
が

止
み
、
一
夜
に
し
て
海
が
白
い
氷
原

北
海
道
東
京
事
務
所

中
村

雅
彦

に
変
わ
る
の
で
す
。
何
と
も
雄
大
な

自
然
の
営
み
で
す
。

今
回
は
、
そ
ん
な
流
氷
に
ま
つ
わ

る
話
と
し
て
、
遠
い
昔
に
オ
ホ
ー
ツ

ク
に
住
ん
で
い
た

｢流
氷
の
民
｣
と

呼
ば
れ
る
人
々
の
こ
と
を
紹
介
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す

(写
真
1
)。

◇
謎
の
多
い
オ
ホ
ー
ツ
ク
人

今
か
ら
二
三
〇
〇
年
ほ
ど
前
、
大

陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
稲
作
と
と
も

に
、
本
州
は
縄
文
文
化
に
終
わ
り
を

告
げ
、
弥
生
文
化
そ
し
て
古
墳
文
化

へ
と
移
行
し
て
い
き
ま
し
た
。
稲
作

の
適
さ
な
か
っ
た
北
海
道
で
は
、
弥

生
文
化
か
ら
鉄
器
だ
け
を
取
り
入
れ

た
続
縄
文
文
化
に
引
き
継
が
れ
、
以

後
、
独
自
の
歴
史
を
歩
み
始
め
ま
し

た
。
た
だ
、
本
州
と
の
交
渉
が
無
か

っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
古
墳
文
化
の

影
響
を
少
し
ず
つ
受
け
な
が
ら
、
や

が
て
熊
や
鹿
な
ど
の
狩
猟
を
主
体
に

雑
穀
農
耕
を
行
っ
た
擦
文
文
化
に
移

行
し
、
先
住
民
族
の
ア
イ
ヌ
文
化
へ

と
引
き
継
が
れ
て
い
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
擦
文
文
化
と
ほ
ぼ
同

じ
時
期
、
生
活
様
式
が
全
く
異
な
る

海
洋
文
化
が
興
隆
を
迎
え
て
い
ま
し

た
。
そ
の
担
い
手
が
オ
ホ
ー
ツ
ク
人

で
す
。
彼
ら
は
、
大
化
の
改
新
が
行

わ
れ
た
七
世
紀
頃
に
姿
を
現
し
、
鎌

倉
幕
府
の
始
ま
る
三
一世
紀
末
頃
に

忽
然
と
消
え
た
謎
の
多
い
民
族
な
の

で
す

(表
-
)。

◇
豊
か
な
自
然
の
恵
み

オ
ホ
ー
ツ
ク
人
の
足
跡
を
示
す
遺

跡
は
、
サ
ハ
リ
ン
南
部
か
ら
稚
内
、

網
走
、
根
室
そ
し
て
国
後

･
択
捉
な

ど
の
千
島
列
島
南
部
に
至
る
オ
ホ
ー

ツ
ク
海
沿
岸
で
確
認
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
遺
跡
で
最
大
の
も
の

が
網
走
川
河
口
に
位
置
す
る
モ
ヨ
ロ

貝
塚
で
す
。
出
土
品
か
ら
窺
う
こ
と

の
で
き
る
彼
ら
の
生
活
は
、
オ
ホ
ー

ツ
ク
の
自
然
の
恵
み
に
育
ま
れ
、
思

い
の
ほ
か
豊
か
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

ア
ザ
ラ
シ
や
ト
ド
な
ど
の
海
獣
を

狩
り
、
網
を
使
っ
て
ニ
シ
ン
、
ホ
ッ

ケ
、
ウ
ニ
な
ど
を
採
取
し
て
主
食
と

し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
犬
や
豚
な

ど
の
家
畜
を
生
き
た
保
存
食
と
し
て

飼
育
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

彼
ら
の
精
神
文
化
の
一
面
を
示
す

も
の
と
し
て
、
海
獣
の
骨
で
作
ら
れ

た
女
性
像
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
海

や
山
の
神
を
女
性
と
考
え
、
崇
拝
し

て
い
た
と
想
像
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
シ
ベ
リ
ア
か
ら
北
米
に
か
け
て

住
む
北
方
狩
猟
民
族
に
共
通
す
る
儀

56 繍行セ 2002.12

表 1 本州と北海道
の考古学編年表

獄 本州

繊
鱒
憲旧石器文化

縄文文化

総
鱗
,

化文生弥 化文文鍋続
化文嬢古

鷲繃紙
戦
鎗

化ヌイ.ア霧
鰍
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礼
と
し
て
、
熊
を
崇
拝
し
訛
っ
て
い

ま
し
た

(写
真
2
、
図
1
)。

◇
流
氷
の
民

流
氷
は
ア
ム
ー
ル
川
が
供
給
す
る

植
物
性
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
を
豊
富
に
含

ん
で
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
流
氷
が

移
動
す
る
と
、
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
を
追写真2 信仰の対象と

い
か
け
る
魚
の
群
と
、
こ
れ
を
補
食

す
る
ア
ザ
ラ
シ
や
ト
ド
な
ど
の
海
獣

が
一
緒
に
移
動
し
ま
す
。
シ
ベ
リ
ア

で
生
ま
れ
た
流
氷
は
、
魚
群
と
海
獣

を
引
き
連
れ
て
、
北
海
道
に
や
っ
て

来
る
の
で
す
。

オ
ホ
ー
ツ
ク
人
は
、
流
氷
と
と
も

に
南
下
す
る
主
食
を
追
い
か
け
て
北

蟻

海
道

･
オ
ホ
ー
ツ
ク
沿
岸
に
た
ど
り

孜

着
き
･

そ
の
ま
ま
居
着
い
て
し
ま
っ

帥

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
o

こ
う
し

た
こ
と
か
ら
、
彼
ら
は
｢流
氷
の
民
｣

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
ア
ム
ー
ル

川
下
流
域
や
サ
ハ
リ
ン
な
ど
に
由
来

す
る
北
方
系
民
族
で
は
な
い
か
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

◇
何
故
突
然
消
え
た
の
が

最
大
の
謎
は
、
六
〇
〇
年
以
上
に

わ
た
っ
て
栄
華
を
誇
っ
た
オ
ホ
ー
ツ

ク
人
が
突
然
姿
を
消
し
た
こ
と
で

す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

｢新
大
陸
を

求
め
て
一
斉
に
移
動
し
た
｣、
｢故
郷

で
あ
る
サ
ハ
リ
ン
や
シ
ベ
リ
ア
に
戻

っ
た
｣
な
ど
諸
説
が
あ
り
ま
す
。
今

の
と
こ
ろ

｢擦
文
文
化
に
同
化

･
吸

収
さ
れ
な
が
ら
ア
イ
ヌ
文
化
に
引
き

継
が
れ
て
い
っ
た
｣
と
す
る
説
が
有

力
な
よ
う
で
す
。

そ
の
根
拠
と
な

っ
て
い
る
の
は
、

オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
の
土
器
の
形
状

が
、
後
期
に
な
る
と
擦
文
文
化
の
も

の
と
類
似
し
て
く
る
こ
と
で
す
。
ま

た
、
擦
文
文
化
に
は
な
い
、
オ
ホ
ー

ツ
ク
文
化
だ
け
に
見
ら
れ
る
熊
へ
の

崇
拝
が
、
擦
文
文
化
の
後
継
で
あ
る

ア
イ
ヌ
文
化
に
受
け
継
が
れ
て
い
る

こ
と
も

｢同
化

･
吸
収
｣
説
の
裏
付

け
と
な
っ
て
い
ま
す
。

◇
も
っ
と
詳
し
く
知
る
た
め
に

オ
ホ
ー
ツ
ク
人
の
こ
と
を
詳
し
く

知
り
た
い
と
思
わ
れ
る
な
ら
、
司
馬

遼
太
郎
の
名
著

｢街
道
を
ゆ
く

･
オ

ホ
ー
ツ
ク
街
道
｣を
お
勧
め
し
ま
す
。

で
も
、
も
っ
と
お
勧
め
な
の
は
、
実

際
に
目
で
確
か
め
る
こ
と
で
す
。

羽
田
空
港
か
ら
一
時
間
四
〇
分
で

女
満
別
空
港
に
到
着
。
バ
ス
に
揺
ら

れ
て
三
〇
分
、
網
走
湖
が
見
え
て
く

る
と
も
う
網
走
市
で
す
。
市
内
中
心

部
に
は
、
モ
ヨ
ロ
貝
塚
館
、
郷
土
博

物
館
が
あ
り
、
モ
ヨ
ロ
貝
塚
か
ら
の

出
土
品
が
多
数
展
示
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
が
遠
望

で
き
る
天
都
山
に
は
、
オ
ホ
ー
ツ
ク

人
を
は
じ
め
世
界
の
北
方
民
族
の
文

化
や
歴
史
を
紹
介
す
る
北
方
民
族
博

物
館
が
あ
り
ま
す
。

年
も
明
け
一
月
半
ば
に
な
る
と
流

氷
の
季
節
が
や
っ
て
き
ま
す
。
オ
ホ

ー
ツ
ク
の
海
が
、
シ
ベ
リ
ア
ま
で
続

く
氷
原
に
変
わ
る
の
で
す
。
流
氷
を

見
つ
め
な
が
ら
、
遠
い
昔
に
オ
ホ
ー

ツ
ク
の
大
地
に
足
跡
を
の
こ
し
た

｢流
氷
の
民
｣
に
思
い
を
は
せ
る
。

こ
ん
な
旅
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

猶者〒セ クnn? 1つ うク
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屋
台
の
街
ふ
く
お
か

◇
は
じ
め
に

福
岡
を
紹
介
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
は

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
博
多
樵
園
山

笠
を
は
じ
め
と
す
る
祭
り
の
話
、
志

賀
島
の
金
印

･
元
冠
防
塁
な
ど
歴
史

の
話
な
ど
色
々
で
す
。
今
日
は
道
路

行
政
と
い
う
観
点
を
加
え
て
、
福
岡

の
屋
台
に
つ
い
て
ご
紹
介
さ
せ
て
頂

こ
う
と
思
い
ま
す
。

◇
福
岡
の
屋
台

福
岡
市
内
に
現
在
約
一
八
〇
軒
の

屋
台
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
全
国
の

約
四
割
を
占
め
る
軒
数
で
す
。
福
岡

に
は
様
々
な
顔
が
あ
り
ま
す
が
、
屋

台
の
街
で
あ
る
こ
と
も
そ
の
ひ
と
つ

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

福
岡
の
屋
台
が
特
徴
的
な
の
は
、

屋
台
が
ひ
と
か
た
ま
り
に
軒
を
連
ね

て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
か

(写
真

福
岡
市
東
京
事
務
所

川
崎

孝

写真 1 屋台の風景 (清流公園)

1
)。
こ
う
い
う
雰
囲
気
は
東
南
ア

ジ
ア
風
で
も
あ
り
、
｢
ア
ジ
ア
に
開

か
れ
た
福
岡
市
｣
と
し
て
は
街
の
イ

メ
ー
ジ
に
ぴ
っ
た
り
で
す
。
む
し
ろ

屋
台
が
あ
る
か
ら
、
こ
う
い
う
表
現

が
出
て
き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

屋
台
の
定
番
は
ラ
ー
メ
ン
･
焼
き

鳥

･
お
で
ん
な
ど
で
す
が
、
他
に
も

天
ぷ
ら
や
モ
ツ
鍋
な
ど
屋
台
に
よ
っ

て
特
徴
が
あ
り
、
色
々
と
楽
し
む
こ

と
が
で
き
ま
す
。
屋
台
の
良
さ
は
、

や
は
り
自
ら
味
わ
っ
て
こ
そ
分
か
る

も
の
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

自
分
で
確
か
め
て
く
だ
さ
い
。

◇
屋
台
指
導
要
綱

屋
台
は
福
岡
に
は
欠
か
せ
な
い
原

風
景
の
ひ
と
つ
で
は
あ
る
の
で
す

が
、
色
々
と
問
題
も
あ
り
ま
す
。
市

民
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
苦
情
も
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。
屋
台
を
観
光
資
源
と

し
て
考
え
て
い
る
福
岡
市
と
し
て
も

頭
の
痛
い
と
こ
ろ
で
す
。
お
そ
ら
く

こ
う
し
た
問
題
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

福
岡
市
以
外
の
自
治
体
で
は
屋
台
が

廃
れ
て
い
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

福
岡
市
の
場
合
、
屋
台
が
福
岡
市
の

観
光
資
源
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い

る
こ
と
、
ま
た
市
民
の
意
識
調
査
で

も
高
い
認
知
を
得
て
い
る
こ
と
な
ど

の
理
由
が
あ
っ
て
、
簡
単
に
廃
止
す

る
こ
と
も
難
し
い
状
況
で
し
た
。
そ

こ
で
当
面
の
屋
台
の
存
続
を
前
提

に
、
屋
台
営
業
の
適
正
化
に
必
要
な

基
本
ル
ー
ル
と
し
て

｢福
岡
市
屋
台

指
導
要
綱
｣
を
平
成
三
一年
に
制
定

し
ま
し
た
。

要
綱
が
策
定
さ
れ
る
ま
で
は
、
警

察
の
道
路
使
用
許
可
と
食
品
衛
生
法

の
営
業
許
可
は
受
け
て
い
る
も
の

の
、
道
路
占
用
許
可
を
得
ず
に
営
業

し
て
い
ま
し
た
。
現
在
は
こ
の
要
綱

に
基
づ
い
て
占
用
許
可
も
受
け
て
営

業
し
て
い
ま
す
。
指
導
要
綱
の
内
容

に
つ
い
て
若
干
ご
説
明
し
ま
し
ょ

、ハノ
o

◇
歩
行
の
阻
害

屋
台
の
多
く
は
歩
道
上
に
あ
る
た

め
、
歩
行
を
阻
害
す
る
と
い
う
問
題

が
発
生
し
ま
す
。
屋
台
が
設
置
さ
れ

る
前
後
の
状
態
を
比
べ
て
み
る
と
よ

く
分
か
り
ま
す

(写
真
2
･
3
)。

指
導
要
綱
で
は
、
屋
台
の
サ
イ

ズ

･
占
用
で
き
る
場
所
の
条
件
を
定

西から東から



め
、
で
き
る
だ
け
歩
行
を
阻
害
し
な

い
よ
う
指
導
し
て
い
ま
す
。
ま
た
現

に
屋
台
が
占
用
し
て
い
る
場
所
が
条

件
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
条
件
を

満
た
す
場
所
へ
再
配
置
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

◇
給
排
水
･
ゴ
ミ

屋
台
に
は
給
水
設
備
が
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
調
理
や
洗
い
物
に
は
す
べ

て
溜
め
水
を
使
用
し
ま
す
。
屋
台
は

不
衛
生
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
る
所

以
で
す
。
ま
た
ラ
ー
メ
ン
の
ス
ー
プ

や
洗
い
水
を
側
溝
に
捨
て
て
い
る
の

で
、
側
溝
が
汚
損
し
た
り
悪
臭
の
元

に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
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写真3 設置後 (日銀前)

す
。
さ
ら
に
夜
と
も
な
れ
ば
利
用
で

き
る
ト
イ
レ
が
限
ら
れ
る
た
め
、
不

心
得
な
利
用
者
が
物
陰
で
用
を
足
し

て
し
ま
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
す
。

指
導
要
綱
で
は
、
上
下
水
道
の
設

備
の
整
備
や
ト
イ
レ
の
確
保
な
ど
を

屋
台
営
業
者
に
求
め
て
い
ま
す
し
、

排
水
の
油
脂
分
は
専
門
業
者
に
処
理

さ
せ
る
よ
う
に
定
め
て
い
ま
す
。

な
お
衛
生
面
に
関
し
て
、
屋
台
で

は

｢生
モ
ノ
｣
は
提
供
で
き
な
い
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

◇
料
金

残
念
な
が
ら
、
不
明
瞭
な
料
金
や

高
額
な
料
金
を
請
求
さ
れ
る
こ
と
、

い
わ
ゆ
る

“ぼ
っ
た
く
り
"
は
皆
無

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ぼ
っ
た
く
り
に

遭
っ
て
二
度
と
福
岡
に
行
か
な
い
と

言
う
人
の
話
も
耳
に
し
ま
す
し
、
ま

た
市
外
の
客
を
屋
台
に
案
内
し
た
福

岡
市
民
が
遭
遇
し
た
と
言
う
話
も
あ

り
ま
す
。

指
導
要
綱
で
は
料
金
表
を
明
示
す

る
よ
う
指
導
し
て
い
ま
す
。
料
金
表

が
明
示
さ
れ
て
い
れ
ば
必
ず
避
け
ら

れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ぼ

っ
た
く
り
に
遭
う
機
会
は
か
な
り
減

る
で
し
ょ
う
。
屋
台
を
選
ぶ
際
の
参

考
に
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し

｢時

価
｣
に
は
要
注
意
で
す
。

◇
福
岡
に
来
た
ら
屋
台
に
行
こ
う

屋
台
選
び
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
料
金

表
が
明
示
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、

ま
た
生
も
の
を
出
し
て
い
な
い
か
ど

う
か
と
い
う
点
で
す
。
こ
の
二
つ
が

守
ら
れ
て
い
れ
ば
、
味
は
と
も
か
く

と
し
て
良
心
的
な
屋
台
と
考
え
て
良

い
で
し
ょ
う
。
ち
な
み
に
屋
台
は
思

っ
た
ほ
ど
安
く
あ
り
ま
せ
ん
。
軽
く

一
杯
程
度
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
屋
台

だ
け
で
飲
ん
で
仕
上
げ
て
帰
路
に
つ

く
よ
う
な
飲
み
方
を
す
れ
ば
、
高
く

つ
き
ま
す
。
地
元
の
人
間
は
、
一
次

会
の
仕
上
げ
に
軽
く
一
杯
と
か
、
仕

事
帰
り
に
軽
く
一
杯
と
い
う
よ
う
な

使
い
方
が
多
い
よ
う
で
す
。

◇
九
州
観
光
の
一
翼
と
し
て

福
岡
市
内
の
観
光
資
源
は
屋
台
だ

け
で
は
な
い
に
し
て
も
、
福
岡
市
だ

け
で
観
光
客
を
呼
び
寄
せ
る
力
は
あ

ま
り
大
き
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
出
張
な
ど
ビ
ジ
ネ
ス
の

つ
い
で
に
寄
る
こ
と
が
多
ノい
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
福
岡
以
外
に
目
を
向
け
る

と
九
州
に
は
、長
崎
･
オ
ラ
ン
ダ
村
、

大
分
･
湯
布
院
、
熊
本
･
阿
蘇
、
宮

崎
･
青
島
海
岸
、
鹿
児
島

･
桜
島
な

ど
強
力
な
観
光
ス
ポ
ッ
ト
が
目
白
押

し
で
す
。
北
部
九
州
コ
ー
ス
と
か
、

J
R
鹿
児
島
本
線
南
下
コ
ー
ス
な
ど

ど
の
よ
う
な
形
で
も
組
み
合
わ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
こ
う
し

た
観
光
の
起
点
や
終
点
、
通
過
点
と

し
て
福
岡
の
屋
台
に
立
ち
寄
っ
て
頂

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。



嚢
崎
県
の
『遭
離
整
備
に
関
す
る
テ
瞳
グ
ラ
ム
』

道
、
ひ
と
。
そ
し
て
明
日
へ

長
崎
県
土
木
部
道
路
建
設
課

一

は
じ
め
に

長
崎
県
は
、
九
州
の
西
端
に
位
置
し
、
九
州
本
土
と
ほ

ぼ
同
じ
広
さ
の
海
域
の
中
に
県
土
が
点
在
し
て
い
ま
す
。

県
土
の
約
四
割
が

｢し
ま
｣
で
あ
り
、
本
土
部
も
約
三
割

が
半
島
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
海
岸
線
は
複
雑
で
、
そ

の
延
長
は
四
、
一
七
八
皿
あ
り
北
海
道
に
次
い
で
全
国
第

二
位
の
長
さ
を
誇
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
長
崎
県
は
、
陸
路
で
は
唯
一
佐
賀
県
と
し
か
接
し

て
い
な
い
た
め
、
広
域
的
な
陸
上
の
交
流
基
盤
の
整
備
の

た
め
に
は
、
佐
賀
県
と
の
い
っ
そ
う
の
連
携
強
化
が
必
要

で
あ
り
、
九
州
西
岸
軸
構
想
の
実
現
に
む
け
て
は
、
海
を

へ
だ
て
て
面
し
て
い
る
熊
本
県
と
の
連
携
も
必
要
と
な
り

ま
す
。

平
成
一
二
年
の
国
勢
調
査
に
よ
る
本
県
の
人
口
は
約
一

五
二
万
人
で
あ
り
、
昭
和
三
五
年
を
ピ
ー
ク
に
減
少
し
て

い
ま
す
。
特
に
離
島
に
お
い
て
は
、
昭
和
三
五
年
の
約
三

人
万
人
か
ら
平
成
一
一
年
に
は
約
一
九
万
人
と
半
分
に
人

口
が
減
少
し
て
お
り
、
九
州
で
最
も
人
口
流
失
が
多
く
過

疎
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。

県
内
の
主
要
都
市
で
あ
る
長
崎
市
、
佐
世
保
市
に
お
い

て
は
、
隣
接
す
る
市
町
の
ペ
ッ
ト
タ
ウ
ン
化
が
進
み
、
都

市
部
の
ド
ー
ナ
ツ
化
現
象
を
引
き
起
こ
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
県
内
各
地
域
で
は
、
人
口
流
失
と
出
生
率
の
低

下
に
よ
り
老
年
人
口
の
割
合
が
年
少
人
口
を
上
回
り
、
少

子
化
、
高
齢
化
が
顕
著
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が

ら
、
自
動
車
の
保
有
台
数
は
、
年
々
増
加
し
て
お
り
、
都

市
部
と
そ
の
周
辺
地
域
で
は
、
渋
滞
の
緩
和
が
課
題
と
な

っ
て
い
ま
す
。

長
崎
県
は
、
古
代
か
ら
海
を
通
じ
て
、
中
国
や
朝
鮮
半

島
と
交
流
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
徳
川
幕
府
が
鎖

国
政
策
を
と
っ
て
い
た
期
間
は
、
海
外
と
の
唯
一
の
窓
口

と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
時
代
、
対
外
交
渉
の
窓
口
長
崎
と

江
戸
と
を
結
ん
だ
重
要
な
道
が
長
崎
街
道
で
す
。
長
崎
街

道
は
長
崎
奉
行
な
ど
の
幕
府
役
人
、
参
勤
交
代
の
大
名
、

出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
の
一
行
、
全
国
各
地
か
ら
長
崎

を
目
指
し
た
文
化

･
墨
客
や
蘭
学
志
望
の
若
者
な
ど
が
数

多
く
た
ど
り
、
西
欧
や
中
国
の
文
化
や
情
報
を
全
国
に
伝

播
し
て
き
ま
し
た
。
各
地
の
学
問
、
技
術
、
思
想
、
文
化

な
ど
は
、
こ
の
道
を
通
じ
異
文
化
の
影
響
を
受
け
、
日
本

の
近
代
化
を
促
す
大
き
な
要
因
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
長
崎
県
は
多
彩
な
国
際
交
流
の
歴
史
を
持

ち
、
道
と
深
く
関
わ
っ
て
き
た
県
で
あ
り
ま
す
。

召ん ;首ゑ〒ヤ つnnつ 1つ



二

長
崎
県
の
道
路
整
備
の
現
況

本
県
の
高
規
格
幹
線
道
路
は
、
高
速
自
動
車
国
道
の
九

州
横
断
自
動
車
道
長
崎
大
分
線
、
一
般
国
道
の
自
動
車
専

用
道
路
で
あ
る
西
九
州
自
動
車
道
の
二
路
線
で
す
。

九
州
横
断
自
動
車
道
長
崎
大
分
線
は
全
線
約
二
五
七
如

(う
ち
県
内
約
四
六
師
)
の
う
ち
、
長
崎
多
良
見
か
ら
大

分
米
良
ま
で
の
約
二
四
五
如

(う
ち
県
内
約
三
四
蝋
)
が

す
で
に
供
用
し
て
お
り
ま
す
。
現
在
、
最
後
の
区
間
と
な

る
長
崎
か
ら
長
崎
多
良
見
間
約
三
一如
が
事
業
中
で
一
五

年
度
末
に
は
こ
の
区
間
が
完
成
し
、
全
線
供
用
す
る
予
定

で
あ
り
ま
す
。

西
九
州
自
動
車
道
は
全
線
約
一
五
〇
如

(う
ち
県
内
約

六
0
m
)
の
う
ち
約
四
七
皿

(う
ち
県
内
約
二
二
如
)
が

供
用
し
て
お
り
、
現
在
本
県
内
で
は
佐
世
保
市
か
ら
佐
々

町
間
と
松
浦
市
か
ら
佐
賀
県
境
ま
で
の
約
二
〇
如
が
事
業

中
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
県
内
に
お
け
る
高
規
格

幹
線
道
路
の
供
用
率
は
約
五
四
%
で
、
全
国
平
均
の
約
五

七
%
を
下
回
っ
て
お
り
ま
す
。

地
域
高
規
格
道
路
は
、
四
路
線
延
長
約
一
二
八
蹴
が
計

画
路
線
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
約
三
六
踊
が

整
備
区
間
と
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
う
ち
約
八
蹴
が

供
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
県
内
に
お
け
る
地

域
高
規
格
道
路
の
供
用
率
は
約
六
%
で
あ
り
、
全
国
平
均

の
約
二
0
%
を
大
き
く
下
回
っ
て
お
り
ま
す

(次
ペ
ー
ジ

図
1
参
照
)。

国
県
道
の
管
理
延
長
は
、
合
計
で
約
二
、
五
八
三
緬
あ

り
、
そ
の
う
ち
一
般
国
道
が
一
七
路
線
約
九
三
三
如
、
県

道
が
一
七
一
路
線
約
一
、
六
五
○
如
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

改
良
率
は
国
県
道
合
わ
せ
て
約
六
四
%
で
、
全
国
平
均
の

約
七
一
%
を
下
回
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
本
県
の
道
路
整
備
率

･
改
良
率
は
、
高

規
格
幹
線
道
路
、
地
域
高
規
格
道
路
、
国
県
道
と
も
全
国

平
均
を
下
回
っ
て
お
り
、
ま
だ
ま
だ
道
路
整
備
が
必
要
な

状
況
に
あ
り
ま
す
。

三

長
崎
県
の
道
路
整
備
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム

長
崎
県
で
は
、
｢新
た
な
道
路
計
画
｣
を
策
定
す
る
に

あ
た
り
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
多
く
の
人
々
の
声
を
反
映
し

た
も
の
に
し
た
い
と
考
え
、
長
崎
県
の
道
づ
く
り
の
将
来

ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
、
各
界
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
有
識
者
に

よ
り
構
成
し
た

｢長
崎
県
道
路
整
備
懇
談
会
｣
で
の
提
言

や
県
下
全
域
を
対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
を
踏

ま
え
検
討
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
本
県
で
は
、
二
一
世
紀
初
頭
に
お
け
る
長
崎
県
の

県
政
運
営
の
指
針
を
示
す
た
め
に
｢長
崎
県
長
期
総
合
計

画
｣
を
策
定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
｢長
崎
県
長
期
総
合
計
画
｣
を
基
に
策
定

し
た
道
路
整
備
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
に
、
県
民
の
道
づ
く
り
、

地
域
づ
く
り
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
を
反
映
し
て

｢長
崎
県
の

め
ざ
す
5
つ
の
道
づ
く
り
｣
を
策
定
し
ま
し
た

(図
2
参
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｢長
崎
県
の
め
ざ
す
5
つ
の
道
づ
く
り
｣
の
具
体
的
な

内
容
を
以
下
に
示
し
ま
す
。

1

人
に
や
さ
し
い
道
づ
く
り

○
交
通
弱
者
へ
の
配
慮

歩
道
の
段
差
、
凹
凸
の
解
消
を
図
る
と
と
も
に
、

駅
な
ど
の
交
通
結
節
点
に
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
付
き
の

立
体
横
断
施
設
を
設
置
す
る
な
ど
、
高
齢
者
、
障
害

者
な
ど
の
交
通
弱
者
の
行
動
範
囲
拡
大
を
支
援
す
る

バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
実
現
を
め
ざ
し
ま
す
。

○
安
全
で
快
適
な
歩
行
環
境
の
創
出

車
の
走
行
速
度
を
抑
制
し
、
人
を
主
役
に
位
置
づ

け
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
道
路
な
ど
の
整
備
や
、
歩
道
の

広
幅
員
化
、
電
線
類
の
地
中
化
な
ど
を
推
進
す
る
こ

と
に
よ
り
、
安
全
で
快
適
な
歩
行
環
境
の
創
出
を
め

ざ
し
ま
す
。

○
傾
斜
地
の
歩
行
環
境
を
支
援

市
街
化
さ
れ
た
傾
斜
地
に
お
い
て
は
、
重
要
な
生

活
道
路
で
あ
る
坂
道
に
、
手
す
り
や
休
憩
所
さ
ら
に

は
斜
行
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
な
ど
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ

り
、
傾
斜
地
に
配
慮
し
た
歩
行
環
境
の
創
出
を
め
ざ

し
ま
す
。

2

交
流
と
ふ
れ
あ
い
を
め
ざ
す
道
づ
く
り

○
交
流
の
促
進

･
連
携
の
強
化

本
県
と
県
外
主
要
都
市
、
県
内
の
異
な
る
生
活
圏

相
互
の
交
流
を
促
進
す
る
規
格
の
高
い
道
路
や
、
生

活
圏
内
の
連
携
を
強
化
す
る
幹
線
道
路
の
整
備
を
促

進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
県
土
全
体
の
均
衡
あ
る
発
展

を
め
ざ
し
ま
す
。

○
地
理
的
ハ
ン
デ
ィ
の
克
服

離
島
、
半
島
を
多
く
有
す
る
本
県
の
地
理
的
特
性

を
踏
ま
え
、
空
港
、
港
湾
な
ど
の
交
通
拠
点
へ
の
ア

ク
セ
ス
道
路
や
、
離
島
架
橋
な
ど
の
整
備
を
推
進
す

る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
振
興
施
策
を
支
援
す
る
と

と
も
に
、
日
常
生
活
の
利
便
性
を
向
上
さ
せ
、
地
理

的
ハ
ン
デ
ィ
の
克
服
を
め
ざ
し
ま
す
。

3

快
適
な
交
通
環
境
を
め
ざ
す
道
づ
く
り

○
都
市
活
動
の
円
滑
化

バ
イ
パ
ス
や
環
状
道
路
の
整
備
、交
差
点
の
改
良
、

駐
車
場
の
整
備
な
ど
の
ハ
ー
ド
施
策
に
加
え
、
公
共

交
通
機
関
の
利
用
促
進
な
ど
効
率
的
な
道
路
利
用
を

誘
導
す
る
ソ
フ
ト
施
策
も
積
極
的
に
導
入
す
る
こ
と

に
よ
り
、
都
市
部
の
交
通
混
雑
の
解
消
を
図
り
都
市

活
動
の
円
滑
化
を
め
ざ
し
ま
す
。

○
良
好
な
沿
道
環
境
の
実
現

交
通
環
境
問
題
に
配
慮
す
べ
き
地
域
に
お
い
て

は
、
交
通
流
対
策
や
低
騒
音
舗
装
、
緩
衝
帯
と
し
て

機
能
す
る
緑
地
帯
の
設
置
な
ど
環
境
保
全
対
策
を
実

施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
良
好
な
沿
道
環
境
の
実
現
を

め
ざ
し
ま
す
。

○
魅
力
あ
る
景
観
の
創
出

電
線
類
の
地
中
化
、
路
面
電
車
架
空
線
の
セ
ン
タ

ー
ポ
ー
ル
化
、
沿
道
の
緑
化
、
屋
外
広
告
物
設
置
の

適
正
化
な
ど
、
街
並
み
と
調
和
し
た
道
路
空
間
を
形

成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
魅
力
あ
る
景
観
の
創
出
を
め

ざ
し
ま
す
。

4

歴
史
･
風
土
と
観
光
を
活
か
す
道
づ
く
り

○
観
光
県
長
崎
の
発
展
を
支
援

観
光
地
間
を
連
絡
す
る
周
遊
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形

成
し
、
海
外
か
ら
の
来
訪
者
に
も
配
慮
し
た
案
内
板

を
設
置
す
る
な
ど
、
観
光
県
長
崎
の
更
な
る
発
展
を

め
ざ
し
ま
す
。

○
歴
史
と
文
化
の
体
感

地
域
の
特
色
に
配
慮
し
た
シ
ン
ボ
ル
ロ
!
ド
な
ど

の
整
備
に
よ
り
、
古
来
よ
り
海
外
と
の
つ
な
が
り
が

深
い
本
県
の
歴
史
的
、
文
化
的
特
性
を
体
感
で
き
る

道
づ
く
り
を
め
ざ
し
ま
す
。

○
自
然
生
態
系
へ
の
配
慮

本
県
の
随
所
に
見
ら
れ
る
豊
か
な
自
然
環
境
に
配

慮
し
た
ル
ー
ト
の
選
定
や
道
路
構
造
を
採
用
す
る
こ

と
に
よ
り
、
自
然
環
境
の
保
全
と
生
態
系
と
の
共
存

を
め
ざ
し
ま
す
。

5

災
害
に
強
い
道
づ
く
り

○
災
害
に
強
い
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

落
石
防
護
工
な
ど
自
然
災
害
を
未
然
に
防
止
す
る

施
設
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
被
災
時
に
お
け
る
避

難
や
支
援

･
救
援
の
た
め
の
安
全
な
交
通
路
が
確
保

で
き
る
災
害
に
強
い
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す

る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
住
民
の
安
全
な
生
活
の
実
現



を
め
ざ
し
ま
す
。

○
災
害
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
充
実

異
常
気
象
時
や
被
災
時
に
お
け
る
道
路
情
報
を
、

迅
速
か
つ
的
確
に
提
供
す
る
シ
ス
テ
ム
を
充
実
す
る

こ
と
に
よ
り
、安
全
な
交
通
の
確
保
を
め
ざ
し
ま
す
。

四

こ
れ
か
ら
の
長
崎
県
の
道
づ
く
り

本
県
で
は
、
昨
年
度
か
ら
道
路
整
備
の
将
来
目
標
と
早

急
に
取
り
組
む
べ
き
事
項
を
明
確
に
し
、
県
民
に
わ
か
り

や
す
く
示
す
た
め
新
し
い

｢長
崎
県
中
長
期
道
路
整
備
計

画
｣
の
策
定
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

ま
ず
昨
年
度
は
、
県
民
道
路
整
備
に
関
す
る
県
民
ニ
ー

ズ
を
把
握
す
る
た
め
に
、
一
万
人
を
対
象
と
し
た
住
民
ア

計

市

市

部

餓

県

崎

保

土

地

節

長

世

本

島

長

佐

鍋
離

　　

l囲高速繊 麗解離薄鏥 □繃陷 l圏日常生活道路 圏都市中心部趙酪 □餓道小木誼

　　　　　　 　　
　　　　　　　　 　 　

40% 60% 卸鵠 foo%
資料:道路整備に関するアンケート調査 (長崎県)

ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。
回
収
票
は
四
、
0
四

三
票
あ
り
、
多
く
の
県
民
の
方
々
に
協
力
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
内
容
は
図
3
･
4
に
示
し
て
い
る

も
の
の
ほ
か
、
三
〇
項
目
に
及
び
ま
す
。

今
年
度
は
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
も
と
に
、
道
路
整
備
計

画
の
策
定
作
業
を
す
す
め
て
お
り
、
現
在
ま
で
に
二
度

｢長
崎
の
道
を
考
え
る
懇
談
会
｣
を
開
催
し
、
今
後
の
道

路
整
備
の
方
向
性
等
に
つ
い
て
貴
重
な
意
見
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
ま
た
、
現
在
、
策
定
し
た
道
路
整
備
計
画

(案
)

に
つ
い
て
長
崎
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
意
見
の
募
集
を
行

っ
て
お
り
、
今
年
度
内
に
は
新
し
い

｢長
崎
県
中
長
期
道

路
整
備
計
画
｣
の
策
定
を
完
了
す
る
予
定
で
あ
り
ま
す
。

五

終
わ
り
に

道
路
整
備
の
現
況
で
も
述
べ
ま
し

た
が
、
平
成
一
五
年
度
末
に
は
九
州

横
断
自
動
車
道
路
長
崎
大
分
線
の
最

後
の
区
間
で
あ
る
長
崎
か
ら
長
崎
多

良
見
間
が
完
成
し
、
高
速
道
路
が
初

め
て
長
崎
市
内
に
入
っ
て
き
ま
す
。

こ
の
た
め
、
現
在
長
崎
南
北
幹
線

道
路

(出
島
バ
イ
パ
ス
)
や
長
崎
南

環
状
線

(女
神
大
橋
)
な
ど
の
ア
ク

セ
ス
道
路
の
建
設
を
、
そ
の
完
成
に

あ
わ
せ
て
進
め
て
お
り
ま
す

(写
真

1

.
2
)
0

写真 1 長崎南北幹線道路

こ
れ
ら
の
道
路
が
完
成
す
れ
ば
、
長
崎
の
主
要
産
業
で

あ
る
観
光
の
振
興
に
大
い
に
寄
与
す
る
も
の
と
期
待
し
て

お
り
ま
す
。

道
路
整
備
に
お
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
は

｢暮
ら
し
｣
で
あ

り
ま
す
。
私
た
ち
は
社
会
資
本
を
整
備
す
る
た
め
に
道
路

を
造
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
最
大
の
目
的
は

｢人
々
の
い

き
い
き
と
し
た
暮
ら
し
の
実
現
｣
だ
と
考
え
ま
す
。

今
後
、
少
子
高
齢
化
が
進
む
中
、
道
路
整
備
が
現
在
と

同
様
の
予
算
規
模
で
進
め
ら
れ
る
こ
と
は
厳
し
い
と
認
識

し
て

｢事
業
の
効
率
化
｣、
｢
コ
ス
ト
縮
減
｣
を
念
頭
に
置

き
、
説
明
責
任
を
果
た
せ
る
よ
う
、
整
備
の
必
要
性
を
見

極
め
な
が
ら
、
道
路
整
備
計
画
を
策
定
し
、
実
施
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　

　
　

　
　

　(国道324号 出島バイパス完成予想図)

図 3 今後最も力を入れて欲しい道路整備
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図 3 今後最も力を入れて欲しい道路整備(目的)

写真 2 長崎南環状線
(女神大橋完成予想図)
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構
榊
◎黛
讓
溝
醐
を
舵
騰
す
る
邇
離
臺
榊
の
襁
鐵
実
験

靴

~
福
祉
@
介
護
活
動
の
円
滑
化
と
新
し
い
変
通
環
境
づ
く
り
を
目
指
し
て
~

宇
都
宮
市
建
設
部
道
路
建
設
課

青
柳

明
年

一

は
じ
め
に

宇
都
宮
市
は
、
東
京
か
ら
北
へ
約
一
〇
〇
如
と
近
距
離

図 1 宇都宮市位置図

に
位
置
し
、
人
口
は
約
四
五
万
人
、
平
成
八
年
に
市
制
一

〇
〇
周
年
を
迎
え
、
中
核
市
と
な
っ
た
北
関
東
最
大
の
都

市
で
あ
る
。
ま
た
、
遠
く
に
は
日
光
連
山
を
望
み
、
東
部

に
は
鬼
怒
川
が
流
れ
、
美
し
い
自
然
に
囲
ま
れ
た
都
市
で

も
あ
る
。

近
年
は
、
北
関
東
自
動
車
道
が
一
部
開
通
す
る
な
ど
、

関
東
と
東
北
地
方
を
結
ぶ
交
通
の
要
衝
地
と
し
て
発
展
を

続
け
て
お
り
、
栃
木
県
の
県
庁
所
在
地
に
ふ
さ
わ
し
い
、

県
内
の
各
産
業
の
中
心
地
と
し
て
も
高
度
な
都
市
機
能
を

誇

っ
て
い
る

(図
1
)
。

二

実
験
の
概
要

1

地
域
の
現
状

宇
都
宮
市
は
、
高
齢
者
人
口
が
約
六
･
八
万
人
、
高
齢

化
率
は
全
人
口
の
一
五
%
で
あ
る
。
こ
の
割
合
は
、
今
後

も
増
加
傾
向
に
あ
る
。

市
内
の
道
路
状
況
に
お
い
て
は
、市
認
定
道
路
が
約
二
、

0
0
0
皿
に
及
ぶ
も
の
の
、
幅
員
が
三
･
五
m
未
満
の
狭

縊
道
路
が
、
全
体
の
約
二
五
%
を
占
め
て
い
る
。
幅
員
が

五
･
五
m
未
満
の
道
路
と
な
る
と
、
全
体
の
約
七
五
%
を



占
め
る
割
合
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
、
本
市
の
所
在
地
で

規
道
路
整
備
計
画
や
区
画
整
理
事
業

、
ー
j-
ー
i
i
oー
ー
Uー
せ
!
!
!ー
Gi
ui
i
‘ー
“ー
“ー
.J!
,!
ー
、i
ー
ー
ー

が

あ
る
栃
木
県
で
は
、
自
家
用
自
動
車
普
及
割
合
が
全
国
で

計
画
が
無
い
地
域
宇
都
宮
市
日
の
出

㈹

一
、
二
位
を
争
っ
て
い
る

(写
真
1
)。

2

実
験
の
背
景
･
目
的

=

実
験
の
背
景

近
年
、
高
齢
化
が
急
速
に
進
展
す
る
中
で
、
福
祉

･
介

護
サ
ー
ビ
ス
需
要
が
増
加
し
て
お
り
、
高
齢
者
介
護
を
社

会
全
体
で
支
え
る
仕
組
み
と
し
て
、
平
成
一
二
年
四
月
か

ら
、
介
護
保
険
制
度
が
施
行
さ
れ
た
。

今
後
、
介
護
保
険
制
度
を
は
じ
め
と
す
る
、
福
祉
･介
護

サ
ー
ビ
ス
の
よ
り
円
滑
な
運
営
と
、
要
支
援

･
要
介
護
者

が
良
質
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
福
祉
･介
護

サ
ー
ビ
ス
環
境
の
充
実
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
市
内
に
は
、
道
路
整
備
状
況
等
か
ら
、

福
祉

･
介
護
サ
ー
ビ
ス
車
両
の
通
行
や
駐
停
車
場
所
の
確

保
が
困
難
な
地
区
が
存
在
し
て
お
り
、
道
路
上
へ
の
駐
停

車
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

②

実
験
の
目
的

当
該
地
区
に
お
い
て
、
福
祉
･
介
護
サ
ー
ビ
ス
車
両
用

の
共
同
利
用
駐
車
場
を
仮
設
し
、そ
の
効
果
や
利
用
条
件
、

課
題
を
把
握
す
る
も
の
で
、
福
祉
･
介
護
活
動
環
境
の
向

上
を
図
る
た
め
の
、
共
同
利
用
駐
車
場
整
備
本
格
実
施
の

可
能
性
を
検
証
す
る
。

③

実
験
地
区
の
選
定

実
験
地
区
は
、
将
来
の
高
齢
化
社
会
を
視
野
に
入
れ
、

介
護
保
険
被
保
険
者
率
が
高
く
、
狭
齢
道
路
が
多
く
、
新

計
画
が
無
い
地
域
宇
都
宮
市
日
の
出

㈹　

宮
原
地
区
を
選
定
し
た
。

◎

3

実
験
の
内
容

賊　

㈲

実
験
の
内
容

･

社
会
実
験
は
、
P
R
パ
ン
フ
レ
ッ

ト

(
図
2
)
の
イ
メ
ー
ジ
で
実
施
、

実
験
後
半
で
は
、
徒
歩
に
よ
る
移
動

抵
抗
感
を
緩
和
す
る
策
と
し
て
、
駐

車
場
に
自
転
車
を
配
置
し
、
以
下
の

項
目
に
つ
い
て
、
調
査
検
証
、
評
価

を
行
っ
た
。

②

検
証
項
目

福
祉

･
介
護
活
動

(居
宅
･
通
所

サ
ー
ビ
ス
)
に
は
、
自
動
車
交
通
が

必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
現
在
の
住
宅

環
境
か
ら
、
住
民
が
来
客
用
ス
ペ
ー

ス
を
敷
地
内
に
確
保
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
り
、
公
共
の
道
路
上
へ
の
駐

停
車
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、

駐
停
車
ス
ペ
ー
ス
を
整
備
す
る
こ
と

に
よ
り
対
象
地
区
内
へ
の
活
動
が
容

易
に
で
き
る
か
ど
う
か
を
検
証
し
た
。

◎
評
価
項
目

以
下
の
項
目
に
つ
い
て
、
調
査
、

です.一輪の方の利用はこ瀘題ください。
“実践の主旨をこ理鰈いただき、こ溺力の窪、
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評
価
を
行
っ
た
。

.
定
量
的
効
果
の
評
価

介
護
者
の
訪
問
時
間
の
短
縮
や
訪
問
件
数
の
増
加

に
関
す
る
こ
と
や
、
駐
車
上
整
備
に
よ
っ
て
定
量
的

に
表
さ
れ
る
効
果

(駐
停
車
場
の
利
用
頻
度
)
に
つ

い
て
の
評
価
。

･
定
性
的
効
果
の
評
価

自
動
車
を
路
上
駐
車

(交
通
違
反
)
し
て
い
る
こ

と
に
よ
る
介
護
者
の
精
神
的
不
安
の
解
消
、
地
域
住

民
の
意
識
に
関
す
る
こ
と
等
、
定
量
的
に
評
価
で
き

な
い
事
柄
に
つ
い
て
の
評
価
。

･
駐
停
車
ス
ペ
ー
ス
整
備
の
あ
り
方

福
祉
･介
護
活
動
支
援
道
路
整
備
と
し
て
の
駐
車

ス
ペ
ー
ス
整
備
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
を
踏
ま
え
た
考
察
。

･
駐
停
車
ス
ペ
ー
ス
管
理
の
あ
り
方

有
料
化
し
た
場
合
の
利
用
に
つ
い
て
、
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
を
踏
ま
え
た
考
察
。

三

実
験
の
実
施
体
制

1

社
会
実
験
推
進
委
員
会
の
設
立

平
成
一
三
年

一
〇
月
に
、
｢福
祉
･
介
護
活
動
を
支
援

す
る
道
路
整
備
の
社
会
実
験
推
進
委
員
会
｣
(委
員
長
…

古
池
弘
隆
宇
都
宮
大
学
教
授
)
を
組
織
し
、
福
祉
･介
護

活
動
の
効
率
化
と
、
新
し
い
交
通
環
境
づ
く
り
の
あ
り
方

を
議
論
す
る
と
と
も
に
、
実
験
の
内
容
、
広
報
活
動
や
実

験
後
の
評
価
並
び
に
施
策
の
本
格
実
施
に
向
け
た
問
題
点

の
抽
出
、
改
善
策
等
に
意
見
を
頂
い
た

(図
3
)。

2

実
験
協
力
体
制

市
内
に
福
祉
･
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
全
て

の
事
業
者
一
五
二
社
に
対
し
協
力
依
頼
を
行
い
、
実
験
期

間
中
、
実
験
地
区
に
サ
ー
ビ
ス
提
供
し
て
い
る
一
四
事
業

者
に
対
し
て
は
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
同
行
調
査
等
も
お
願

い
し
た
。

ま
た
、
実
験
地
区
内
に
在
住
の
福
祉
･
介
護
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
て
い
る
方
に
対
し
て
も
、
同
様
の
協
力
依
頼
を
行

図3 実験体制の組織図

っ
た
。

3

実
験
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　

実
験
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
図
4
の
と
お
り
で
あ
る
。
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4

実
験
の
広
報
活
動

=

広
報
活
動

市
民
向
け
の
広
報

･
告
知
活
動
で
は
、
市
発
行
広
報
紙

へ
の
掲
載
、
市
役
所
･
国
土
交
通
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ

の
掲
載
、
実
験
地
区
全
戸
へ
の
チ
ラ
シ
配
布
、
自
治
会
回

、Wべ

き
ぼ

　
　
　

難続き淡彩

ゑ甘心舐諾がゞ宮原婢区無民



覧
板
に
よ
る
広
報
、
市
庁
舎

･
実
験
地
区
掲
示
板
へ
の
ポ

ス
タ
ー
掲
示
、
実
験
駐
車
場
へ
の
看
板
設
置
等
を
行
い
、

実
験
の
内
容
を
広
く
市
民
に
お
知
ら
せ
し
た
。

②

新
聞
報
道

実
験
の
内
容
の
記
事
が
、
地
元
紙
及
び
全
国
紙
に
そ
れ

ぞ
れ
掲
載
さ
れ
た

(新
聞
掲
載
記
事
参
昭
霧

師
介
護
支
援
へ
仮
設

輻

11
月
か
ら
国
と
｢

諺T郡宮一難率速度を
う。圈

市は盤と共同
｢福祉
･
(NPO)

介椰涵勘を↓ぬ堅9る爾焔
康子自証‐

艇飼の社会実験｣に取り
、る。

険で、十
一月
一日から☆

年
一月末まで
｢日の出
･

四

実
験
結
果
の
概
要
と
評
価

実
験
結
果
の
概
要

の

道
路
行
政
の
視
点

･
居
宅
系
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
被
介
護
者
宅
周
辺
に

駐
車
場
所
を
確
保
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。

･
福
祉
･
介
護
サ
ー
ビ
ス
時
間
帯
は
、
一
般
車
両
の
交

通
の
ピ
ー
ク
と
ず
れ
て
い
る

(図
5
)
。

②

福
祉
･
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
視
点

･
駐
車
場
利
用
で
路
上
駐
車
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
か

ら
、
安
心
感
が
向
上
し
た
。
一
方
、
駐
車
場
~
被
介

護
者
宅
の
移
動
に
不
便
を
感
じ
る
。

･
駐
車
場
で
の
送
迎
は
、
被
介
護
者
が
駐
車
場
ま
で
来

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
お
互
い
に
負
担
が
大
き
い
。

③

地
域
住
民
の
視
点

･
共
同
利
用
駐
車
場
の
設
置
が
有
効
と
考
え
る
割
合
が

高
い
。

･
共
同
利
用
駐
車
場
の
設
置
場
所
と
し
て
、
公
共
の
施

設
を
あ
げ
る
人
が
多
い
。

･
昼
間
の
空
き
駐
車
場
を
、
福
祉
･
介
護
活
動
に
提
供

者
車
掌
車

行
転
道
物

歩
自

賛

賃

　
　

n
Y　
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図 5 交通量調査結果

新聞掲載記事
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写真2 被介護者宅へ向かうヘルパー
(自転車に乗ってサービスに向かうヘルパー)



す
る
意
向
が
あ
る
。

2

実
験
の
評
価

の

路
上
駐
車
の
削
減
効
果

福
祉
･
介
護
事
業
者
は
、
駐
車
場
所
を
概
ね
確
保
し
て

い
た
た
め
、
実
験
に
よ
る
路
上
駐
車
の
削
減
効
果
は
検
証

で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
で
は
少
な
く

と
も
一
時
間
以
上
駐
車
す
る
こ
と
か
ら
、
駐
車
場
所
が
困

難
な
地
区
に
つ
い
て
は
、
効
果
が
期
待
で
き
る
。

②

福
祉
･
介
護
作
業
の
効
率
化

一
件
あ
た
り
の
サ
ー
ビ
ス
所
要
時
間
が
長
く
、
駐
車
場

所
の
確
保
に
よ
り
サ
ー
ビ
ス
件
数
が
増
え
る
等
、
効
率
化

の
向
上
の
期
待
は
で
き
な
い
。

③

介
護
者
の
精
神
的
な
ゆ
と
り
の
確
保

普
段
確
保
し
て
い
る
狭
い
場
所
へ
の
駐
車
や
、
違
法
駐

車
を
し
な
い
こ
と
で
、
ゆ
と
り
が
生
じ
る
。

3

福
祉
･介
護
活
動
用
駐
車
場
整
備
の
方
向
性

の

福
祉
･
介
護
活
動
を
支
援
す
る
駐
車
場
所
の
ニ
ー
ズ

は
存
在

･高
齢
化
の
進
行
に
よ
り
被
介
護
者
は
今
後
も
増
加
す

る
と
考
え
ら
れ
、
被
介
護
者
宅
周
辺
に
駐
車
場
所
が

確
保
で
き
な
い
場
合
が
十
分
予
想
さ
れ
る
。

･
住
民
は
路
上
へ
の
長
時
間
駐
車
を
嫌
っ
て
い
る
。

②

適
切
な
間
隔
で
の
分
散
配
置

･
被
介
護
者
は
地
域
に
広
く
分
布
し
て
い
る
。

･
被
介
護
者
は
、死
亡
や
施
設
へ
の
入
退
所
等
に
よ
り
、

福
祉

･
介
護
サ
J
ビ
ス
の
開
始

･
中
止
の
変
動
が
著

し
い
。

③

ソ
フ
ト
面
で
の
対
応
で
駐
車
場
所
を
確
保
す
る
こ
と

も
可
能

･
住
宅
地
を
中
心
に
昼
間
空
い
て
い
る
自
家
用
駐
車
ス

ペ
ー
ス
が
多
く
あ
り
、
福
祉

･
介
護
活
動
用
駐
車
場

所
と
し
て
提
供
意
向
が
示
さ
れ
て
い
る
。

･
公
共
施
設
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
の
活
用
も
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。

㈱

ハ
ー
ド
面
の
対
応
で
駐
車
場
所
を
確
保
す
る
こ
と
も

必
要

･
ソ
フ
ト
的
な
対
応
の
ほ
か
、
道
路
面

(ハ
ー
ド
)
で

の
対
応
を
望
む
声
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
。

･
高
齢
者
の
社
会
参
加
な
ど
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活

動
の
場
と
し
て
の
機
能
の
併
設
も
期
待
さ
れ
て
い

る
o

五

今
後
の
取
組
み

今
回
の
実
験
で
あ
る
福
祉

･
介
護
車
両
の
駐
車
対
策

(路
上
駐
車
削
減
及
び
駐
車
場
提
供
支
援
)
に
つ
い
て
、

引
き
続
き
以
下
の
よ
う
な
方
策
に
よ
り
熟
度
を
高
め
、
具

体
的
施
策
の
確
率
を
目
指
す
。

1

社
会
実
験
協
議
会
で
の
継
続
検
討

社
会
実
験
成
果
を
も
と
に
、
施
策
の
具
体
化
に
向
け
て

の
課
題
の
抽
出
を
行
い
、
次
年
度
以
降
で
の
実
施
可
能
性

の
判
断
資
料
を
得
る
と
と
も
に
、
市
関
係
部
局
の
役
割
分

担
等
を
明
確
化
し
、
道
路
行
政
側
で
支
援
で
き
る
事
項
を

整
理
す
る
た
め
、
今
年
度
以
降
も
継
続
し
て
検
討
す
る
こ

と
に
し
た
。

2

住
民
意
見
の
把
握

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
福
祉
･
介
護
活
動
車
両

の
駐
車
問
題
に
つ
い
て
、
更
な
る
情
報
の
収
集
、
幅
広
い

意
見
･
要
望
等
を
募
っ
て
い
く
。

3

福
祉
･
介
護
事
業
者
連
絡
会
等
へ
の
積
極
的
参
加

福
祉

･
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
実
態
把
握
の
深
度
化
を
図

り
、
福
祉
･
介
護
事
業
者
と
と
も
に
、
福
祉
･
介
護
の
視

点
か
ら
道
路
面
で
の
問
題
･
課
題
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ

て
い
く
。

六

最
後
に

宇
都
宮
市
は
、将
来
の
高
齢
化
社
会
の
到
来
を
見
据
え
、

多
く
の
先
進
的
な
福
祉
･
介
護
支
援
施
策
を
実
施
し
て
い

る
。
今
回
の
こ
の
社
会
実
験
で
得
た
様
々
な
課
題
等
を
整

理
し
、
今
後
も
多
種
多
様
な
施
策
を
展
開
し
な
が
ら
、
新

し
い
交
通
環
境
づ
く
り
と
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し

て
い
く
o
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濶
月
.日

世
界
の
動
き

○
チ
ェ
チ
ェ
ン
共
和
国
の
武
装
集
団
に
よ
る
モ
ス
ク
ワ
の
文
化
宮

殿
劇
場
占
拠
事
件
で
、
ロ
シ
ア
軍
特
殊
部
隊
が
突
入
し
て
劇
場
を

制
圧
、
入
質
を
解
放
し
た
。
モ
ス
ク
ワ
市
厚
生
委
員
会
は
約
八
二

〇
人
の
入
質
の
う
ち
一
!
七
人
が
死
亡
し
た
と
発
表
。
特
殊
部
隊

が
突
入
時
に
使
用
し
た
ガ
ス
に
よ
る
中
毒
死
と
み
ら
れ
た
。

○
米
労
働
省
に
よ
る
と
、
一
O
月
の
失
業
率
は
五
･
七
%
で
、
前

月
に
比
べ
0
･
一
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
た
。
失
業
率
が
悪
化
し
た
の

は
今
年
六
月
以
来
で
、
景
気
の
回
復
力
が
弱
い
こ
と
を
示
し
て
い

る
。

○
米
連
邦
準
備
制
度
理
事
会

(F
R
B
)
が
主
要
短
期
金
利
の
フ

ェ
デ
ラ
ル
フ
ァ
ン
ド

(F
F
)
金
利
の
誘
導
目
標
を
0
･
五
%
引

き
下
げ
、
年
一
･
二
五
%
と
し
、
即
日
実
施
し
た
。
利
下
げ
は
昨

年
三
一月
以
来
で
、
一
九
六
一
年
七
月
以
来
の
低
水
準
と
な
っ
た
。

○
国
連
安
全
保
障
理
事
会
は
イ
ラ
ク
に
対
し
、
期
限
付
き
で
大
量

破
壊
兵
器
の
査
察
受
入
と
破
棄
を
求
め
る
決
議
を
採
択
。
イ
ラ
ク

側
も
受
け
入
れ
た
。

○
朝
鮮
半
島
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
機
構

(K
E
D
O
)
は
理
事
会
で

朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
(北
朝
鮮
)
の
核
開
発
計
画
を
非
難
、

重
油
供
給
を
三
一月
か
ら
凍
結
す
る
声
明
を
発
表
し
た
。

○
中
国
共
産
党
の
第
一
六
期
中
央
委
員
会
第
一
回
全
体
会
議
で
新

し
い
党
総
書
記
に
胡
錦
涛

･
国
家
副
主
席

(五
九
)
が
就
任
し
、

胡
指
導
部
が
正
式
に
発
足
し
た
。

事

項

m
,
“30

11
･
“19

月
･日

国

内

の
動

き

○
総
務
省
の
労
働
力
調
査
に
よ
る
と
、
九
月
の
完
全
失
業
率

(季

節
調
整
値
)
は
五
･
四
%
で
、
五
カ
月
連
続
で
同
水
準
だ
っ
た
。

こ
の
う
ち
男
性
は
前
月
に
比
べ
○
･
一
ポ
イ
ン
ト
悪
化
し
、
五
･

八
%
と
な
り
、
昨
年

三
一月
と
同
じ
く
過
去
最
悪
を
記
録
し
た
。

中
高
年
の
失
業
者
が
増
え
た
。

○
政
府
が
総
合
デ
フ
レ
対
策
と
し
て

｢改
革
加
速
の
た
め
の
総
合

対
応
策
｣
を
決
定
し
た
。
対
策
は
①
金
融
･
産
業
の
再
生
②
経
済

活
性
化
に
向
け
た
構
造
改
革
の
加
速
策
③
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト

の
拡
充
-
の
三
本
柱
で
、
焦
点
の
不
良
債
券
処
理
策
で
は
銀
行
の

資
産
査
定
を
厳
し
く
す
る
方
針
を
示
し
た
が
、
竹
中
金
融
相
の
原

案
か
ら
は
後
退
し
た
。

○
内
閣
府
の
国
民
所
得
統
計
速
報
に
よ
る
と
、
七
~
九
月
期
の
国

内
総
生
産

(G
D
P
、
季
節
調
整
値
)
は
、
実
質
で
前
期
比
〇
･

七
%
増

(年
率
換
算
三
･
0
%
増
)
と
な
り
、
三
期
連
続
の
プ
ラ

ス
成
長
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
外
需
が
マ
イ
ナ
ス
に
転
じ
、
先
行

き
の
不
透
明
感
が
増
し
て
い
る
。

○
政
府
が
○
二
年
版
の

｢犯
罪
白
書
｣
を
閣
議
了
承
し
た
。
交
通

関
係
を
除
く
○
一
年
の
一
般
刑
法
犯
の
検
挙
率
は
一
九
･
八
%
で

戦
後
初
め
て
二
割
を
割
り
込
ん
だ
。
ま
た
、
同
年
の
刑
法
犯
の
数

は
三
五
八
万
件
と
前
年
よ
り
一
0
%
多
く
、
う
ち
一
般
刑
法
犯
は

二
七
三
万
件
で
、
と
も
に
過
去
最
悪
を
六
年
連
続
で
更
新
し
た
。

事

項

月
.日

道

路

行

政

の
動

き

○
北
陸
縦
貫
国
道
の
国
道
八
号
柏
崎
バ
イ
パ
ス

(全
線

一
一
如
)

の
起
点
側
二
･
六
如

(柏
崎
市
茨
目
~
城
東
間
)
が
暫
定
二
車
線

で
開
通
。

○
東
京
地
方
裁
判
所
が
東
京
大
気
汚
染
訴
訟

(第
一次
)
判
決
。

○
地
方
分
権
推
進
会
議
が
最
終
報
告
た
る

｢事
務

･
事
業
の
在
り

方
に
関
す
る
意
見
｣
を
総
理
に
提
出
。

○
道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
推
進
委
員
会
が

｢
一
日
委
員
会
m
高

松
｣
を
開
催
。

○
北
海
道
東
北
地
方
知
事
会
饑
が
開
催
さ
れ
、
高
規
格
幹
線
道
路

網
の
整
備
促
進
で
緊
急
提
言
が
な
さ
れ
る
。

○
釜
石
自
動
車
道
東
和
I
C
(岩
手
県
東
和
町
安
俵
内
)
~
花
巻

J
C
T

(花
巻
市
西
宮
野
目
地
内
)
間
=

･
四
加
が
開
通
。

○
道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
推
進
委
員
会
が
｢
一
日
委
員
会
m
東

京
｣
を
開
催
。

○
東
京
外
か
く
環
状
道
路
の
都
内
未
着
工
区
間
に
導
入
さ
れ
て
い

る
P
I
手
法
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
｢東
京
環
状
道
路
有
識
者
委

員
会
｣
が
開
催
さ
れ
る
。

0
東
海
北
陸
自
動
車
道
の
白
川
卿
I
C
~
五
箇
山
I
C
間
一
五
.

二
m
が
暫
定
二
車
線
で
開
通
。
今
回
の
開
通
で
同
自
動
車
道
は
飛

騨
清
見
~
白
川
郷
間
二
六
如
を
残
す
だ
け
と
な
っ
た
。

事

項

名り 道行セ 2002,12



う
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

↓
(

昔
、
後
醍
醐
天
皇
の
時
代
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
京
都

の
二
条
河
原
に
こ
ん
な
書
き
出
し
で
始
ま
る
落
首
が
あ
っ
た

そ
う
で
す
。

此
頃
、
都
ニ
ハ
ヤ
ル
モ
ノ
、
夜
討
、
強
盗
、

･
･
･

こ
の
落
首
に
な
ら
っ
て
、
今
ど
き
の
若
者
の
生
活
行
動
を

表
現
し
て
み
る
と
、
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

此
頃
、
若
者
ニ
ハ
ヤ
ル
モ
ノ
、
茶
髪
、
ケ
ー
タ
イ
、
ジ
ベ

タ
リ
ア
ン
。

ジ
ベ
タ
リ
ア
ン
と
い
う
の
は
地
べ
た
に
ド
カ
ッ
と
腰
を
落

と
し
て
、
飲
み
食
い
し
な
が
ら
お
し
ゃ
べ
り
を
し
て
い
る
若

者
た
ち
の
こ
と
だ
そ
う
で
す
。
学
校
帰
り
の
中
高
生
が
、
よ

く
や
っ
て
い
る
ア
レ
で
す
。

こ
の
非
日
本
的
な
若
者
に
つ
い
て
、
作
家
の
五
木
寛
之
氏

は
こ
の
よ
う
に
嘆
い
て
い
ま
す
。

｢
日
本
の
若
者
た
ち
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
や
カ
ル
チ
ャ
ー
を

見
て
い
る
と
、
彼
ら
は
ア
メ
リ
カ
人
に
な
り
た
い
と
思
っ
て

い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
将
来
、
ア
メ
リ
カ
が
世
界
の
優

越
民
族
に
な
る
の
な
ら
、
い
っ
そ
な
っ
て
し
ま
え
ば
い
い
じ

ゃ
な
い
か
、
と
い
う
気
持
ち
が
無
意
識
の
欲
望
と
し
て
あ
る

の
で
は
な
い
か
止

五
木
氏
は
若
者
の
心
の
底
を
こ
う
推
測
し
た
う
え
で

｢そ

れ
は
駄
目
だ
｣
と
警
告
し
、
そ
の
理
由
と
し
て

｢差
別
｣
の

問
題
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。

残
念
な
が
ら
、
最
近
は
若
者
の
考
え
を
直
接
、
聞
く
機
会

も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
た
だ
、
国
際
化
、
情
報
化
が
あ
ま
り
に

も
急
速
に
進
む
情
報
化
社
会
の
中
で
、
も
は
や
若
者
の
頭
の

中
に
は
国
境
と
い
う
壁
が
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
毎
日
の
よ
う
に
米
大
リ
ー
グ
で

の
イ
チ
ロ
ー
選
手
ら
日
本
人
野
球
選
手
の
活
躍
ぶ
り
が
テ
レ

ビ
放
映
さ
れ
て
い
る
時
代
で
す
か
ら
。

そ
れ
に
も
う
一
つ
は
、
や
は
り
戦
後
教
育
の
在
り
方
に
問

題
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
太
平
洋
戦
争
の
反

省
か
ら
か

｢個
｣
を
重
視
す
る
あ
ま
り

｢国
｣
｢国
家
｣
と

い
う
も
の
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
ツ
ケ
が
回
っ
て
き
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
は
言
う
も
の
の
、
救
い
が
な
い
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
若
者
た
ち
が
今
年
の
サ
ッ
カ
ー
･
ワ

ー
ル
ド
カ
ッ
プ
凧
で
は

｢
ニ
ッ
ポ
ン
、
ニ
ッ
ポ
ン
｣
と
日
本

チ
ー
ム
の
声
援
に
声
を
枯
ら
し
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
声
を

ど
う
固
定
化
し
、
定
着
さ
せ
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
か
。
そ
れ

は
大
人
た
ち
に
突
き
つ
け
ら
れ
た
課
題
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
そ
れ
に
は
若
者
た
ち
が

｢
ニ
ッ
ポ
ン
、
ニ
ッ
ポ
ン
｣
と

誇
り
を
持
っ
て
叫
べ
る
よ
う
な
学
術
･
文
化
を
含
め
立
派
な

国
づ
く
り
を
中
央
、
地
方
を
通
じ
て
進
め
る
の
が
大
事
な
こ

と
で
す
。
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
の

先
導
役
を
果
た
す
根
幹
的
施
設
が
道
で
あ
り
、
そ
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
来
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

(K
)
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